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第２編 小型船舶の検査の実施方法に関する細則  

 

第１章  総則  

1-1 適用  

1-1-1 漁船以外の小型船舶 (以下｢小型船舶｣という。 )又は小型船舶

に係る物件 (以下｢物件｣という。 )の検査を行う場合の検査の方

法は、この細則によること。ただし、この細則は、船舶の大き

さ、用途及び航行区域等に応じた標準的なものを定めたもので

あり、当該船舶の保守･整備状況及び使用状況等を勘案し、適当、

かつ、合理的と認められる場合には、本細則と異なる確認方法

によることができる。  

 なお、工場の能力、実績等、小型船舶又は物件の構造等を考

慮して理事長が特に指示した場合は、この細則に代る他の方法

によることができる。  

1-1-2 新しい材料を使用した船体、ﾎﾞｲﾗ等材料、構造が特殊なもの

の検査の方法は、資料に意見を添えて本部に伺い出ること。  

 なお、小安則第４条の規定に基づき特殊基準が定められてい

る小型船舶の検査の方法は、それぞれ当該特殊基準によること。  

1-1-3 施行規則第１条第５項に該当する｢小型兼用船｣については、

漁ろうに従事する以外の場合の航行区域により適用すること。

また、漁ろうする間に準用される小漁則に係る事項については、

細則第５編にもよること。  

1-1-4 1-1-2の場合を除き、この細則に定める検査の方法により難

い場合は、資料に意見を付して本部に伺い出ること。  

1-1-5  施行規則第 14条各号に該当する船舶については、小型船舶であ

っても管海官庁が検査を行うこととなるので留意すること。  

 なお、係留船については、施行規則第２条第２項第３号ﾄに

該当するものであって、当分の間は告示で定められた用途に供

するもののうち 12人を超える旅客定員を有するものに限り法の

適用対象とすることとされている。また、第３編第１章 2.2(c)

及び (d)についても参照のこと。  
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1-2  定義  

1-2-1 本編において「沿岸区域」とは、細則第１編 2.3 にいう「沿

岸区域」をいう。  

1-2-2 本編において「２時間限定沿海区域」とは、細則第１編 2.4

にいう「２時間限定沿海区域」をいう。  

【 20】  
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第２章  船舶検査の実施方法  

2-1 第１回定期検査 (製造検査を含む。 ) 

2-1-1 通則  

(1) 第１回定期検査の方法は本節による。  

(2) 第１回定期検査を行うに当たっては、必要に応じ検査の

準備、検査の時期等について船舶所有者等関係者と打合せ

を行うこと。  

(3) 小型船舶登録原簿又は漁船登録票により総ﾄﾝ数を確認す

ること。なお、当該原簿登録を行っていない船舶及び漁船

登録票を有しない船舶にあっては、船舶検査申請書に記載

するよう求めることにより総ﾄﾝ数が５ﾄﾝ以上か、５ﾄﾝ未満

かを確認すること (特に、旅客船 (12人を超える旅客定員を

有する船舶 )及び非旅客船であって２時間限定沿海小型船舶

であるものについては、総ﾄﾝ数５ﾄﾝ前後で適用基準が異な

るので留意すること。 )。  

2-1-2 設計の検査  

(1) 設計の検査は、細則第３編 32.1(b)に掲げる書類につき、

材料、構造、寸法、配置等が小安則に適合していることを

確認すること。  

 なお、量産艇に関する提出書類の種類については附属書 [

1]｢設計検査のための提出書類 (例 )｣によること。  

 また、当該書類は設計検査終了後、附属書 [2]｢設計検査

時における書類の返却方法等の取扱い｣により申請者に返却

すること。  

 この場合、次に掲げる小型船舶又は物件以外のものにあっ

ては、提出書類の返却を省略して差し支えない。 

 また、返却した書類と同様の書類を支部に保管しておく

こと。  

(ⅰ ) 施行規則第 51条第１項の表第１号の適用を受ける小

型船舶  

(ⅱ ) 総ﾄﾝ数５ﾄﾝ未満の旅客船 (保管する書類は、一般配

置図、船体中央断面図及び最大搭載人員算定の根拠と
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した書類とする。 ) 

(ⅲ ) 量産型の小型船舶又は物件 (最初に検査を受ける場

合及び変更が生じた場合に限る。 ) 

(ⅳ ) その他が返却する必要があると認めた小型船舶又は

物件  

(2) 以前に設計検査に合格した小型船舶又は物件と同一の図

面により製造されることが確認できるものであって、適用

される基準に変更のないものの設計検査は、以前の設計検

査時の指示を確認するにとどめて差し支えない。  

(3) 材料、構造、寸法、配置等が小安則に適合してることを

現物で確認できると認められる場合には、関係書類の一部

の提出を免除してよい。  

 なお、提出を免除する書類の種類については、当該小型

船舶の区分及び必要性に応じ、次例に示す書類以外の書類

とする。  

(ⅰ ) 次の (ｲ)に掲げる小型船舶にあっては、 (ﾛ)に掲げる

書類  

(ｲ) 小型船舶  

1) 旅客船  

2) 沿海以上を航行区域とする小型船舶 (沿岸小

型船舶等（沿岸小型船舶及び２時間限定沿海船

舶をいう。以下同じ。）を除く。 ) 

3) 船体主要部に特殊な材料を使用した小型船舶  

4) 多胴型船型の小型船舶  

5) 1)から 4)までに掲げるものの他、特殊な形状、

構造を有する小型船舶  

(ﾛ) 書類  

1) 製造仕様書  

2)  一般配置図  

ⅰ ) 旅客船  

下記①～⑦の事項を記載したもの。た

だし、オープンボート等旅客を搭載する
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場所が一ヶ所しか無い小型船舶にあって

は下記⑦を省略しても差し支えない。  

ⅱ ) 旅客船以外の船舶  

下記①及び⑦の事項を記載した簡単な

略図程度のもの。ただし、オープンボー

ト等旅客を搭載する場所が一ヶ所しか無

い小型船舶にあっては、下記①の事項を

記載した簡単な略図程度のもので差し支

えない。  

一般配置図に記載する事項  

①  主機、ﾊﾞｯﾃﾘｰ、燃料ﾀﾝｸ、居室、ﾌﾞﾘｯ

ｼﾞ等の位置関係  

②  船の長さ、幅、深さ、乾げん、居室

の寸法  

③  隔壁の位置  

④  開口の大きさ及びその閉鎖装置  

⑤  ｺｰﾐﾝｸﾞﾊｲﾄの寸法  

⑥  換気口の大きさ  

⑦  旅客定員を、どこで何人とっている

かについて記載されていること。  

3) 船体中央断面図  

4) 構造強度計算書又は細則第１編 5.0(b)(3)(ⅰ )、

(ⅱ )の船体強度試験法案書  

5) 積層要領図 (FRP 船に限る。 ) 

6) 小型船舶用救命いかだ又は小型船舶用救命浮

器積付け要領図 ((ⅰ )(ｲ)1)及び 2)の小型船舶に

限る。 ) 

7) 復原性に関する書類 (総ﾄﾝ数５ﾄﾝ以上の旅客

船及び細則第１編 7.1(c)(3)(最強速力 14ﾉｯﾄ未

満の沿海区域を航行区域とする小型船舶 )を適

用する小型船舶に限る。 ) 

【1】  
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8) 操縦性能に関する書類 (施行規則第 51条第１

項の表第２号の適用を受けるものに限る。 ) 

(ⅱ ) (ⅰ )(ｲ)に掲げる小型船舶以外の小型船舶にあって

は、次に掲げる書類  

(ｲ) 一般配置図 (記載する事項については 2-1-

2(3)(ﾛ)2)ⅱ )と同様とする。 ) 

(ﾛ) 構造強度計算書又は船体強度試験方案書 (船体強

度試験を要する船舶に限る。 ) 

(4) 次に掲げる小型船舶又は物件の設計の検査にあたっては

資料 (仕様書、図面、成績書等のほか (ⅲ )にあっては、連続

最大出力状態で当該機関の１気筒当たりの爆発回数で 10 7回

以上の時間行う耐久試験 (以下｢耐久試験｣という。 )の成績

書、 (ⅳ )にあっては復原性試験の成績書 )に意見を添えて本

部に伺い出ること。  

(ⅰ ) 小安則第３条又は第４条に該当する事項 (細則第１編

3.0(a)及び (b)並びに 4.0に該当する場合を除く。 ) 

(ⅱ ) 細則第１編 25.0(a)(1)表 25.0<2>の区分 E1､E2､S1及び

S2の基準以外の基準により設計検査を行う場合の当該

物件  

(ⅲ ) 細則第１編 25.0(a)(1)表 25.0<2>の区分 E3及び S3の基

準により耐久試験を行った場合の当該物件  

(ⅳ ) 復原性について復原性規則第２条から第 16条を準用

する船舶 (細則第１編附属書 [11]7.0(f)に該当する船舶

を除く。 )及び特殊な形状を有する船舶で、検査事務規

程 3-2-9の規定を適用することが適当でないもの。  

(v) 排気ﾀｰﾋﾞﾝ過給機  

2-1-3 検査の準備  

 検査を実施する事項につき、検査申請者にこの節に規定する

準備を行うよう求めること。  

(1) 船体  

(ⅰ ) ﾄﾞｯｸ入れ又は上架をし、船体内外部の清掃をする。  

【10】  
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 ただし、木船にあっては、すえ船とすることができる。  

(ⅱ ) 船体内外部の適当な場所に安全な足場を設ける。  

(ⅲ ) 船体内部の船体に固着しない物品を取りかたづける。  

(ⅳ ) ﾀﾝｸのﾏﾝﾎｰﾙを開き、かつ、内容物及び危険性ｶﾞｽを排

出する。  

(ⅴ ) 外板の厚さを測定できるようにする。  

(ⅵ ) 材料試験の準備  

 ただし、製造者の発行した証明書等を有するものに

あっては、省略してよい。  

(ⅶ ) 船体強度試験の準備 (船体強度試験を要する船舶に限

る。 ) 

(ⅷ ) 圧力試験の準備  

(ⅸ ) 水密戸等の閉鎖装置の効力試験の準備  

(2) 機関  

(ⅰ ) 主機及び補助機関 (ｸﾗｯﾁ、逆転機、減速装置等の動力

伝達装置を含む。 ) 

(ｲ) 陸上試運転の準備  

(ﾛ) 解放検査の準備 (陸上試運転において異常があっ

たものに限る。 ) 

1) ｼﾘﾝﾀﾞｶﾊﾞｰを取りはずし、かつ、ﾋﾟｽﾄﾝ及びｼﾘﾝ

ﾀﾞﾗｲﾅを取り出す。  

2) ｼﾘﾝﾀﾞｶﾊﾞｰの冷却部を解放する。  

3) ｸﾗﾝｸ軸の受金の上半及びｸﾗﾝｸﾋﾟﾝの受金を取り

外し、ｸﾗﾝｸ軸を回転できるようにし、かつ、ｸﾗﾝｸ

軸とｸﾗﾝｸ腕との接合部を検査することが困難なも

のにあっては、ｸﾗﾝｸ軸を持ち上げる。  

4) 作動に直接関係ある重要な弁を解放する。  

5) 動力伝達装置の動力伝達部の異常の有無を確認

できるようにする。  

(ⅱ ) ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ軸系  

(ｲ) 船尾管内にあるﾌﾟﾛﾍﾟﾗ軸及び中間軸を抜き出し、

かつ、ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ軸でﾃｰﾊﾟｰ式のものにあっては、ﾌﾟﾛﾍﾟ

【10】  
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ﾗを取りはずしﾌﾟﾛﾍﾟﾗ軸のﾃｰﾊﾟｰ部を検査できるよう

にする。  

(ﾛ) ﾋﾟｯﾁを変更する機構を有するﾌﾟﾛﾍﾟﾗのﾌﾟﾛﾍﾟﾗ内部

の変節機構又は、回転部分を検査できるように解放

し、かつ、各羽根を取りはずす。  

(ⅲ ) 圧力容器  

(ｲ) 圧力容器の内部を掃除し、ﾏﾝﾎｰﾙ、どろ孔及びの

ぞき孔のｶﾊﾞｰを取り外し、かつ、附属する重要な弁

及びｺｯｸを解放する。  

(ﾛ) 次に掲げる圧力容器にあっては、附属書 [3]｢圧力

容器溶接施工試験｣に規定する溶接施工試験の準備  

1) 制限圧力が 1.4MPa(14kgf/cm 2)を超えるもの  

2) 引火性又は毒性を有する危険物を冷媒とする冷

凍機器に用いるもの  

(ⅳ ) 補機及び管装置  

(ｲ) 燃料油装置  

1) ﾎﾟﾝﾌﾟの効力試験の準備  

2) ﾎﾟﾝﾌﾟのﾌﾟﾗﾝｼﾞｬ、歯車その他の作動部分を解放

する。  

3) 燃料油ﾀﾝｸのﾏﾝﾎｰﾙ及び検査孔のｶﾊﾞｰを開き、か

つ、油及び危険性ｶﾞｽを排出する。  

4) 油こし器の内部を解放する。  

(ﾛ) 空気圧縮機  

1) 効力試験の準備  

2) ﾋﾟｽﾄﾝその他の作動部分を取り出す。  

(ﾊ) 過給機  

1) 試運転の準備  

2) 排気ﾀｰﾋﾞﾝ過給機の翼車、羽根車及び軸を取り

出し、かつ、ﾀｰﾋﾞﾝ車室のｶﾊﾞｰを取り外す。  

(ﾆ) 冷却装置及び潤滑油装置  

1) ﾎﾟﾝﾌﾟの効力試験の準備  

2) ﾎﾟﾝﾌﾟ(注油器を除く。 )のﾌﾟﾗﾝｼﾞｬ、ﾋﾟｽﾄﾝ、羽
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根車その他の作動部分を取り出し、かつ、弁箱を

解放する。  

(ﾎ) 弁及びｺｯｸ 

 最高航海喫水線以下で船外に通じる弁又はｺｯｸを

解放する。  

(ﾍ) 遠隔操作装置  

 効力試験の準備  

(ⅴ ) 圧力試験の準備  

(ⅵ ) 機関の一般設備  

 細則第１編 24.6(b)の排気式機械通風装置の効力試験

の準備  

(3) 設備  

(ⅰ ) 排水設備  

(ｲ) 動力ﾋﾞﾙｼﾞﾎﾟﾝﾌﾟのﾌﾟﾗﾝｼﾞｬ、ﾋﾟｽﾄﾝ、羽根車その他

の作動部分を取り出し、かつ、弁箱を解放する。  

(ﾛ) ﾋﾞﾙｼﾞﾎﾟﾝﾌﾟの効力試験の準備  

(ⅱ ) 操舵
だ

･係船及び揚錨の設備  

(ｲ) 取り外さなければ検査できないものは、取り外し

て適当な場所に陳列する。  

(ﾛ) 圧力試験及び効力試験の準備  

(ⅲ ) 救命及び消防の設備  

(ｲ) 取り外さなければ検査できないものは、取り外し

て適当な場所に陳列する。  

(ﾛ) 圧力試験及び効力試験の準備  

(ⅳ ) 航海用具  

(ｲ) 取り外さなければ検査できないものは、取り外し

て適当な場所に陳列する。  

(ﾛ) 効力試験の準備  

(ⅴ ) 電気設備  

(ｲ) 防爆試験及び効力試験の準備  

(ﾛ) 絶縁抵抗試験の準備 (半導体回路があるものは、

これらのすべての端子を解放する。 ) 

【5】【15】 
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(ⅵ ) ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ等の設備  

(ｲ) 賄設備用又は暖房設備用の燃料としてﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ

等を使用している場合は、管接手等の漏えい試験の

準備  

(ﾛ) ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ等のﾎﾞﾝﾍﾞを暴露部以外に設置する場合

は、当該設置場所と居住区域等との間の境界面の気

密試験の準備  

(4) 復原性試験  

 小安則第 101条の規定が適用される小型船舶にあっては、

復原性試験の準備  

(5) 最大搭載人員算定  

(ⅰ ) 細則第１編 4.0(b)の規定が適用される小型船舶にあ

っては、傾斜試験及び乾げん計測の準備  

(ⅱ ) 小安則第 102条又は第 103条の規定が適用される小型

船舶にあっては、乾げん計測の準備  

(6) 海上試運転  

 海上試運転の準備  

 試運転海域は、浅水影響のない深さとし、もし潮流が存

在する場合は、可能な限り一様な流れである海域とする。  

 なお、気象及び海象条件は可能な限り平穏な状況である

こと。  

(7) その他必要な準備  

2-1-4 検査の実施  

(1) 船体の検査  

(ⅰ ) 船体構造の検査  

 進水前に、船体内外の工事仕上り状態を精密に検査

するほか、特に次によること。  

(ｲ) 材料については、製造者の発行した証明書を確認

すること。  

(ﾛ) 船の長さ、全長等を確認すること。この場合、細

則第１編附属書 [1-1]｢小型船舶の一般的｢長さ、幅

及び深さ｣の測り方と図解｣、 [1-2]｢特殊な形状を有

【5】  

【14】【31】 

【29】  
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する従来構造船舶に係る｢船の長さ、幅及び深さ｣の

測り方と図解｣及び [1-3]「ﾓﾉｺｯｸ構造船舶の「船の

長さ、幅及び深さ」の測り方と図解」を参照のこと。  

 なお、小型船舶登録原簿に登録されている船舶又

は漁船登録票を有する小型船舶であって、細則第１

編附属書 [1-2]により船の長さを計測しないものに

あっては、小型船舶登録原簿又は漁船登録票を確認

するにとどめて差し支えない。  

(ﾊ) 構造部材の連続性が良好であり、ﾊｰﾄﾞｽﾎﾟｯﾄのな

いことを確認すること。  

(ﾆ) 溶接工事については、次に留意すること。  

1) 適当なﾋﾟｰﾄﾞ、ﾋﾟｯﾁ、脚長を有する工事がなさ

れていること及び有害なｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄ、ﾌﾞﾛｰﾎｰﾙ等の

傷がなく適当な余盛りのものであることを確認す

ること。  

2) 特殊な材料 (高張力鋼、ｱﾙﾐﾆｳﾑ鋳物等をいう。 )

を溶接する場合及び工作方法が細則第１編附属書

[4]｢軽合金製船体工作基準｣により難い場合は、

溶接承認試験を行うものとし、試験方案書及び試

験成績書を添えて本部に伺い出ること。  

 なお、ｽﾃﾝﾚｽ鋼を溶接するに当たっては、附属

書 [4]｢ｽﾃﾝﾚｽ鋼溶接施工法承認試験方法及び判定

基準｣又は JIS Z 3821(1989)｢ｽﾃﾝﾚｽ鋼溶接技術検

定における試験方法及び判定基準｣によること。  

(ﾎ) 外板の板厚を必要に応じ、穿孔又は板厚計測計に

よる計測その他の適当な方法により確認すること。  

(ﾍ) FRP船の外板については、木槌でたたいて FRPの硬

化、接着の状況が良好であることを確認すること。  

(ⅱ ) 強度試験  

(ｲ) FRP船の船体については、細則第１編5.0(b)(3)及

び附属書[5]｢FRP船強度試験の方法｣により所要の強度

試験を行うこと。 

【11】  
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 ただし、当該小型船舶と同型のものにつき、製造

し、かつ、所要の強度試験を実施した実績のある場

合で、積層要領等の工作方法に変更がないことを確

認のうえ、当該小型船舶の現状が良好であると認め

られるものについては、強度試験を適当に斟酌して

差し支えない。  

 この場合に同型とは、次のものをいう。  

１） 15m未満の小型船舶  

同型とは、主要寸法計測 (L:船の長さ (m)、 B:船

の幅 (m)、 D:船の中央部の深さ (m))、船体質量計

測、板厚計測 (中央部船側外板の各げん１ヶ所及

び甲板１ヶ所の板厚 )を実施し、１番艇の数値を

基準として表 2-1右欄に掲げる判定基準以内にあ

るものをいう。  

表 2-1 

検  査  項  目  判  定  基  準  

 L ±1/150以内  

主要寸法計測  B ±1/100以内  

 D ±1/50以内  

船体質量計測  ±13%以内  

板厚計測  +20%から -10%までの範囲  

2） 15m以上の小型船舶  

同型とは、過去 24ヶ月以内に建造された船舶と

同一工場で同一材料を用いて建造され、上甲板以

下の船体構造が同一船型かつ同一構造（積層要領

を含む。）であるものをいう。  

(ⅲ ) 圧力試験又は水密試験  

 圧力試験又は水密試験を表 2-2により行い、構造物に

著しい変形及び漏水のないことを確認すること。  

表 2-2 

項         目  水圧試験又は水密試験の圧力  備考  

 燃料ﾀﾝｸ(船体付き ) 最高層の開口端までの張水  (注 1) 
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 ﾊﾞﾗｽﾄﾀﾝｸ 〃  (注 1) 

 貨物油ﾀﾝｸ(船体付き ) 〃  (注 1) 

 外板 (上甲板下 ) 約0.2MPa(2kgf/cm2)以上の射水  

 窓 (上甲板下 ) 〃   

 水密閉鎖装置  〃   

 水密暴露甲板  〃   

 

 

風雨密  

水密暴露甲板上に設ける

ﾊｯﾁ、出入口等  

散水ﾉｽﾞﾙ(注 2)により射水高

(注 3)1.5m、射水距離 1.0mで

射水  

図 2-1

参照  

 

に閉鎖  

 

するこ  

水密暴露甲板上の構造物

前壁 (他の構造物により

保護されず、直接波浪を

受けるもの )に設ける出

入口、ﾊｯﾁ等  

〃  〃  

とがで  

 

きる適  

水密暴露甲板上の構造物

の側面及び上面に設ける

出入口、ﾊｯﾁ等  

散水ﾉｽﾞﾙ(注 2)により射水高

(注 3)1.0m、射水距離 1.0mで

射水  

〃  

 

当な閉  

 

鎖装置  

水密暴露甲板上の構造物

の前壁 (他の構造物の陰

になり直接には波浪を受

けないもの )に設ける出

入口、窓等  

散水ﾉｽﾞﾙ(注 2)により射水高

(注 3)1.0m、射水距離 1.0mで

射水  

 

〃  

 暴露甲板上の構造物の後

面に設ける出入口、窓等  

散水ﾉｽﾞﾙ(注 2)により射水高

(注 3)0.5m、射水距離 0.7mで

射水  

〃  

 ｺｯｸﾋﾟｯﾄ内に設ける出入

口  

〃  〃  
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(注 1) 

 船体の強度が十分であり、かつ、工作が良好であると認

めた場合は、水圧試験に代えて 0.025MPa(0.25kgf/cm 2)の気

圧試験を行い石けん水等により、漏えいのないことを確認

してもよい。  

(注 2) 

 散水ﾉｽﾞﾙは、ｼｬﾜｰに使用されるものでよい。  

(注 3) 

 散水ﾉｽﾞﾙを真上に向けて噴射し、水道の蛇口を操作して

水圧を調整することにより、射水高をそれぞれ 1.5ﾒｰﾄﾙ、

1.0ﾒｰﾄﾙ、 0.5ﾒｰﾄﾙに保持すること。  

 

(1) 窓  

 

 

 

(2) ﾊｯﾁ 
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(3) ｶﾞﾝﾈﾙ 

 

(4) ｷｬﾋﾞﾝﾄﾞｱ(全周 ) 

 

(5) ぎ装品  

 

(6) 引き戸  

(ⅰ ) 側面にある場合  
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(ⅱ ) 後面にあるもの  

 

図 2-1 検査個所と射水角度  

(ⅳ ) 効力試験  

 次に掲げるものは、船体に取付けた後に効力試験を

行うこと。  

(ｲ) 水密隔壁の支水弁及び支水ｺｯｸにあっては、開閉

試験  

(ﾛ) 水密戸にあっては、開閉試験  

(ﾊ) 配水管の弁及び船側開口の閉鎖装置にあっては、

開閉試験  

(ﾆ) 機関室天窓及び水密ﾊｯﾁｶﾊﾞｰにあっては、開閉試

験  

(ﾎ) ﾄﾗﾝｸﾀﾞｸﾄ、通風筒及び煙突のﾀﾞﾝﾊﾟｰにあっては、

開閉試験  

(2) 機関の検査  

 機関の検査は、次に定めるところにより行うこと。なお、

検査に合格した主機には支部の略符を打刻しておくこと。

打刻場所は 3-1-2(4)に示すところによること。  

(ⅰ ) 圧力試験  

 圧力試験 (水圧試験を標準とする。 )は、表 2-3の基準

により行い著しい変形、漏れのないことを確認するこ

と。  

 

 

 

【19】  
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表 2-3 

品   目  圧   力  備   考  

圧力容器  

 

 制限圧力の 1.5倍  

 

 ただし、使用材料

の許容応力を考慮し

て本部が指示した場

合は、その圧力によ

る。  

最高航海喫水線以下

で船外に通じる弁又

はｺｯｸ及びﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾋﾟ

ｰｽ 

  

 

 0.2MPa(2kgf/cm 2) 

 きずの有無、肉厚

等を考慮して差し支

えないと認められる

場合は、本欄の水圧

試験を省略してよ

い。  

燃料油ﾀﾝｸ 
最高層の開口端まで

の張水  
*5 

 燃料油管  

(機関室内にあるもの

以外の管であって最

高使用圧力が 0.7MPa 

(7kgf/cm 2)を超える

もの又は最高使用温

度が 60℃を超えるも

のに限る。 ) 

最高使用圧力の 1.5倍  

 

   *1 *2 

 

 燃料油管  

(機関室内にあるも

の ) 

 

最高使用圧力の 1.5倍

又は 0.4MPa 

(4kgf/cm 2)のうちい

ずれか大なる圧力  

 

   *2 

船内に取り付けた

後行う。  

 

 水管  

(最高使用圧力が

1.6MPa(16kgf/cm 2)を

超えるものに限る。 ) 

 

 

最高使用圧力の 1.5倍  

 

【5】【8】  

【15】【29】 
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管  空気管  

(最高使用圧力が

1.6MPa(16kgf/cm 2)を

超えるものに限る。 ) 

 

最高使用圧力の 1.5倍  

 

 潤滑油管  

(最高使用圧力が

1.6MPa(16kgf/cm 2)を

超えるものに限る。 ) 

 

最高使用圧力の 1.5倍  

 

 貨物油管  

(最高使用圧力が

1.6MPa(16kgf/cm 2)を

超えるものに限る。 ) 

 

最高使用圧力の 1.25

倍  

 

船内に取り付けた後

行う。  

 遠隔操作装  空気管系  最高使用圧力の 1.5倍    *3 

 

 

置、操舵
だ

装

置 (油圧操

舵
だ

装置を除

く。 )及び

甲板機械に

用いる管系  

 

 

油圧管系  

最高使用圧力の 1.5倍

又は定格圧力に

6.9MPa(70kgf/cm 2)を

加えた圧力のうち小

なる圧力  

 

 

  *3 

油圧操舵
だ

装置に用い

る管系  
設計圧力の 1.5倍     *3 *4 

 弁、ｺｯｸ等 (圧力試験

の必要な管系に連結

するものに限る。 ) 

 

最高使用圧力の 1.5倍  

圧力試験の省略につ

いては、 *1及び *3に

よる  

 
冷凍機器  

 

附属書 [6]に規定する

検査の方法による。  
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 注  

*1 最高使用圧力が 1.0MPa(10kgf/cm 2)以下、かつ、最高使用温

度が 230℃以下のもので、管系のすべての範囲につき通常点検

時に監視できるものについては、水圧試験を省略して差し支

えない。  

*2 燃料油管及び管系で重力ﾀﾝｸより、主機、補助機関又は補機

に至る管、ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管、船外注油管等のように圧力のかから

ない管、手動ﾎﾟﾝﾌﾟの圧力のみがかかる管及び長さが短い管系

のすべての範囲につき通常点検時に監視できるものについて

は水圧試験を省略して差し支えない。  

*3 最高使用圧力が 1.6MPa(16kgf/cm 2)以下で、かつ、最高使用

温度が 230℃以下のもので、管系のすべての範囲につき通常点

検時に監視できるものについては、水圧試験を省略して差し

支えない。  

*4 設計圧力は、逃し弁を設ける場合にあっては、最高使用圧

力の 1.25倍以上の圧力で調整された当該逃し弁の圧力設定値

の圧力とし、その他の場合にあっては、最高使用圧力の 1.25

倍の圧力とすること。  

*5 細則第 1編 35.1（ a）（１）表 35.1〈１〉の基準に適合する

ものは、外観検査で異常が認められなかった場合、水圧試験

に代えて、 0.025MPa(0.25kgf/cm 2)の気圧試験を行い、石けん

水等により漏えいのないことを確認することで、最高層の開

口端までの張水に代えて差し支えない。  

 

(ⅱ ) 陸上試運転  

 陸上試運転は、次に掲げるところにより行うこと。

ただし、陸上試運転において異常のあったものは、解

放検査を行うこと。なお、ここに定める運転標準と同

等と判断できる運転要領を適用したい場合には、意見

を添えて本部に伺い出ること。  

(ｲ) 主機  

 内燃機関、船内外機及び船外機にあっては、試験

の種類、試験の項目及び試験時間については次表に

【8】  

 

【 32】  

 

 

 

 

【19】  

【 29】  
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より行うこととし、その他試験の条件等については

JIS F 4304 1999、 JIS F 0405 2009 (ISO8665

｢Small Craft Marine propulsion engines and 

systems-Power measurements and declarations(舟

艇 -推進機関及び装置 -出力測定及び出力表示 )｣)又

は JIS F 4306 1998を参考とすること (船外機にあっ

ては、 2/4、 3/4連続最大出力時の試験時間を各５分、

連続最大出力時の試験時間を 20分とし、逆転試験は

2/4連続最大出力で５分間として差し支えない。 )。

なお、陸上試運転に合格した新型内燃機関と同型機

関で、その後に製造されるものにあっては、 2/4、

3/4連続最大出力時の試験時間を各 20分、連続最大

出力時の試験時間を 60分、過負荷出力時の試験時間

を 20分として差し支えない。  

 

 

 

 

 

(ﾛ) 補助機関 (小型船舶の推進、排水その他安全性に

直接関係のあるものに限る。 ) 

表 2-3.5 

試験項目 

機関の用途 

主機用内燃機関 

主要な補助機関 

（電気推進船の主発電機駆

動機関を含む） 

負

荷

試

験

の

種

類 

1/4連続最大出力 
プロペラ特性に従った回

転速度 
定格回転速度 

2/4連続最大出力 同上 同上 

3/4連続最大出力 同上 同上 

連続最大出力 同上 同上 

過負荷出力 同上 同上 

逆転試験 自己逆転機関に限る ― 

調速機試験 〇 〇 

警報及び安全装置の作

動試験 
〇 〇 

【 32】  
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 主機に準じて行うこと。  

(ﾊ) 動力伝達装置  

1) ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ軸系に用いる減速歯車装置、流体つぎ手

又は逆転機にあっては、内燃機関の連続最大出力、

回転数で、１番機については４時間、２番機以降

については２時間以上連続運転を行うこと。ただ

し、 10台以上の生産実績のある機種のうち適当と

認められるものについては、十分な時間 (２時間

を標準とする。 )のならし運転をもってかえるこ

とができる。  

2) 1)にかかわらず、内燃機関又は軸系の逆転機及

び変速装置であって製造認定事業場で製造される

もの又は製造認定事業場と同程度以上の生産設備

と品質管理体制を有する事業場で製造されるもの

については、 1)の運転時間を１番機については２

時間、２番機及び３番機については１時間以上に、

４番機以降については１時間以上のならし運転と

して差し支えない。  

(ﾆ) 排気ﾀｰﾋﾞﾝ過給機 (小型船舶の推進、排水その他の

安全性に直接関係のある補助機関に用いるものに限

る。 ) 

 主機の負荷試験及び過速度試験に準じその性能を

確認すること。  

(ﾎ) 独立動力ﾎﾟﾝﾌﾟ(小型船舶の推進、排水その他安全

性に直接関係のある補助機関に用いるものに限る。) 

 性能が規格どおりであることを確認すること。た

だし、小型船舶に据え付けた後に試運転を行いその

性能を確かめても差し支えない。  

(ⅲ ) 解放検査 (陸上試運転において異常のあった場合に限

る。 ) 

 解放検査は 2-1-3(2)(ⅰ )(ﾛ)及び 2-1-3(2)(ⅳ )により

準備された状態で焼き付き、かき傷等の有無を確認す

【19】  
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ること。  

(ⅳ ) 効力試験  

(ｲ) 内燃機関の始動用空気圧縮機にあっては、充てん

試験を行い、充てん効力を確認すること。  

(ﾛ) 圧力容器の逃し弁及び内燃機関の始動用空気圧縮

機の安全弁にあっては、圧力調整試験を行い、その

効力を確認すること。  

(ﾊ) ｶﾞｿﾘﾝを燃料とする小型船舶の機関室通風機の駆

動軸の隔壁貫通部の気密装置にあっては、気密試験

を行い石けん水等で漏れのないことを確認すること。  

(ﾆ) 遠隔操作装置にあっては、始動･停止試験、前後

進試験、加減速試験、安全装置の作動試験、切替試

験を行う。  

(ⅴ ) 船内据え付け後の検査においては、特に次に掲げる

事項に注意すること。  

(ｲ) 細則第１編 24.2(a)(1)に該当する区画にあっては、

細則第１編 24.2(a)(2)の換気の要件に適合すること

を確認すること。  

 また、細則第１編 24.6(b)の排気式機械通風装置

の効力試験を行うこと。  

(ﾛ) 内燃機関の据え付け場所の周囲等については、小

安則第 24条、第 72条の２及び小型船舶の基準を定め

る告示第６条に規定する防火措置が行われているこ

とを確認すること。  

(ﾊ) 補機及び管装置については、その配置、特に燃料

油装置又は各種配管にｺﾞﾑﾎｰｽを使用している場合は、

排気管等の高熱部からの隔離が十分であることを確

認すること。また、継手の接続が細則 35.3(b)に示

す方法で確実に行われていることを確認すること。  

(3) 設備の検査  

(ⅰ ) 書類の調査  

 必要に応じ予め次に掲げる書類の提出を求め、調査

【5】【15】

【16】【28】 

【14】【15】 

【19】  

【19】 



2 編 -2 章 -21 

しておくこと。  

(ｲ) 計量又は計測を必要とするものの計量又は計測表  

(ﾛ) 各試験方案書  

(ⅱ ) 設備の現状、数量  

 設備の現状、数量、配置等について検査を行うほか、

次に定めるところにより構造、寸法、工事の検査及び

効力試験を行うこと。  

(ｲ) 排水設備  

1) 動力ﾋﾞﾙｼﾞﾎﾟﾝﾌﾟの解放検査は、 2-1-3(3)(ⅰ)(ｲ)

により準備された状態で、焼き付き、かき傷等の

異常のないことを確認すること。 

2) ﾋﾞﾙｼﾞﾎﾟﾝﾌﾟにあっては、船内の各区画について

排水試験を行いその効力を確認すること。  

 なお、持運び式ﾋﾞﾙｼﾞﾎﾟﾝﾌﾟにあっては、電源か

ら最も遠い区画及び揚程が最も大きい区画につい

て行うにとどめて差し支えない。  

(ﾛ) 操舵
だ

、係船及び揚錨の設備  

 効力試験  

 油圧操舵
だ

装置については、負荷試験 (定格油圧及

び定格流量におけるﾄﾙｸ及び入力の測定を含む。 )及

び逃し弁 (作動圧力は設計圧力以上 )の作動試験を行

うこと。ただし、同型のものであって、負荷試験の

成績が明らかなものについては、逃し弁の作動試験

のみでよい。  

(ﾊ) 救命設備  

1) 圧力試験及び効力試験  

 次に掲げる物件にあっては、型式承認試験基準

に準拠して、圧力試験及び効力試験を行うこと。  

 小型船舶用膨脹式救命いかだ  

小型船舶用救命浮器  

自動離脱装置  

小型船舶用救命浮環  
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小型船舶用救命胴衣  

小型船舶用救命浮き輪  

小型船舶用救命ｸｯｼｮﾝ 

小型船舶用浮力補助具  

小型船舶用自己点火灯  

小型船舶用自己発煙信号  

信号紅炎  

発煙浮信号  

小型船舶用火せん  

小型船舶用信号紅炎  

海面着色剤  

小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線

標識装置  

小型船舶用ﾚｰﾀﾞｰ･ﾄﾗﾝｽﾎﾟﾝﾀﾞｰ 

小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置  

持運び式双方向無線電話装置  

2) 救命胴衣、救命浮環、救命浮輪、救命ｸｯｼｮﾝ、

浮力補助具については、次の事項を確認すること。  

ⅰ ) 現状が良好であること。  

ⅱ ) 適当な方法で再帰反射材が取り付けられて

いること。ただし、小安則第 58 条の２第２項

により同条第１項の規定が適用されていない

ものを除く。  

ⅲ ) 船舶所有者名、船名等が表示されているこ

と。  

ⅳ ) 救命胴衣を積み付けた場所の表示 (ただし、

細則第１編 61.2(a)により省略されている場

合を除く。 )及び着用方法の説明書の掲示がな

されていること。  

3) 小型船舶用救命いかだ又は小型船舶用救命浮器

に代えて有効な信号装置を備えているものにあっ

【5】【 31】  
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ては、必要な効力試験を行うこと。  

4) 小型船舶用信号紅炎に代えて無線電話を備えて

いるものにあっては、必要な効力試験を行うこと。  

(ﾆ) 消防設備  

1) 圧力試験及び効力試験  

 次に掲げる物件につき、型式承認試験基準に準

拠して、圧力試験及び効力試験を行うこと。  

 小型船舶用液体消火器  

 小型船舶用粉末消火器  

 自動拡散型液体消火器  

 自動拡散型粉末消火器  

 消火剤  

2) 現状が良好であり、自動拡散型消火器等の設置

場所が適切であることを確認すること。  

(ﾎ) 居住、衛生及び脱出の設備  

 居住設備、衛生設備、脱出の設備及び諸表示が適

当であることを確認すること。最大搭載人員の表示

については、船内の見やすい箇所及び船外から見や

すい箇所に表示がなされていることを確認すること。  

(ﾍ) 航海用具  

1) 船灯及び航海用ﾚｰﾀﾞｰ反射器  

 船灯及び航海用ﾚｰﾀﾞｰ反射器にあっては、型式承

認試験基準に準拠して、効力試験を行うほか船灯の

点灯試験及び位置の確認を行うこと。  

2) 音響信号器具及び汽笛  

 音響信号器具にあっては効力試験を、汽笛にあ

っては吹鳴試験を行うこと。  

3) 第２種衛星航法装置  

 衛星の発射する電波を有効に受信し、かつ、自

動的に位置を測定できることを確かめること。  

(ﾄ) 電気設備  

1) 特殊な構造の電気機器  

【5】  

【18】  
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 防爆型 (本質安全防爆構造を含む。 )、防水型、

水中型その他特殊な電気機器にあっては、承認試

験及び承認後の検査につき意見を添えて本部に伺

い出ること。  

2) 完成試験  

 発電機、電動機、変圧器、配電盤又は制御器に

あっては、それぞれ次に掲げる事項に留意のうえ、

細則第１編 88.1(a)及び 89.0(a)に適合しているこ

とを確認する試験を行うこと。ただし、定格出力

が１ kW又は１ kVA未満の電気機器 (防爆型、水中型、

防水型等特殊なものを除く。 )については、製造

者の試験成績書を認めて試験 (立会 )を省略して差

し支えない。  

ⅰ ) 発電機又は電動機  

 温度試験は、定格電流を通じ、連続定格の

ものにあっては１時間の連続運転を、短時間

定格のものにあっては定格時間までの連続運

転を行い異常のないことを確認すること。た

だし、ｾﾙﾓｰﾀにあっては、絶縁抵抗試験のみで

よい。  

 過速度耐力試験は、無負荷状態で行うこと。  

 絶縁抵抗試験は、温度試験の前及び直後に

おいて、線間及び電線と大地との間に所定の

電圧を加えて行うこと。この場合半導体回路

のあるものは、これらを取りはずして行うこ

と。  

ⅱ ) 変圧器  

 定格電流を通じ、細則第１編 88.1(a)(2)に

適合していることを確認する試験を行うこと。  

ⅲ ) 配電盤又は制御器  

 絶縁抵抗試験を行い、絶縁状態が良好であ
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ることを確認すること。なお、負荷に適合し

ている自動しゃ断器が取り付けられているこ

とを確認すること。  

 

3) 効力試験  

 船内据え付後、電動通風機の作動試験を行いそ

の効力を確認すること。  

4) 電路の完成検査  

 船内の配線工事が完了した後、電路についてそ

の敷設状態を検査し、導通試験及び絶縁抵抗試験

を行い、配線及び絶縁状態が良好であることを確

認すること。  

 この場合半導体回路のあるものは、これらを取

りはずして行うこと。  

5) 蓄電池室又は蓄電池の設置場所が、細則第１編

90.1(a)の規定に適合していることを確認するこ

と。  

(ﾁ) 船内通信設備  

 船内通信設備については、効力試験を行いその効

力を確認すること。  

(ﾘ) ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ等の設備  

 管系につき外観検査及び管の接手等につき漏えい

試験を行うこと。  

 暴露部以外にﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞを設置した場合の細

則第１編附属書 [13]9.0(a)(1)(ⅶ )(ｲ)の｢区画｣につ

いて、張水等により船内に漏れがないことを確認す

ること。  

(ﾇ) 無線電信等の施設  

 無線電信等を備えているものは、設備規程第 311

条の 22に定める設備であることを確認するとともに、

その現状が良好であることを無線局検査結果通知書

又は無線局検査省略通知書により確認すること。ま

【30】 
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た、施行規則第４条の規定により無線電信等の施設

を免除するときは、その免除要件を確認すること。  

 

 

(4) 定員の算定及び復原性の確認  

(ⅰ ) 検査事務規程 3-2-9により定員の算定を行うこと。  

(ｲ) 小安則第 101条を適用する小型船舶にあっては、

船舶所有者から提出された復原性に関する資料につ

いても確認すること。  

(ﾛ) 小安則第 102条又は第 103条を適用する小型船舶で

あって、乾げんを当該小型船舶の船上から計測する

場合には、 F及び F 1については、計測者と反対げん

に人を搭載し、また F 2については、船首部に人を搭

載し、できるだけ船体傾斜の少ない状態で計測を行

い、 0.15/LB(m)を加えた値を｢人を搭載しない状態｣

での乾げんとして差し支えない。  

(ⅱ ) 特殊な船型を有する等の理由で、小安則第４条の規

定を適用する小型船舶にあっては、傾斜試験及び乾げ

んの計測を行い、細則第１編 4.0(b)により処理するこ

と。  

(ⅲ ) 復原性試験等を実施する場合には、次に留意するこ

と。ただし、同型船であって復原性の基本的資料が同

型船の復原性試験等から得られ、かつ、その資料が十

分信頼し得るものである場合は、総ﾄﾝ数５ﾄﾝ以上の旅

客船を除き、復原性試験等は省略して差し支えない。  

(ｲ) 傾斜試験  

1) 船舶はなるべく次の状態で試験を行うこと。  

ⅰ ) 完成に近い状態  

ⅱ ) ﾄﾘﾑは Lの 2/100以内  

 ただし、調整できない場合は、そのﾄﾘﾑ状態

の排水量等を推定できる排水量等曲線図を使

用して計算する。  

【11】  
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ⅲ ) 搭載物を所定の位置に搭載した軽荷状態に

近い状態  

ⅳ ) 水、油等のﾀﾝｸを空又は満載にした状態  

 

2) 試験に当たっては次の事項に注意すること。  

ⅰ ) 移動荷重は、誤差を生じない傾斜角度 (２度

程度 )となる質量のものとすること。  

ⅱ ) 移動荷重を両げんに分けておくときは、そ

の質量を等しくすること。  

ⅲ ) 移動荷重は、移動したとき船舶が横傾斜以

外の傾斜をしないように配置すること。  

ⅳ ) 試験を行っているときは、人の移動を禁止

し風等のため係留索が張らないようにするこ

と。  

(ﾛ) 動揺試験  

1) 船舶はなるべく次の状態で試験を行うこと。  

ⅰ ) 傾斜試験を行った状態  

ⅱ ) 船底と海底との間隔は過度に小でない状態  

2) 試験に当たっては、横揺れ角がなるべく大きく

なるような方法で横揺れさせること。  

(5) 海上試運転  

 海上試運転においては次の試験を行うこと。  

 施行規則第 51条第１項の表第２号の適用がある旅客船に

あっては、操縦性能に関する資料についても確認すること。  

(ⅰ ) 速力試験  

 出力 4/4で航走中に異常がないことを確認すること。  

 なお、満載状態における速力計測が必要な小型船舶

にあっては、あらかじめ距離がわかっている地形を利

用する等適当な方法で速力を計測すること。  

(ⅱ )  操舵
だ

及び旋回試験  

 出力 2/4以上の適当な出力で前進中舵を片舷最大舵角

から反対舷最大舵角まで取り、舵が円滑に作動するこ

【5】  
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と及び船体傾斜が船舶に危険を及ぼさない程度 (傾斜し

た側の舷に水があがらないこと。 )であることを確認す

ること。また、動力操舵
だ

装置を備える小型船舶 (補助操

舵
だ

装置を有するものに限る。 )にあっては、適当な速力

で前進中補助操舵
だ

装置を操作して、その効力を確認す

ること。  

 なお、押船等船舶の用途の性格上船体に対し過大な

出力を有する船舶であって、出力 2/4以上の前進中の操

舵
だ

が適当でないものについては、適正な出力で行って

も差し支えない。  

(ⅲ ) 後進試験  

 出力 4/4で前進中、後進を発令して後進することを確

認すること。ただし、ﾓｰﾀｰﾎﾞｰﾄ等高速機関を有する小

型船舶にあっては、出力を後進可能な状態におとして

後進を発令してよい。また、船外機で回頭式のものに

あっては、適当な出力で行ってもよい。  

(ⅳ ) 急発進防止措置確認試験  

 小安則第 23条第２項の規定に適合することを確認す

ること。  

(ⅴ ) 機関の効力試験  

 出力 4/4で航走中において次の事項を確認すること。  

(ｲ) 主機の回転数、排気温度、煙の色等によりﾌﾟﾛﾍﾟﾗ

と主機関とのﾏｯﾁﾝｸﾞ状態が良好であること。  

(ﾛ) 潤滑油の圧力及び温度  

(ﾊ) 冷却水の圧力及び温度  

(ﾆ) 異常振動の有無  

(ﾎ) 遠隔操作装置の作動状態が良好であること。  

(ⅵ ) 次の (ﾆ)の船体に (ﾎ)の主機を設置した旅客船以外の

小型船舶にあっては、 (ｲ)から (ﾊ)の事項を確認するに

とどめて差し支えない。  

(ｲ) 機関の始動状態が良好であること。  

(ﾛ) 遠隔操作装置の作動状態が良好であること。  
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(ﾊ)  操舵
だ

装置の作動状態が良好であること。 (予備検

査時にあらかじめ確認されている小型船舶にあって

は、省略してよい。 ) 

 

(ﾆ) 船体  

1) 量産艇体として本部が構造等の承認を行ったも

のと同型のものと確認されたもの  

2) 以前海上試運転を実施した船体と同一仕様で製

造されたと確認された新造船体  

(注 ) 同型と認める場合の確認の方法は、 2-1-

4(1)(ⅱ )表 2-1により行うこと。  

(ﾎ) 機関  

1) 船外機にあっては、 (ﾆ)の海上試運転時に同型

艇に設置されていた船外機の連続最大出力以下の

連続最大出力のものであって、予備検査又は検定

に合格後初めて使用されるもの (合格後相当の年

月が経過しているものを除く。 ) 

2) 船内機又は船内外機にあっては、 (ﾆ)の海上試

運転時に同型艇に設置されていた船内機又は船内

外機の連続最大出力と同一の連続最大出力のもの

であって、予備検査又は検定に合格後初めて使用

されるもの (合格後相当の年月が経過しているも

のを除く。 ) 
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2-2 定期的検査  

2-2-1 通則  

(1) 第２回以降の定期検査及び第１種中間検査 (以下｢定期的

検査｣という。 )の方法は本節による。  

(2) 検査の結果、必要と認める場合は、更に詳細な検査を行

うこと。  

(3) 第１種中間検査 (以下本編において｢中間検査｣という。 )

において、構造及び設備の状況に応じ特に必要と認める場

合は、特定事項について、本節に定める定期検査の方法に

より検査を行うこと。  

(4) 定期的検査を行うにあたっては、検査着手前に船舶所有

者等関係者から機関の運転履歴、使用状態を聴取し、必要

に応じ運転整備の記録を確認の上、解放整備の実施方法、

その際の注意点、記録作成の方法、検査の準備、臨検箇所、

臨検時期等について予め打ち合わせておくこと。  

2-2-2 定期的検査の準備  

定期的検査の準備は、検査の種類及び小型船舶の航行区域等の

区分に応じて表 2-4により実施を求めること。  

 

項  目 準  備  の  内  容 

定期検査 中間検査 

沿海

以上 

限沿

以下 

沿海

以上 

限沿

以下 

船 体 

1. ﾄﾞｯｸ入れ又は上架し、船体外部の清掃をする。 

ただし、木船にあっては、すえ船とすることができる。 

○ ○*1 ○*1 × 

2. 船体内部の船体に固着しない物品を取り片づけ清掃する。 ○ ○ ○ ○ 

3. 必要に応じ船体内外部の適当な場所に安全な足場を設ける。 ○ ○ ○ × 

4. 舵を持ち上げるか又は取り外す。 *1 ○ ○ ○ × 

5. ﾀﾝｸのﾏﾝﾎｰﾙを開放し、内容物及び危険性ガスを排出する。 ○ ○ × × 

6. 外板の板厚測定の準備(鋼製船体に限る。) ○ ○*1 × × 

項  目 準  備  の  内  容 定期検査 中間検査 

機関(1) 沿海区域以上を航行区域とする小型船舶（旅客船に限る）の機関 

機 

 

 

関 

主機及び 

補助機関 

*2 

1. ｼﾘﾝﾀﾞｶﾊﾞｰを取り外す。 ○ ○ 

2. ﾋﾟｽﾄﾝ及びｼﾘﾝﾀﾞﾗｲﾅを取り外す。 ○ × 

3. ｼﾘﾝﾀﾞｶﾊﾞｰの冷却部を解放する。 ○ × 

4. ｸﾗﾝｸ軸の受金の上半及びｸﾗﾝｸﾋﾟﾝの受金を取り外し、ｸﾗﾝｸ軸を回転

できるようにし、かつ、ｸﾗﾝｸ軸とｸﾗﾝｸ腕との接合部を検査すること

が困難なものにあっては、ｸﾗﾝｸ軸を持ち上げる。 

○ × 

5. ｸﾗﾝｸﾋﾟﾝの受金の３分の１に相当する数のｸﾗﾝｸﾋﾟﾝ受金を取り外は

ずし、かつ、ｸﾗﾝｸ軸を回転できるようにする。 

× ○ 

6. 作動に直接関係のある重要な弁を解放する。 ○ × 

7. 動力伝達装置の動力伝達部の異常の有無を確認できるようにする

。 

○ × 

8. 効力試験の準備 ○ ○ 

【5】  

【5】  

【10】  
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機 

 

 

関 

ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ 

軸系 *3 

1. ﾌﾟﾛﾍﾟﾗを取り外し、かつ、ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ軸(船尾管内又は船外にある中間

軸を含む。)を抜き出す。 

○ ○ 

2. ﾋﾟｯﾄを変更する機構を有するﾌﾟﾛﾍﾟﾗのﾌﾟﾛﾍﾟﾗ内部の変節機構又は

回転部分を解放し、かつ、各羽根を取り外す。 

○ ○*4 

3. 動力伝達装置の動力伝達部の異常の有無を確認できるようにする

。 

○ ○ 

圧力容器 

ﾏﾝﾎｰﾙのｶﾊﾞｰ取り外し、内部を掃除する。 

ただし、差し支えないと認められるものにあっては、外観検査がで

きる準備とする。 

○ × 

補機及び

管装置 

燃料油装置 *5,*6   

1. ﾎﾟﾝﾌﾟのﾌﾟﾗﾝｼﾞｬ、歯車その他の作動部分を解放する。 ○ × 

2. 油こし器の内部を検査できるように解放する。 ○ × 

3. 燃料油管の現状を確認できるようにするとともに燃料油ﾀﾝｸのﾏﾝﾎｰ

ﾙ及び検査孔のｶﾊﾞｰを開放し、かつ、油及び危険性ｶﾞｽを排出する

。ただし、現状が良好な燃料油ﾀﾝｸにあっては、外観検査の準備で

よい。 

○ × 

4. 燃料油管及び燃料油ﾀﾝｸの現状を確認できるようにする。 × ○ 

   

空気圧縮機 *5,*6   

1. ｼﾘﾝﾀﾞｶﾊﾞｰを取り外し、かつ、弁箱を解放する。 ○ ○ 

2. 効力試験の準備 ○ ○ 

   

過給機 *5   

1. 内部を検査できるように解放するとともに過給機の翼車、羽根車

及び軸を取り出し、かつ、ﾀｰﾋﾞﾝ車室のｶﾊﾞｰを取り外す。 

○ × 

2. 内部を検査できるように解放する。 × ○ 

   

冷却装置及び潤滑油装置 *5,*6   

1. ﾎﾟﾝﾌﾟ(注油器を除く。)のﾌﾟﾗﾝｼﾞｬ、ﾋﾟｽﾄﾝ、羽根車その他の作動部

分を取り出し、かつ、弁箱を解放する。 

○ × 

2. 海水こし器、冷却器及び油こし器を解放する。 ○ × 

3. 冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ、潤滑油ﾎﾟﾝﾌﾟ、清水冷却器及び油冷却器の現状を確

認できるようにする。 

× ○ 

   

弁及びｺｯｸ *1   

最高航海喫水線以下で船外に通じる弁及びｺｯｸを解放する。 

 

○ ○*1 

遠隔操作装置    

効力試験の準備 

 

○ ○ 

機関の一般設備   

排気式機械通風装置にあっては効力試験の準備 ○ ○ 

機関(2) 沿海区域以上を航行区域とする小型船舶（旅客船以外のもの）の機関 

機 

 

 

関 

保守整備 

記録 

『特定の保守整備事業者』(附属書[17]の規定に基づき機構から証

明を受けた保守整備事業者をいう。以下細則第２編において同じ。)

が船舶所有者に発行した主機等(主機、補助機関、動力伝達装置及び

軸系(ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ軸(船尾管内又は船外にある中間軸を含む。)を除く。)、

圧力容器並びに補機及び管装置をいう。以下細則第２編において同じ

。)に係る保守整備記録の審査の準備 

○ ○ 

主機及び 

補助機関 

*2､*12 

1. ｼﾘﾝﾀﾞｶﾊﾞｰを取り外す。 ○ ○ 

2. 効力試験の準備 ○ ○ 

プロペラ 

軸系 *3 

1. ﾌﾟﾛﾍﾟﾗを取り外し、かつ、ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ軸(船尾管内又は船外にある中間

軸を含む。)を抜き出す。 

○ ○ 

2. ﾋﾟｯﾁを変更する機構を有するﾌﾟﾛﾍﾟﾗのﾌﾟﾛﾍﾟﾗ内部の変節機構又は

回転部分を解放し、かつ、各羽根を取り外す。 

○ ○*4 

 

補機及び 

管装置 

*12 

燃料油装置   

1. ﾎﾟﾝﾌﾟのﾌﾟﾗﾝｼﾞｬ、歯車その他の作動部分を解放する。 ○ ○ 

2. 燃料油管の現状を確認できるようにするとともに燃料油ﾀﾝｸのﾏﾝﾎｰ

ﾙ及び検査孔のｶﾊﾞｰを開放し、かつ、油及び危険性ｶﾞｽを排出する。

ただし、現状が良好な燃料油ﾀﾝｸにあっては、外観検査の準備でよ

い。 

○ ○ 
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過給機   

内部を検査できるように解放するとともに過給機の翼車、羽根車及

び軸を取り出し、かつ、ﾀｰﾋﾞﾝ車室のｶﾊﾞｰを取り外す。 

 

○ ○ 

冷却装置   

冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟのﾌﾟﾗﾝｼﾞｬ、ﾋﾟｽﾄﾝ、羽根車その他の作動部分を取り出

し、かつ、弁箱を解放する。 

 

○ ○ 

潤滑油装置   

潤滑油ﾎﾟﾝﾌﾟ及び油冷却器の現状を確認できるようにする。 

 

○ ○ 

弁及びｺｯｸ   

最高航海喫水線以下で船外に通じる弁及びｺｯｸを解放する。 

 

○ ○*1 

遠隔操作装置   

効力試験の準備 

 

○ ○ 

機関の一般設備   

排気式機械通風装置にあっては効力試験の準備 ○ ○ 

機関(3) 平水区域を航行区域とする小型船舶及び沿岸小型船舶等の機関 

 

機 

 

 

関 

主機及び

補助機関 

効力試験の準備 *9 ○ ○ 

圧力容器 

マンホールのカバー取り外し、内部を掃除する。 

ただし、差し支えないと認められるものにあっては、外観検査がで

きる準備とする。 

○ × 

補機及び 

管装置 

燃料油装置 *6   

1. 燃料油管の現状を確認できるようにするとともに燃料油ﾀﾝｸのﾏﾝﾎｰ

ﾙ及び検査孔のｶﾊﾞｰを開放し、かつ、油及び危険性ｶﾞｽを排出する。

ただし、現状が良好な燃料油ﾀﾝｸにあっては、外観検査の準備でよ

い。 

○ × 

2. 燃料油管及び燃料油ﾀﾝｸの現状を確認できるようにする。 

 

× ○ 

空気圧縮機 *9   

効力試験の準備 

 

○ ○ 

過給機 *9   

効力試験の準備 

 

○ ○ 

冷却装置及び潤滑油装置 *9   

効力試験の準備 

貨物油ﾎﾟﾝﾌﾟ *13 

貨物油ﾎﾟﾝﾌﾟのﾌﾟﾗﾝｼﾞｬ、ﾋﾟｽﾄﾝ、歯車その他の作動部分を取り出し、

かつ、弁箱を解放する。 

 

○ 

 

 

○  

○ 

 

 

× 

弁及びｺｯｸ   

最高航海喫水線以下で船外に通じる弁及びｺｯｸを解放する。 

 

○*1 × 

遠隔操作装置 *9   

効力試験の準備 

 

○ ○ 

機関の一般設備   

排気式機械通風装置にあっては効力試験の準備 ○ ○ 

項  目 準  備  の  内  容 

定期検査 中間検査 

沿海

以上 

限沿

以下 

沿海

以上 

限沿

以下 

設 

 

 

備 

排水設備 

1. 動力ﾋﾞﾙｼﾞﾎﾟﾝﾌﾟのﾌﾟﾗﾝｼﾞｬ、ﾋﾟｽﾄﾝ、羽根車その他の作動部を取り

出し、弁箱を解放する。 *5,*8 

○ × ○ × 

2. ﾋﾟﾙｼﾞﾎﾟﾝﾌﾟによる機関室内及びその他の場所の排水試験の準備 

*10 

○ ○ ○ ○ 
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操舵
だ

設備 

1. 取り外さなければ検査できないものは、取り外して適当な場所に

陳列する。 

○ ○ × × 

2. 効力試験の準備 ○ ○ × × 

救命設備 

1. 取り外さなければ検査できないものは、取り外して適当な場所に

陳列する。 

○ ○ ○ ○ 

2. 効力試験の準備 ○ ○ ○ ○ 

消防設備 
1. 取り外さなければ検査できないものは、取り外して適当な場所に

陳列する。 

○ ○ ○ ○ 

航海用具 

1. 取り外さなければ検査できないものは、取り外して適当な場所に

陳列する。 

○ ○ ○ ○ 

2. 効力試験の準備 ○ ○ ○ ○ 

電気設備 
絶縁抵抗試験の準備 *7 

(半導体回路のあるものは、これらのすべての端子を開放する。) 

○ ○ × × 

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ 

等の設備 

1. 管の継ぎ手等の漏えい試験の準備 ○ ○ × × 

2. 管の継ぎ手等の漏えい試験の準備 

(ただし、細則第１編附属書[13]9.0(a)の規定による場合に限る。) 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

3. ｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞの設置場所の張水試験等の準備 

(ただし、細則第１編附属書[13]9.0(a)の規定による場合に限る。) 

○ ○ × × 

海上試運転 海上試運転の準備をする。ただし、旅客船に限る。 ○ 
○

*11 
○ × 

備考： 

1. 表中、｢沿海以上｣とは沿海区域以上を航行区域とする小型船舶を、｢限沿以下｣とは平水区域を航行区域とする小型

船舶及び沿岸小型船舶等をいう。 

2. ＊印のある項目については、｢細則第２編表2-5検査の実施内容及び2-5検査の特例｣により検査の準備が省略又は変

更される場合があるので留意すること。 

なお、本表において参照する検査の特例の項目は下記のとおりである。 

*1: 表2-5備考欄 *1   《上架省略》 

*2: 表2-5備考欄 *2      《機関の検査の特例》等 

*3: 表2-5備考欄 *4   《ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ軸の特例》 

*4: 2-5-10(3)      《ﾌﾟﾛﾍﾟﾗの羽根》 

*5: 2-5-10(4)      《主機解放省略時の取扱い》 

*6: 2-5-10(5)      《補機の立会省略》 

*7: 2-5-7        《絶縁抵抗試験の省略》 

*8: 表2-5備考欄 *7   《ﾋﾞﾙｼﾞﾎﾟﾝﾌﾟの解放省略》 

*9: 表2-5備考欄 *3   《効力省略》 

*10: 表2-5排水設備欄 1 《排水試験の省略》 

*11: 表2-5備考欄 *12  《海上試運転の代替》 

*12: 表2-5備考欄 *14  《特定の保守整備事業者が保守整備した主機等》 

*13: 2-5-10(6)    《貨物油ﾎﾟﾝﾌﾟの解放省略》 

 

表 2-4 検査の準備 【5】【6】【12】  

【13】【15】【19】  

【20】【21】【25】

【27】【30】 
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2-2-3 検査の実施  

定期的検査は、検査の種類及び小型船舶の航行区域等の区分に応

じて表 2-5 に掲げる検査の実施内容並びに現状検査を行うこと。  

なお、当該検査時に改造又は修理等で臨時検査に該当するような

改造修理等が行われたことが判明した場合にあっては、該当箇所に

ついては、 2-3 臨時検査 2-3-3 検査の実施を準用すること。また、

総ﾄﾝ数に影響がある改造が認められた場合にあっては、小型船舶登

録法に基づく変更登録申請手続きをとらせること。  

 
 

項  目 検  査  の  実  施  内  容 

定期検査 中間検査 

沿海

以上 

限沿

以下 

沿海

以上 

限沿

以下 

船 体 

1. 船体内外を検査し、腐食、損傷及び過度の変形のないことを確認

する。 

○ ○*1 ○*1 × 

2. ﾀﾝｸの内検を行う。ただし、外観検査により現状が良好と認められ

る場合は省略してよい。 

○ ○ × × 

3. 主要構造部材であって衰耗の進行が著しいと認められる部分は、

穿孔その他の適当な方法により当該部材の板厚を測定し、船舶検

査手帳にその結果及び措置を記入しておく(鋼製船体に限る。)。 

○ ○ × × 

4. 舵頭材の下部の腐食、傷のないこと及びｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞﾎﾞﾙﾄのゆるみの

ないことを確認する。 *1 

○ ○ ○ × 

5. 暴露部における水密又は風雨密閉鎖装置にあっては、開閉試験を

行う。ただし、外観検査により現状が良好と認められる場合は省

略してよい。 

○ ○ ○ ○ 

項  目 検  査  の  実  施  内  容 定期検査 中間検査 

機関(1) 沿海区域以上を航行区域とする小型船舶（旅客船に限る）の機関 

機 

 

 

関 

 

主機及び

補助機関

*2 

1. ｸﾗﾝｸ軸等に亀裂、焼き付き、異常磨耗等のないことを確認する。 ○ ○ 

2. 効力試験を行い異常のないことを確認する。 

試験の結果、異常が認められるものについては解放、整備後再度

効力試験を行う。 

○ ○ 

ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ 

軸系 

亀裂、異常腐食等のないことを確認する。 ○*4 ○*4 

圧力容器 

外観及び内部検査を行い異常腐食のないことを確認する。 

ただし、整備点検結果が記録(やむを得ない場合には事情聴取)によ

り確認できる場合又は外観検査の結果が良好である場合であって、差

し支えないと認められるときは、内部検査を省略してよい。 

○ × 

補機及び 

管装置 

燃料油装置 *5,*6   

1. ﾎﾟﾝﾌﾟのﾌﾟﾗﾝｼﾞｬ、歯車等に焼き付き、異常磨耗等のないこと及び

油こし器に異常のないことを確認する。 

○ × 

2. 燃料油管及び燃料油ﾀﾝｸ等の現状を確認し、異常のないことを確認

する。 

 

○ 

 

○ 

 

空気圧縮機 *5,*6   

1. ﾋﾟｽﾄﾝ、ｼﾘﾝﾀﾞﾗｲﾅ等に焼き付き、異常磨耗等のないことを確認する

。 

○ ○ 

2. 空気ﾀﾝｸ元弁の気密性を空気ﾀﾝｸに附属している圧力計により確認

する。 

○ × 

3. 効力試験を行い、異常のないことを確認する。 

 

○ ○ 

過給機 *5   

1. 内部の検査を行いｸﾗｯｸ等の異常のないこと及び水冷部に異常な腐

食のないことを確認する。 

○ ○ 

【14】 
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2. 主機の効力試験と同時に効力試験を行い異常のないことを確認す

る。 

 

○ ○ 

冷却装置及び潤滑油装置 *5,*6   

1. ﾎﾟﾝﾌﾟのﾌﾟﾗﾝｼﾞｬ、ﾋﾟｽﾄﾝ等に焼き付き、異常磨耗等のないこと及び

海水こし器等に異常な腐食のないことを確認する。 

○ × 

2. 冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ、潤滑油ﾎﾟﾝﾌﾟ、清水冷却器及び油冷却器の現状を検

査し、異常のないことを確認する。 

× ○ 

3. 主機の効力試験と同時に効力試験を行い、異常のないことを確認

する。 

 

○ ○ 

弁及びｺｯｸ *1   

異常衰耗及びﾊﾞﾙﾌﾞｼｰﾄ面等にｷｽﾞのないことを確認する。 

 

○ ○*1 

遠隔操作装置    

効力試験を行い、異常のないことを確認する。 

 

○ ○ 

機関の一般設備   

1. 細則24.2(a)に該当する区画について、吸排気孔の大きさ、位置、

区画の容積等が前回検査時と変更がないことを確認する。変更が

あった場合又は新たに細則24.2(a)に該当する区画を設けた場合は

、細則第１編24.2(a)の換気の要件に適合することを確認する。 

○ ○ 

2. 排気式機械通風装置にあっては効力試験を行い、異常のないこと

を確認する。 

○ ○ 

機関(2) 沿海区域以上を航行区域とする小型船舶（旅客船以外のもの）の機関 

 

機 

 

 

関 

保守整備 

記録 

記載内容の確認及び事情聴取により審査し、『特定の保守整備事業

者』により附属書[16]に定められた保守整備に従い、主機等の定期的

な保守整備が適正確実に実施されていることを確認する。 *13 

○ ○ 

主機及び 

補助機関 

*2､*14 

1. 亀裂、焼き付き、異常磨耗等のないことを確認する。 ○ ○ 

2. 効力試験を行い異常のないことを確認する。 

試験の結果、異常が認められるものについては解放、整備後再度

効力試験を行う。 

○ ○ 

ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ 

軸系 

亀裂、異常腐食等のないことを確認する。 ○*4 ○*4 

補機及び

管装置 

*14 

燃料油装置   

1. ﾎﾟﾝﾌﾟのﾌﾟﾗﾝｼﾞｬ、歯車等に焼き付き、異常磨耗等のないことを確

認する。 

○ ○ 

2. 燃料油管及び燃料油ﾀﾝｸ等の現状を確認し、異常のないことを確認

する。 

 

○ ○ 

過給機   

1. 内部の検査を行いｸﾗｯｸ等の異常のないこと及び水冷部に異常な腐

食のないことを確認する。 

○ ○ 

2. 主機の効力試験と同時に効力試験を行い、異常のないことを確認

する。 

 

○ ○ 

冷却装置   

1. 冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟのﾌﾟﾗﾝｼﾞｬ、ﾋﾟｽﾄﾝ等に焼き付き、異常磨耗等のないこ

と及び海水こし器等に異常な腐食のないことを確認する。 

○ ○ 

2. 主機の効力試験と同時に効力試験を行い、異常のないことを確認

する。 

 

○ ○ 

潤滑油装置   

1. 潤滑油ﾎﾟﾝﾌﾟ及び油冷却器の現状を検査し、以上のないことを確認

する。 

○ ○ 

2. 主機の効力試験と同時に効力試験を行い、異常のないことを確認

する。 

 

○ ○ 

弁及びｺｯｸ *1   

異常衰耗及びﾊﾞﾙﾌﾞｼｰﾄ面等にｷｽﾞのないことを確認する。 

 

○ ○*1 

遠隔操作装置   
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効力試験を行い、異常のないことを確認する。 

 

○ ○ 

機関の一般設備   

1. 細則24.2(a)に該当する区画について、吸排気孔の大きさ、位置、

区画の容積等が前回検査時と変更がないことを確認する。変更があ

った場合又は新たに細則24.2(a)に該当する区画を設けた場合は、

細則第１編24.2(a)の換気の要件に適合することを確認する。 

○ ○ 

2. 排気式機械通風装置にあっては、効力試験を行う。 ○ ○ 

機関(3) 平水区域を航行区域とする小型船舶及び沿岸小型船舶等の機関 

 

機 

 

 

関 

主機及び 

補助機関 

効力試験を行い異常のないことを確認する。 *3 

試験の結果、異常が認められるものについては調整後再度効力試験

を行う。 

 

○ 

 

○ 

圧力容器 

外観及び内部検査を行い異常腐食のないことを確認する。 

ただし、整備点検結果が記録(やむを得ない場合には事情聴取)によ

り確認できる場合若しくは外観検査の結果が良好である場合であって

、差し支えないと認められるときは、内部検査を省略してよい。 

 

○ 

 

× 

補機及び 

管装置 

燃料油装置 

燃料油管及び燃料油ﾀﾝｸ等の現状を確認し、異常のないことを確認

する。 

 

 

○ 

 

○ 

空気圧縮機 *3   

1. 空気ﾀﾝｸ元弁の気密性を空気ﾀﾝｸに附属している圧力計により確認

する。 

○ × 

2. 効力試験を行い、異常のないことを確認する。 

 

○ ○ 

過給機 *3 

主機の効力試験と同時に効力試験を行い、異常のないことを確認す

る。 

 

 

○ 

 

○ 

冷却装置及び潤滑油装置 *3 

主機の効力試験と同時に効力試験を行い、異常のないことを確認す

る。 

 

貨物油ﾎﾟﾝﾌﾟ *15 

貨物油ﾎﾟﾝﾌﾟのﾌﾟﾗﾝｼﾞｬ､ﾋﾟｽﾄﾝ､歯車等に焼き付き､異常磨耗等のない

ことを確認する。 

 

 

○ 

 

 

 

○ 

 

○ 

 

 

 

× 

弁及びｺｯｸ *1 

異常衰耗及びﾊﾞﾙﾌﾞｼｰﾄ面等にｷｽﾞのないことを確認する。 

 

 

○*1 

 

× 

遠隔操作装置 *3 

効力試験を行い、異常のないことを確認する。 

 

 

○ 

 

○ 

機関の一般設備   

1. 細則24.2(a)に該当する区画について、吸排気孔の大きさ、位置、

区画の容積等が前回検査時と変更がないことを確認する。変更があ

った場合又は新たに細則24.2(a)に該当する区画を設けた場合は、

細則第１編24.2(a)の換気の要件に適合することを確認する。 

○ ○ 

2. 排気式機械通風装置にあっては効力試験を行い、異常のないこと

を確認する。 

○ ○ 

項  目 検  査  の  実  施  内  容 

定期検査 中間検査 

沿海 

以上 

限沿

以下 

沿海

以上 

限沿 

以下 

設 

 

 

備 

設備一般 
1. 前回の検査時から各設備に変更等のないことを確認する。 ○ ○ ○ ○ 

2. 救命、居住等の表示を確認する。 ○ ○ ○ ○ 

排水設備 

1.外観検査、作動確認又は整備点検結果の記録(やむを得ない場合に

は事情聴取)により異常のないことを確認すること。 

○ ○ ○ ○ 

2. 動力ﾋﾞﾙｼﾞﾎﾟﾝﾌﾟのﾌﾟﾗﾝｼﾞｬ、ﾋﾟｽﾄﾝ等に異常磨耗、ｷｽﾞ等のないこと

を確認すること。 *5,*7 

○ × ○ × 

操舵
だ

設備 
操舵装置の現状検査及び作動確認又は整備点検結果の記録(やむを

得ない場合には事情聴取)により異常のないことを確認する。 

○ ○ ○ ○ 
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救命設備 

1. 小型船舶用膨脹式救命いかだ、小型船舶用膨脹式救命浮器にあっ

ては、それぞれ細則第２編附属書[7-1]｢小型船舶用膨脹式救命い

かだの整備基準｣及び附属書[7-2]｢小型船舶用膨脹式救命浮器の整

備基準｣の定めるところによる。 *8 

○ ○ ○*9 ○*9 

2. 自動離脱装置にあっては、細則第２編附属書[7-1]2.(6)による。 ○ ○ ○*9 ○*9 

3. 小型船舶用膨脹式救命いかだ又は小型船舶用救命浮器に代えて有

効な信号装置を備えているものにあっては、必要な効力試験を行

う。 

○ ○ ○ ○ 

4. 小型船舶用膨脹式救命浮輪にあっては、附属書[7-3]に従って外観

検査、膨脹試験等を行う。 

○ 

 

○ 

 

○*9 ○*9 

5. 小型船舶用膨脹式救命胴衣及び小型船舶用膨脹式浮力補助具にあ

っては、附属書[7-3]に従って外観検査、膨脹試験等を行う。 

なお、細則第１編3.0(a)(1)<1>により同等効力として認められて

いる膨脹式救命胴衣については、小型船舶用膨脹式救命胴衣と同

様な検査方法とすることで差し支えない。 

○ ○ ○*9 ○*9 

6. 火工品、(小型船舶用自己発煙信号又は自己発煙信号、小型船舶用

火せん又は落下傘付信号、小型船舶用信号紅炎又は信号紅炎、発

煙浮信号)及び救難食料にあっては、有効期間が切れているものは

新替えし、それ以外のものは附属書[13]の定めるところによる。 

○ ○ ○ ○ 

7. 小型船舶用自己点火灯又は自己点火灯(電池式に限る。)にあって

は、点灯することを確認する。 

○ ○ ○ ○ 

8. 小型浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船

舶用ﾚｰﾀﾞｰ･ﾄﾝﾗｽﾎﾟﾝﾀﾞｰ、小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置

及び持運び式双方向無線電話装置にあっては、管海官庁が証明し

たGMDSS設備のｻｰﾋﾞｽ･ｽﾃｰｼｮﾝが当該検査の前３ヶ月以内に整備を行

ったものは、当該整備記録を確認すること。その他の場合にあっ

ては、管海官庁が証明したGMDSS設備のｻｰﾋﾞｽ･ｽﾃｰｼｮﾝが行う整備と

同等の検査を行うこと。 *10 

○ ○ ○*9 ○*9 

9. 小型船舶用信号紅炎に代えて無線電話等を備えているものにあっ

ては、必要な効力試験を行う。 

○ ○ ○ ○ 

消防設備 

消火器にあっては、消火剤の装てん時期を確認し必要と認める場合

には消火剤を取り出して検査する。その他附属書[13]の定めるところ

による。 

○ ○ ○ ○ 

換気装置 

蓄電池室又は蓄電池の設置場所の構造等が、前回検査時と変更がな

いことを確認する。 

変更があった場合又は新たに蓄電池室又は蓄電池の設置場所を設け

た場合は、当該蓄電池室又は蓄電池の設置場所が細則第１編90.1(a)

に適合することを確認する。 

○ ○ ○ ○ 

無線電信 

等 

無線電信等を備えているものは、設備規程第311条の22に定める設

備であることを確認するとともに、その現状が良好であることを無線

局検査結果通知書又は無線局検査省略通知書により確認する。 

また、施行規則第４条の規定により無線電信等の施設が免除されて

いるときは、その免除要件が維持されていることを船舶検査手帳等に

より確認する。 

○ ○ ○ ○ 

航海用具 

1. 航海灯にあっては、点灯することを確認する。 ○ ○ ○ ○ 

2. 汽笛又は音響信号器具にあっては、吹鳴試験を行う。 ○ ○ ○ ○ 

3. ﾃﾞｼﾞﾀﾙ選択呼出装置及びﾃﾞｼﾞﾀﾙ選択呼出聴取装置にあっては、管

海官庁が証明したGMDSS設備のｻｰﾋﾞｽ･ｽﾃｰｼｮﾝが当該検査の前３月以

内に整備を行ったものは、当該整備記録を確認すること。その他の

場合にあっては管海官庁が証明したGMDSS設備のｻｰﾋﾞｽ･ｽﾃｰｼｮﾝが行

う整備と同等の検査を行うこと。 

○ 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

○*9 

 

 

 

○*9 

 

 

 

4. 衛星航法装置等にあっては、衛星の発射する電波を有効に受信し

、かつ、自動的に位置を測定できることを確かめること。 

○ ○ ○ ○ 

電気設備 

1. 電気機器及び電路にあっては、効力試験及び絶縁抵抗試験を行う

。 *11 

○ 

 

○ 

 

× 

 

× 

 

2. 配電盤にあっては、配電盤本体、計器類及び配線が適正であるこ

とを確認する。 

○ ○ ○ × 

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ

等の設備 

1. 管等の現状検査を行う。 ○ ○ ○ ○ 

2. 管の継ぎ手等の漏えい試験を行う。 ○ ○ × × 

3. 管の継ぎ手等の漏えい試験を行う。 

(ただし、細則第１編附属書[13]9.0(a)の規定による場合に限る。

) 

○ 

 

 

○ 

 

 

○ 

 

 

○ 
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4. ｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞの設置場所の現状確認を行う。 

(ただし、細則第１編附属書[13]9.0(a)の規定による場合に限る。) 

○ ○ × × 

海上試運転 

4/4出力にて海上試運転を行い次の事項等を確認する。 

ただし、旅客船に限る。 

1. 主機の効力試験 

2. 異常振動の有無 

3. 遠隔操作装置の効力試験 

4. 操舵
だ

装置の効力試験 

○ ○

*12 

○ × 

資料の確認 
施行規則第51条第１項の表第１号及び第２項の資料を船長に供与さ

れている小型船舶にあっては、当該資料の確認 

○ ○ ○ ○ 

備考： 

1. 表中、｢沿海以上｣とは沿海区域以上を航行区域とする小型船舶を、｢限沿以下｣とは平水区域を航行区域とする小型

船舶及び沿岸小型船舶等をいう。 

2. ＊印のある項目については、次のとおり。 

*1: 船底、ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ等の検査の延期又は省略 

(1) 平水区域を航行区域とする小型船舶及び沿岸小型船舶等の定期検査については、浮上中検査として差し支え

ない。ただし、船体内部検査等の浮上中検査から判断して必要な場合は、上架による検査を実施するものとする

。 

(2) 沿海区域以上を航行区域とする小型船舶(沿岸小型船舶等を除く)の中間検査にあっては、船体内部検査等の

浮上中検査及び当該中間検査の前１年以内の上架点検の整備点検結果の記録(やむを得ない場合には事情聴取)か

ら判断して差し支えないと認めた場合は、ﾄﾞｯｸ入れ又は上架を省略してよい。 

(3) 上架検査を省略した場合、舵の検査、最高航海喫水線以下で船外に通じる弁及びｺｯｸの解放検査は省略してよ

い。 

(4) 舵に係る各軸受部の間隔の計測の結果により現状が良好なものについては、舵の持ち上げ又は取り外しを省

略して差し支えない。(定期検査にあっては、舵頭材の腐食について確認できる措置のあるものに限る。) 

(5) 弁及びｺｯｸについては、構造上解放が困難と判断された場合にあっては、外観検査及び作動確認により良好な

ものについては、解放を省略して差し支えない。 

*2: 

（1）2-5-6 (2)､(3)､(4)及び(5)によること。 

   《稼働時間の短い機関》《内燃機関解放の特例》《稼働時間の短い機関（旅客船）》 

 (2) 製造後11年未満の内燃機関の定期検査については、前回定期検査後の中間検査、臨時検査で解放検査（定期検

査と同等の解放検査）を実施していることが船舶情報等により確認できる場合、解放検査を省略して差し支えな

い。 

 (3) 製造後11年未満の内燃機関の中間検査については、保守整備の記録、事情聴取等により解放検査に代えて効力

試験（海上運転）とすることができる。 

 (4) 臨時検査により内燃機関を新しいものに換装した後に、初めての定期的検査を受ける場合は、保守整備の記録

、事情聴取等により、効力試験（海上運転）とすることができる。 

*3: 現状が良好であって、整備点検結果を記録(やむを得ない場合には事情聴取)により確認して差し支えないと判

断される機関、補機及び管装置については、効力試験を省略してよい。(機関(3)に掲げる船舶のみ対象) 

*4: ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ軸(船尾管内又は船外にある中間軸を含む。)の抜き出し検査等の特例 

沿海区域以上を航行区域とする小型船舶(沿岸小型船舶等を除く)の定期検査又は中間検査におけるﾌﾟﾛﾍﾟﾗ軸の検

査は2-2にかかわらず次によることができる。ただし、船舶所有者から申し出があったときには、これを抜き出し

て検査を行うこと。 

ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ軸について、中間検査時に定期検査で行うべき内容の検査を行った場合には以後、次回定期検査時に中間

検査の内容を、次回中間検査時(ただし、中間検査の間隔は５年(６年船にあっては６年)を超えないようにするこ

と。)に定期検査の内容の検査を行い、これを順次繰り返すように行うことができる。 

また、臨時検査時に定期検査で行うべき内容の検査を行った場合は、次回検査を前述の検査間隔と同等とすれば

、臨時検査で行うことができる。なお、できるだけ定期的検査の時期に行うよう受検者の理解を求めること。 

(1) 主機の解放を省略された船舶のﾌﾟﾛﾍﾟﾗ軸及びﾌﾟﾛﾍﾟﾗは、現状が良好な場合には、次の(3)及び(4)の規定にか

かわらず、抜き出し及び取り外しを省略して差し支えない。ただし、次に掲げる場合を除き、前回のﾌﾟﾛﾍﾟﾗ軸の

抜き出し又はﾌﾟﾛﾍﾟﾗの取り外しから定期検査の検査間隔を超える時期である場合には適用しない。 

(ⅰ)  2-5-6(2)、(3)又は(5)の規定(稼働時間の短い機関の検査の特例)により解放が省略された場合 

(ⅱ) 平水区域を航行区域とする小型船舶及び沿岸小型船舶等の場合 

(2) 海水潤滑式の船尾管軸受(張出し軸受を含む。以下同じ。)を有するｺﾞﾑ巻き、一体ｽﾘｰﾌﾞ又はそれと同等以上

と認められた防食加工を施された軸又は油潤滑式の船尾管軸受を有する軸は、中間検査時のﾌﾟﾛﾍﾟﾗ軸の抜き出し

検査を省略してよい。 

(3) 上記(2)に掲げる「同等以上と認められた防食加工」が施されていない軸であって、ﾈｰﾊﾞﾙ黄銅、高力黄銅、

特殊ｱﾙﾐﾆｳﾑ青銅、ｽﾃﾝﾚｽ鋼等の耐蝕性が特にすぐれていると認められた材質のﾌﾟﾛﾍﾟﾗ軸については、中間検査時

はﾌﾟﾛﾍﾟﾗ軸の船尾管軸受部が確認できる程度に部分的に抜き出し、可能な部分の軸身検査及び次の(ⅰ)から(ⅳ)

までの検査とすることができる。ただし、異常が認められた場合は通常の抜き出し検査とする。なお、ｽﾘｰﾌﾞ以

外の防食加工部は、はがして軸身を検査すること。 

(ⅰ) 船尾管軸受の後端軸受(張出し軸受を有する場合はその後端。以下同じ。)の摩耗量の計測 

(ⅱ) 船尾管ｼｰﾙ装置の主要部解放検査 

(ⅲ) 海水潤滑式の船尾管軸受の場合は、潤滑冷却水の送水管系の現状検査 
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(ⅳ) 船外にあるﾌﾟﾛﾍﾟﾗ軸系のｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞの取り外し検査(防水ｶﾊﾞｰ内に水が侵入した形跡のないものについては

、防水ｶﾊﾞｰの取り外しのみでよい。) 

例) 耐食性が特にすぐれていると認められた材質 

NAS46-H4(日本治金)、AMS5Fｱｰﾑﾌﾞﾛﾝｽﾞ(三菱金属)、PSL-K、PSL-HT(日立金属)、SPI(大同製鋼)、TXA208、

TXA208-ST(愛知製鋼)、KA3(山陽特殊鋼)、高力黄銅棒、SUS316、SUS316L 

(4) 総トン数５トン以上の旅客船にあっては、中間検査時のプロペラ軸の抜き出し及びプロペラの取り外し検査

の時期は、２回目又は３回目のいずれかの中間検査の時期として差し支えない。 

(5) 沿海区域以上を航行区域とする小型船舶(旅客船を除く)のﾌﾟﾛﾍﾟﾗ軸について、保守整備記録について記載内

容の確認及び事情聴取により審査し、本規定に基づく定期検査及び中間検査の検査間隔に相当する間隔で抜き出

し(上記(3)による部分的な抜き出しも含む。)に係る定期的な保守整備が『特定の保守整備事業者』により適正

確実に実施されていることが確認される場合には、抜き出しを省略して差し支えない。 

*5: 2-5-10(4)によること。   《主機解放省略時の取扱い》 

*6: 2-5-10(5)によること。   《補機の立会省略》 

*7: ﾋﾞﾙｼﾞﾎﾟﾝﾌﾟの解放検査については、整備点検結果を記録(やむを得ない場合には事情聴取)により確認して差し

支えないと判断される場合には、省略して差し支えない。 

*8: 2-5-1(3)によること。    《整備された膨脹式救命いかだの取扱い》 

*9: 2-5-10(7)によること。   《旅客船の中間検査の特例》 

*10: 2-5-1(4)によること。   《整備されたGMDSS機器の取扱い》 

*11: 2-5-7によること。    《絶縁抵抗試験の省略》 

*12: 海上試運転に代えて、係留運転による主機及び遠隔操作装置の効力試験並びに操舵装置の作動確認として差し

支えない。 

*13: 保守整備記録の審査の結果、『特定の保守整備事業者』による主機等の定期的な保守整備が適正確実に実施さ

れていることが確認できない場合には、表2-5｢機関(1) 沿海区域以上を航行区域とする小型船舶(旅客船に限る)

の機関｣のうち、「主機及び補助機関」の検査の実施内容を参照し、前回解放の内容、運転時間、運転状況を勘案

して解放検査を実施すること。 

*14: 2-5-6(6)によること。   《特定の保守整備事業者が保守整備した主機等》 

*15: 2-5-10(6)によること。   《貨物油ﾎﾟﾝﾌﾟの解放省略》 

 
表 2-5 検査の実施内容 

 

 

【5】【6】【8】【9】【12】

【13】【15】【16】【18】

【20】【21】【22】【23】

【25】【27】【30】  
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2-3 臨時検査  

2-3-1 通則  

(1) 臨時検査においては、次に掲げる検査を行うこと。  

(2) 検査着手前に工事又は変更の内容を確認するとともに、

必要に応じ検査の準備、臨検箇所、臨検時期等について船

舶所有者等関係者と打ち合せておくこと。  

2-3-2 検査の準備  

 2-1-3における準備のうち当該臨時検査に必要な準備を行うよ

う求めること。  

2-3-3 検査の実施  

(1) 施行規則第 19条第２項並びに第３項第２号、第３号、第

10号、第 11号、第 12号及び第 13号に掲げる場合又は船舶検

査証書に記載された条件を変更しようとする場合の検査は、

その工事又は変更の内容に応じ 2-1-4に準じて行うこと。た

だし、海上試運転は、その工事又は変更内容が、小型船舶

の推進性能及び操縦性能に関係のある場合に、最大搭載人

員の算定は、その工事又は変更内容が居住設備、主要寸法、

乾げん等に関係のある場合に行うこと。  

(2) 施行規則第 19条第３項第 13号に掲げる場合で回航が必要

である場合の検査は、現状を確認の上修理地までの回航が

可能であることを確認すること。なお、この場合航行区域

を超えて回航する場合にあっては、原則として旅客及び貨

物の搭載を禁止の上、表 2-6の基準に満足すること。  

(3) 臨時変更証を交付する場合の検査は、船体、機関及び設

備等が当該小型船舶の航行に支障がないことを確認したう

えで、臨時変更の目的、内容及び航行上の条件等に応じて

次の事項を確認すること。  

 試運転又はその他の作業等を回航と併せて行う場合 (30日

以内であって、施行規則第 19条第２項又は第３項に規定さ

れた改造、修理等を行わない場合に限る。 )は、それぞれ該

当する基準 (表 2-6の基準及び (ⅱ )、 (ⅲ )(ｲ)又は (ⅲ )(ﾛ)の

基準 )に適合していることについて同時に確認することとし

【8】 

【15】 



2 編 -2 章 -41 

て差し支えない。  

(ⅰ ) 回航の場合  

 少なくとも表 2-6の基準に満足すること。  

 原則として旅客及び貨物の搭載を禁止すること。  

(ⅱ ) 試運転の場合  

 原則として完成状態で行うものとし、暴露部にお

ける諸開口の閉鎖装置が整備していること、操舵
だ

設

備の作動が良好なこと並びに救命設備、消防設備及

び航海用具が乗船人員及び試運転海面の航行区域に

応じ十分なものであることを確認すること。  

 原則として、旅客及び貨物の搭載を禁止すること。  

(ⅲ ) その他の場合  

(ｲ) 臨時変更を行った日数と臨時に変更しようとする

日数の合計が、１月１日から 12月 31日までの１年間

を通じて 30日以内のときは、臨時変更の目的、内容

及び航行上の条件等に応じて、諸設備、航海用具及

び暴露部における諸開口の閉鎖装置並びに復原性に

ついては小安則に定める技術基準に適合することと

し、船体及び機関については原則として現状検査に

よるものとし、必要に応じ海上試運転を行うこと。  

(ﾛ) 臨時変更を行った日数と臨時に変更しようとする

日数の合計が、１月１日から 12月 31日までの１年間

を通じて 30日を超えるときは、臨時変更の目的、内

容及び航行上の条件等に応じて、施行規則第 17条及

び第 18条に定める検査の種類及び検査の時期並びに

技術基準の適用及び検査の方法について、船舶検査

証書を書き換えるものと同様に取り扱うこととし、

過去に行った検査の方法及び検査の時期を考慮して、

必要に応じ船体の上架及び機関の解放による検査を

行うこと。  
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(ﾊ) ﾚｰｽのために臨時に航行区域を変更する場合は、

主催者の管理下で航海が行われること、ﾚｰｽへの参

加は一定の設備の備付けが条件となっていること等

から、表 2-6 によることとして差支えない。この場

合において、同表中｢回航航路｣とあるのは｢航路｣と、

｢回航方法｣とあるのは｢方法｣と読み替えることとし、

独航の欄を適用すること。  

 原則として旅客及び貨物の搭載を禁止すること。  

 

 

【21】 
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表2-6 旅客及び貨物の搭載を禁止した場合 

注 

(1) 近海区域を含む回航航路は、原則として沿海区域から片道１時間以内の区域に限定する。ただし、上表に規定する設備等に加え、以下の設備を備え付ける場合はこの限りでない。 

･ 最大搭載人員を収容するため十分な小型船舶用膨脹式救命いかだ 

･ 小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置(常に陸上との連絡が可能な通信設備を備え付ける船舶については不要。) 

･ 小型船舶用ﾚｰﾀﾞｰ･ﾄﾗﾝｽﾎﾟﾝﾀﾞｰ又は小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置(常に陸上との連絡が可能な通信設備を備え付ける船舶については不要。また、小型帆船及び多胴型小型帆

船にあっては、ﾚｰﾀﾞｰ反射器でもよい。 ) 

(2) 冬期とは、11月１日から翌年３月末日までとする。 

(3) ﾗｼﾞｵは、短波帯又は中波帯が受信可能のものとし、回航航路に近海区域を含む場合 (近海区域内の当該航路において中波帯が受信可能な場合を除く。)は短波帯が受信可能なものとす

ること。ただし、無線電信等を備え付ける船舶その他有効な通信設備を備える船舶は、ﾗｼﾞｵを省略することができる。ﾄﾗﾝｼｰﾊﾞｰは、船舶相互間の連絡用とすること。 

(4) 上表中｢２時間限定沿海区域｣を、小型帆船にあっては｢小型帆船限定沿海区域｣と読み替えるものとする。  

(5) 回航航路が沿海区域（国際航海）又は近海区域（国際航海）となる場合にあっては、それぞれ「沿海区域」又は「近海区域」と読み替えて本表を適用することとして差し支えない。  

 回航航路 ２時間限定沿海区域 沿海区域 近海区域 

回航方法 独航 
２隻以上の

船団 

独航 
(平水区域又は沿岸区域を航行
区域とする小型船舶の冬期の回
航は原則として認めない。) 

２隻以上の船団 

独航 
(船体の全長５ﾒｰﾄﾙ未満の沿岸小型船舶等
の回航は原則として認めない。) 

２隻以上の船団 
(船体の全長５ﾒｰﾄﾙ未満の沿岸小型船舶
等の回航は原則として認めない。) 

本
船
の
資
格 
 
 
 
 

航
行
区
域

 

平 
水 
区 
域 

構造 平水区域 平水区域 

平水区域 (無甲板船はｷｬﾝﾊﾞｽ等
で波浪をしゃ蔽する装置を設け
ること。) 

平水区域 (無甲板船はｷｬﾝﾊﾞｽ
等で波浪をしゃ蔽する装置
を設けること。) 

原則として回航は認めない 救命設備 平水区域 平水区域 
平水区域 

+小型船舶用自己発煙信号 
平水区域 

+内１隻は、 
小型船舶用自己発煙信号 

居住設備 平水区域 平水区域 平水区域 平水区域 

消防設備 
航海用具 

平水区域 平水区域 
平水区域 
+ﾗｼﾞｵ 

平水区域 
+ﾗｼﾞｵ、ﾄﾗﾝｼｰﾊﾞｰ 

 
 

沿
岸
区
域 

構造 沿岸区域 沿岸区域 沿岸区域 沿岸区域 
沿岸区域 

+全通甲板、ﾊｯﾁ等開口部閉鎖装置の固縛 
沿岸区域 

+全通甲板、ﾊｯﾁ等開口部閉鎖装置の固縛 

救命設備 沿岸区域 沿岸区域 
沿岸区域 

 
+小型船舶用自己発煙信号 

沿岸区域 
+内１隻は、 

小型船舶用自己発煙信号 

２時間限定沿海区域 
+小型船舶用自己発煙信号、 
信号紅炎、発煙浮信号１個 

２時間限定沿海区域 
+内１隻は、 

小型船舶用自己発煙信号、 
信号紅炎、発煙浮信号各１個 

居住設備 沿岸区域 沿岸区域 沿岸区域 沿岸区域 沿岸区域 沿岸区域 
消防設備 
航海用具 

沿岸区域 沿岸区域 沿岸区域 
沿岸区域 
+ﾄﾗﾝｼｰﾊﾞｰ 

沿岸区域 
沿岸区域 
+ﾄﾗﾝｼｰﾊﾞｰ 

２
時
間
限
定
沿
海
区
域 

構造   ２時間限定沿海区域 ２時間限定沿海区域 
２時間限定沿海区域 

+全通甲板、ﾊｯﾁ等開口部閉鎖装置の固縛 
２時間限定沿海区域 

+全通甲板、ﾊｯﾁ等開口部閉鎖装置の固縛 

救命設備   
２時間限定沿海区域 

+小型船舶用自己発煙信号 

２時間限定沿海区域 
+内１隻は、 

小型船舶用自己発煙信号 

２時間限定沿海区域 
+小型船舶用自己発煙信号、 
信号紅炎、発煙浮信号１個 

２時間限定沿海区域 
+内１隻は、 

小型船舶用自己発煙信号、 
信号紅炎、発煙浮信号各１個 

居住設備   ２時間限定沿海区域 ２時間限定沿海区域 ２時間限定沿海区域 ２時間限定沿海区域 
消防設備 
航海用具 

  
２時間限定沿海区域 

+ﾗｼﾞｵ 
２時間限定沿海区域 
+ﾗｼﾞｵ、ﾄﾗﾝｼｰﾊﾞｰ 

２時間限定沿海区域 
+ﾗｼﾞｵ、ｺﾝﾊﾟｽ 

２時間限定沿海区域 
+ﾗｼﾞｵ、ｺﾝﾊﾟｽ、ﾄﾗﾝｼｰﾊﾞｰ 

沿 
海 
区 
域 

構造     
沿海区域 

+ﾊｯﾁ等開口部閉鎖装置の固縛 
沿海区域 

+ﾊｯﾁ等開口部閉鎖装置の固縛 
救命設備     沿海区域 沿海区域 
居住設備     沿海区域 沿海区域 
消防設備 
航海用具 

    沿海区域 沿海区域 

【4】【7】【8】【20】【21】【28】 
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2-4 臨時航行検査  

2-4-1 通則  

(1) 臨時航行検査においては、次に掲げる検査を行うこと。  

(2) 検査着手前に臨時航行の目的、航行予定水域等を確認す

るとともに、必要に応じ検査の準備、臨検箇所、臨検時期

等について船舶所有者等関係者と打ち合せておくこと。  

2-4-2 検査の準備  

 2-1-3における準備のうち当該臨時航行検査にかかわる準備

を行うよう求めること。  

2-4-3 検査の実施  

 船体、機関、設備及び復原性等が当該小型船舶の航行に支障

のないことを確認すること。なお、臨時航行の目的、方法及び

航行水域に応じ、次の事項を確認すること。  

 試運転又はその他の作業等を回航と併せて行う場合 (30日以

内であって、施行規則第 19条第２項又は第３項に規定された

改造、修理等を行わない場合に限る。 )は、それぞれ該当する

基準 (表 2-6の基準及び (2)又は (3)の基準 )に適合していること

について同時に確認することとして差し支えない。  

(1) 回航の場合  

 少なくとも表 2-6の基準に満足すること。  

原則として、旅客及び貨物の搭載を禁止すること。  

(2) 試運転の場合  

 原則として完成状態で行うものとし、暴露部における諸

開口の閉鎖装置が整備していること、操舵
だ

設備の作動が良

好なこと並びに救命設備、消防設備及び航海用具が乗船人

員及び試運転海面の航行区域に応じ十分なものであること

を確認すること。  

 原則として旅客及び貨物の搭載を禁止すること。  

(3) その他の場合  

 諸設備、航海用具及び暴露部における諸開口の閉鎖装置

並びに復原性については小安則に定める技術基準に適合す

ることとし、船体及び機関については原則として現状検査

によるものとし、必要に応じ海上試運転を行うこと。  

【8】  

【15】 



 

2 編 -2 章 -45 

2-5 検査の特例  

2-5-1 予備検査に合格した物件等の検査  

(1) 予備検査、検定等に合格した小型船舶又は物件を初めて

の小型船舶に積み付ける場合の検査の特例  

 小型船舶又は物件及び細則第１編 3.0(a)により同等と認

められたもの (以下この項において｢物件等｣という。 )であ

って、 (i)に掲げる物件等の初めての検査は (ii)に示すとこ

ろによる。  

(ⅰ ) 物件等  

(ｲ) 法第９条第３項の証印 ( 又は )が付された物

件 (予備検査に合格した物件等 ) 

(ﾛ) 法第９条第４項の証印 ( )が付された物件等 (検

定に合格した物件等 ) 

(ﾊ) 法第９条第５項の標示 ( )が付された物件等 (製

造認定事業場が型式承認を受けて製造した物件等 ) 

(ⅱ ) 検査  

 製造後相当の年月が経過している物件等を除き、証

印等の確認、現状検査、船内備え付け又は積み付け検

査及び搭載後の効力試験を行うにとどめてよい。  

(2) 準備検査を受けた小型船舶又は物件の初めての検査の特例  

 準備検査受検後最初に行う検査の場合には、成績通知書

の内容を検討のうえ、差し支えないと認められる事項に係

る検査は省略すること。ただし、準備検査受検後著しく期

間を経過している等により準備検査を受けた事項に変更が

生じている恐れがあると認められたときはこの限りでない。  

(3) 膨脹式救命いかだ整備認定事業場において整備された物

件の検査  

 管海官庁が認めた｢膨脹式救命いかだ整備認定事業場｣に

おいて、附属書 [7-1]により整備された小型船舶用膨脹式救

命いかだ及び附属書 [7-2]により整備された小型船舶用膨脹

式救命浮器 *については、整備記録の内容から技術基準に適

合していることが確認された場合は、整備後の積み付け状

【8】  

【8】  
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態の確認を行うにとどめて差し支えない。  

 なお、この取り扱いは当該整備が船舶検査前 30日以内に

行われた場合に適用する。ただし、整備後 30日を経過した

場合であっても、検査前３月以内に行われたもの又は検査

前３月を超える場合であって当該検査の時期 (施行規則第 18

条の中間検査の時期に限る。 )内に行われたものにあっては、

その外観、保管状態等から判断して差し支えないと認める

場合は検査の全部又は一部を省略することができる。また、

検査前３月より前に整備されていたものであっても､当該整

備後３年６月を超えない時期に整備のための臨時検査を指

定して、検査の全部又は一部を省略することができる。  

* 当該整備認定事業場が国土交通省海事局検査測度課長の

承認を得た各社の整備要領書に従って整備する場合に限

る。  

(4) 特定の GMDSS設備ｻｰﾋﾞｽｽﾃｰｼｮﾝにおいて整備された小型船

舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船

舶用ﾚｰﾀﾞｰ･ﾄﾗﾝｽﾎﾟﾝﾀﾞｰ、小型船舶用捜索救助用位置指示送

信装置、持運び式双方向無線電話装置、ﾃﾞｼﾞﾀﾙ選択呼出装

置及びﾃﾞｼﾞﾀﾙ選択呼出聴取装置の検査  

 管海官庁から証明を受けた GMDSS設備ｻｰﾋﾞｽｽﾃｰｼｮﾝにおい

て附属書 [8]、附属書 [9]、附属書 [10]、附属書 [11]及び附

属書 [12]により整備された小型船舶用極軌道衛星利用非常

用位置指示無線標識装置、小型船舶用ﾚｰﾀﾞｰ･ﾄﾗﾝｽﾎﾟﾝﾀﾞｰ、

小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置、持運び式双方向

無線電話装置、ﾃﾞｼﾞﾀﾙ選択呼出装置及びﾃﾞｼﾞﾀﾙ選択呼出聴

取装置については、当該ｻｰﾋﾞｽｽﾃｰｼｮﾝによる整備記録の内容

から技術基準に適合していると認める範囲において、 2-2-3

に規定する検査について立ち会いを省略して差し支えない。  

 なお、この取り扱いは当該整備が船舶検査前３月以内に

行われた場合に適用する。  

また、検査前３月より前に整備されていたものであって

も、当該設備の整備記録を確認した上で当該整備後３年６

月を越えない時期に整備のための臨時検査を指定して、検

【32】 
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査の全部又は一部を省略することができる。  

(5) 船舶電気ぎ装工事基準適合証明書を受有する業者が行っ

た工事の検査  

 管海官庁が発行した｢船舶電気ぎ装工事基準適合証明書｣

を受有する業者が行った電気機器のぎ装工事については、

当該工事等にかかる試験及び検査の成績書に記載された内

容から技術基準に適合していることが確かめられる範囲内

において、次の検査について立ち会いを省略して差し支え

ない。  

 なお、この取り扱いは定期的検査においては当該工事等

が船舶検査前 30日以内に行われた場合に適用する。  

(ⅰ ) 第１回定期検査の場合  

 2-1-4(3)(ⅱ )(ﾄ)3)及び 4)に掲げる検査  

(ⅱ ) 定期的検査の場合  

 検査の実施内容 (表 2-5)の電気設備に係る項目  

2-5-2 認定物件に係る検査の特例  

(1) 認定事業場において製造された認定物件に係る検査の特例  

 認定事業場の自主検査 (船舶安全法の規定に基づく事業場

認定規則第８条第２項により認印 ( )を付した場合に限

る。 )を受けた次に掲げる物件をはじめて小型船舶に搭載す

る場合の設計検査以外の検査は、検印及び成績書の確認、

現状検査、 4-1-2(1)の検査 (次に掲げる物件のうち、 (ⅲ )か

ら (ⅶ )まで、 (ⅸ )、 (ⅹⅰ )、 (ⅹⅴ )、 (ⅹⅶ )から (ⅹⅹⅰ ) 

まで及び（ⅹⅹⅲ）に限る。ただし、当該認定事業場が発

行した成績書の内容を検討して検査員が差し支えないと認

めるものにあっては、当該検査はその試験成績書の確認に

とどめてよい。 )、船内すえ付け検査並びにすえ付け後の効

力試験にとどめてよい。ただし、製造後相当の年月を経過

していること等により認印を付されたときの状態が維持さ

れていないと認められるものにあってはこの限りでない。  

(ⅰ ) 船尾骨材、かじ、だ頭材、だ心材、水密すべり戸又  

は燃料油タンク  

(ⅱ ) 鋼材、鋼材以外の金属材料、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ樹脂、ｶﾞﾗｽ繊維

【5】 

【11】 

【15】 

【27】 
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又はｺﾞﾑ布  

(ⅲ ) 7.4kW(10PS)以下の内燃機関  

(ⅳ ) 7.4kW(10PS)以下の機関に使用する減速装置、逆転機

及びｸﾗｯﾁ 

(ⅴ ) 圧力容器  

(ⅵ ) 100kW(又は kVA)以下の発電機、電動機、変圧器又は

定周波装置  

(ⅶ ) 100kW(又は kVA)以下の発電機又は電動機の使用する

ことができる配電盤又は制御器  

(ⅷ ) 内燃機関のｼﾘﾝﾀﾞ、ｼﾘﾝﾀﾞﾗｲﾅ、ｼﾘﾝﾀﾞｶﾊﾞｰ及びﾋﾟｽﾄﾝ 

(ⅸ ) 排気ﾀｰﾋﾞﾝ過給機  

(ⅹ ) 熱交換器  

(ⅹⅰ ) 直径 5,000ﾐﾘﾒｰﾄﾙ以下の固定ﾋﾟｯﾁﾌﾟﾛﾍﾟﾗ 

(ⅹⅱ ) 認定物件の部分品 (単体出荷のもの ) 

(ⅹⅲ ) ｺﾞﾑ巻軸以外のﾌﾟﾛﾍﾟﾗ軸、中間軸、ｽﾗｽﾄ軸及び逆転

機軸  

(ⅹⅳ ) ｵｲﾙﾊﾞｽ式以外の船尾管  

(ⅹⅴ ) 定格ﾄﾙｸが 25kN･m以下の弾性継手  

(ⅹⅵ ) 弁、ｺｯｸ、ｺﾞﾑﾎｰｽ又は弾性体のｺﾞﾑｴﾚﾒﾝﾄ 

(ⅹⅶ ) 遠心式ﾎﾟﾝﾌﾟ(油圧ﾎﾟﾝﾌﾟを除く。 )にあっては、吐出

圧が2.0MPa(20kgf/cm2) 以下で吐出量が 200m3/h以下の

もの、吐出圧が１.0MPa(１0kgf/cm2) 以下で吐出量が

200m3/hを超え、500m3/h以下のもの及び吐出圧が

0.5MPa(5kgf/cm2) 以下で吐出量が500m3/hを超え、

800m3/h以下のもの、その他のポンプ（油圧ﾎﾟﾝﾌﾟを除

く。) にあっては、吐出圧が2.5MPa(25kgf/cm2) 以下

で吐出量が200m3/h以下のもの。 

(ⅹⅷ ) 油圧ﾎﾟﾝﾌﾟにあっては、次に掲げるもの。  

(ｲ) ﾍﾞｰﾝ式のものにあっては、最高使用圧力が

9.8MPa(100kgf/cm 2)以下で、かつ、吐出量が

200/min以下のもの。  

(ﾛ) 歯車式のものにあっては、最高使用圧力が
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19.6MPa(200kgf/cm 2)以下で、かつ、吐出量が

200/min以下のもの。  

(ﾊ) ﾌﾟﾗﾝｼﾞｬ式のものにあっては、最高使用圧力が

34.3MPa(350kgf/cm 2)以下で、かつ、吐出量が

200/min以下のもの。  

(ⅹⅸ ) 最高使用圧力が 24.5MPa(250kgf/cm 2)以下で、かつ、

吐出量が 200/min以下の油圧ﾓｰﾀ 

(ⅹⅹ ) 735kW以下の機関に使用する遠隔制御装置の制御盤

及び遠隔操作装置の制御盤  

(ⅹⅹⅰ ) 操舵
だ

ﾄﾙｸが 9.8kN･m(１ﾄﾝ･m)以下の操舵
だ

装置  

          (ⅹⅹⅱ ) ｽﾗｽﾀ装置  

(ⅹⅹⅲ ) 駆動する電動機の出力が 50kW 以下の空気圧縮機  

(ⅹⅹⅳ ) 船尾軸封装置  

(ⅹⅹⅴ ) 揚貨装置  

(ｘｘⅵ）小型のボイラ  

(2) 認定事業場において修理された認定物件に係る検査の特

例  

 認定事業場の自主検査 (船舶安全法の規定に基づく事業場

認定規則第８条第２項により認印 ( )を付した場合に限

る。 )を受けた次に掲げる物件を小型船舶に搭載する場合の

検査は、検印及び成績表の確認、現状検査、船内すえ付け

検査並びにすえ付け後の効力試験にとどめてよい。  

また、排気ﾀｰﾋﾞﾝ過給機の認定事業場において排気ﾀｰﾋﾞﾝ

過給機を修理した場合は、当該認定事業場が発行した陸上

試運転（運転後の解放検査を含む。）に関する自主検査の

成績書の内容を検討して差し支えないと認めるものにあっ

ては、前記と同様に取り扱って差し支えない。  

(ⅰ ) 熱交換器（排気ﾀｰﾋﾞﾝ過給機の空気冷却器に限る。）  

(ⅱ ) 直径が 5,000ﾐﾘﾒｰﾄﾙ以下の固定ﾋﾟｯﾁﾌﾟﾛﾍﾟﾗ 

(ⅲ ) 可変ﾋﾟｯﾁﾌﾟﾛﾍﾟﾗの翼  

(ⅳ ) 認定物件の部分品  

2-5-3 管海官庁等の発行した合格証明書等を有する物件の検査  【8】  

【5】  

【 29】【 32】  
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(1) 管海官庁、 (財 )日本海事協会又は (財 )日本舶用品検定協

会の発行した合格証明書又は成績書を有する物件の検査  

 管海官庁、 (財 )日本海事協会又は (財 )日本舶用品検定協

会の発行した合格証明書又は成績書を有するものは、当該

書類を調査し、検査の方法等が適当なものであり、小安則

又は小漁則に定める技術上の基準に適合していることを確

かめ、差し支えないと認めた場合は現状検査、船内備付け

又は積付け検査及びすえ付け後の効力試験にとどめてよい。

ただし、製造後相当年月を経過していること等により効力

試験が必要と認められるものについてはこの限りではない。  

(2) 海上技術安全研究所等の交付した成績書等を有する物件

の検査  

 海上技術安全研究所又は小型船舶の試験について実績があ

ると認められる国内外の公的機関の交付した成績書等を有す

るものは、当該成績書等の記載ﾃﾞｰﾀを調査し、試験の方法等

が適当なものであり、小安則又は小漁則に定める技術上の基

準に適合していることを確かめられたものは、現状検査、船

内備付け又は積付け検査及びすえ付け後の効力試験にとどめ

てよい。ただし、製造後相当年月を経過していること等によ

り効力試験が必要と認められるものはこの限りでない。  

(3) 外国の船級協会の交付した成績書等を有する物件の検査  

国際船級協会連合の正会員であって実績を考慮して差し

支えないと認められる外国の船級協会の交付した成績書等

を有するものは、当該成績書等の記載ﾃﾞｰﾀを調査し、検査

の方法等が適当なものであり、小安則又は小漁則に定める

技術上の基準に適合していることを確かめられたものは、

現状検査、船内備付け又は積付け検査及びすえ付け後の効

力試験にとどめてよい。ただし、製造後相当年月を経過し

ていること等により効力試験が必要と認められるものはこ

の限りでない。  

なお、機関の構造の強度に関する技術上の基準について

は、次のいずれかに該当する場合は、各々に示す基準を技

術上の基準と見なして差し支えない。  

【12】  
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(ⅰ ) 内燃機関のｸﾗﾝｸ軸の計算に関する基準 (IACS-UR-M53)

を採用している船級協会が、当該船級協会の基準に基づ

き強度計算を行い、当該船級協会の規則に適合する場合

であって、陸上試運転を行った場合  

(ⅱ ) 量産機関のﾀｲﾌﾟﾃｽﾄに関する基準 (IACS-UR-M21)に基

づき耐久試験及び解放検査を行い、各部に異常のないも

のの形式と同一のものであって、陸上試運転を行った場

合  

 

(参考 ) 

IACS-UR-M21:Mass production of internal combustion 

engines:type test conditions 

IACS-UR-M53:Calculation of crankshafts for i.c. 

engines 

2-5-4 新たに法第５条の適用を受けることとなる小型船舶の第１回

定期検査の特例  

(1) 法第 32条に掲げる小型漁船 (12海里以内の海面又は内水面

において従業する総ﾄﾝ数 20ﾄﾝ未満の漁船 )及び施行規則第２

条 (第２項第５号 (係船中の船舶 )を除く。 )に掲げる船舶が、

初めて法第５条の適用を受けることとなった場合の第１回

定期検査は一般の小型船舶と同様の取り扱いをすることが

原則であるが、当該船舶の進水以後の航行年数、従事して

いた漁ろうの種類等を調査、検討した結果適当と判断した

ものについては、用途、航行上の条件に応じて検査の一部

を省略してよい。  

(2) 施行規則第２条第２項第５号 (係船中の船舶 )に該当して

いた小型船舶及び船舶検査証書を返納していた小型船舶が、

改めて法第５条の適用を受けることとなった場合の第１回

定期検査は、当該小型船舶が法第５条の適用外となってい

た期間に応じて原則として次のとおりとする。  

(ⅰ ) 当該小型船舶に交付されることとなる船舶検査証書

の有効期間の長さ以上の場合  

【19】  

【19】  
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2-1に定める第１回定期検査の内容  

ただし、船体及び機関の材料及び強度に関する事項

を除く。  

(ⅱ ) 当該小型船舶の中間検査の間隔となる期間以上の場

合 ((ⅰ )の場合を除く。 ) 

現状確認により差し支えないと認められた場合は、

2-2に定める第２回以降の定期検査の内容まで検査の一

部を省略してよい。  

(ⅲ ) 当該小型船舶の中間検査の間隔となる期間未満の場

合  

現状確認により差し支えないと認められた場合は、

2-2に定める中間検査の内容まで検査の一部を省略して

よい。  

2-5-5 ６年船舶が５年船舶になった場合又は５年船舶が６年船舶に

なった場合の定期検査  

(1) ６年船舶が新たに５年船舶になった場合又は５年船舶が

新たに６年船舶になった場合の定期検査の方法については、

当該検査の前に実施された検査の時期及び内容を審査し、

差し支えないと認める事項について精密な検査を省略して

差し支えない。  

(2) (1)において、精密な検査を省略することが適当でない場

合であっても、当該定期検査において行うべき事項の一部

について特に差し支えないと認める場合には、通常、当該

小型船舶が正しい間隔で検査を受ける場合の当該事項につ

いての検査の間隔を超えない範囲内において、これを延期

することとして差し支えない。  

2-5-6 機関の検査の特例  

(1) 機関を当該小型船舶に初めて設置する場合の検査の特例  

機関を当該小型船舶に初めて設置する場合の検査の特例

は当該機関の区分により次によること。  

(ⅰ ) 新造機関  

【5】  

【5】

【25】  
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製造時に検査を受けていない新造機関であって (ｲ)に

該当することが確認された機関の検査は、 (ﾛ)によるこ

ととして差し支えない。  

(ｲ) 管海官庁の設計検査に合格した機関又は量産物件

として機構の設計検査に合格している機関と同型で

あること。  

(ﾛ) 2-1-4(2)の陸上試運転に代えて、小型船舶に設置

後連続最大出力で２時間以上の海上運転を行い異

常のないことを確認すること。ただし、海上試運

転において、異常のあったものは、解放検査をお

こなうこと。  

(ⅱ ) 中古機関  

次のいずれかに該当することが確認された中古機関

であって、当該機関の過去の使用年数、整備の内容等

を調査、検討した結果適当と判断されたものについて

は、設置される小型船舶の用途、航行上の条件に応じ

て検査の一部を省略して差し支えない。  

(ｲ) 管海官庁の設計検査に合格した機関又は量産物件

として機構の設計検査に合格している機関と同型の

機関であること。  

(ﾛ) 過去に管海官庁又は機構の検査 (臨時航行検査を

除く。 )を受検していた船舶に設置されていた機関

であること。  

(ﾊ) 過去に管海官庁又は機構の予備検査を受検したこ

とがある機関であること。  

(2) 稼働時間の短い機関の検査 (高速機関以外の機関 ) 

沿海区域以上を航行区域とする小型船舶 (旅客船及び沿岸

小型船舶等を除く )の主機又は補助機関 (付属する過給機及

び送風機並びに動力伝達装置を含む。 )(高速機関を除く。 )

であって、新造後又は前回実施した機関の解放 (表 2-5備考

2.*13に従い表 2-4｢機関 (1) 沿海区域以上を航行区域とす

【4】  

【5】  

【19】  

【25】  

【27】  

【 32】  
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る小型船舶 (旅客船に限る )の機関｣を参照して機関の主要部

分につき解放検査が実施されたもの又は『特定の保守整備

事業者』により附属書 [16]表 1.①又は②の保守整備として

実施されたものに限る。次項 (3)において同じ。 )の後の運

転時間が、今回検査の次の定期的検査までに 7,000時間 (船

外機にあっては 1,200時間。次項 (3)において同じ。 )を超え

ないと推定されるものについては、保守整備記録について

記載内容の確認及び事情聴取により審査し、定期的な保守

整備が適正確実に実施されていることが確認される場合に

は、解放検査を省略することができる。  

なお、運転時間の推定は、当該船舶の機関に備える積算

回転計又は回転時間計により確認される運転時間の実績か

ら年間平均稼働時間を算出することにより行うものとする。  

ただし、これらの計器が備え付けられていない場合又はこ

れらの計器による確認が困難な場合には、機関の運転時間

が確認できる日誌等により確認して差し支えない。  

(3) 稼働時間の短い機関の検査（高速機関）  

沿海区域以上を航行区域とする小型船舶 (旅客船及び沿岸

小型船舶等を除く )の小型船舶の主機又は補助機関 (付属す

る過給器及び送風機並びに動力伝達装置を含む。 )(高速機

関に限る。 )であって、新造後又は前回実施した機関の解放

の後の運転時間が 7,000時間を超えないものについては、保

守整備記録について記載内容の確認及び事情聴取により審

査し、定期的な保守整備が適正確実に実施されていること

が確認される場合には、解放検査を省略することができる。  

(参考 ) 高速機関とは、次の条件式を同時に満足する内燃機関

をいう。  

(1) ｽﾄﾛｰｸ(mm)×連続最大回転数 (rpm) ×連続最大回転

数 (rpm)の値が 1.62×10 8 以上  

(2) π×ｸﾗﾝｸ軸のｼﾞｬｰﾅﾙの径 (mm)×連続最大回転数

(rpm)の値が 3.6×10 5 以上  

【25】 

【27】 

【 32】  
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(4) 内燃機関の解放検査の特例  

(ⅰ ) 沿海区域以上を航行区域とする小型船舶 (旅客船に限

る )の定期検査において、内燃機関のｼﾘﾝﾀﾞﾗｲﾅの取り出

しは、４ｼﾘﾝﾀﾞ又はその端数ごとに１個取り出した状態

で行う。ただし、清水冷却又は出力 257kW（ 350PS）未

満の内燃機関（製造後９年経過したものを除く。）に

使用するものにあっては、取り出さない状態でよい。  

また、清水冷却の内燃機関で製造後９年経過したも

のであっても冷却水管理を行っているものは、その記

録から判断して差し支えないと認められる場合には取

り出さなくてもよい。  

(ⅱ ) 内燃機関であって、上記 (2)～ (3)に該当する場合を

除き、当該機関の製造実績、使用実績、検査実績等を考

慮して施行規則第 24条第２号又は第 25条第１項第２号に

規定する検査の準備を行う必要がないと認めるものにつ

いては、同規定にかかわらず、検査の準備の一部又は全

部を省略して差し支えない。  

 なお、この場合必要な資料を添えて、本部に伺いでる

こと。  

(5) 稼働時間の短い機関の検査（旅客船の機関）  

稼働時間の短い旅客船 (沿岸区域又は２時間限定沿海区域

を超えて航行するものに限る。 )の主機又は補助機関 (附属

する過給器及び送風機並びに動力伝達装置を含む。 )であっ

て次の (ⅰ )から (ⅲ )までの全ての条件を満たす場合には、

使用時間によって定めた検査要領によることができる。こ

の場合、定期検査の方法に従って行う解放検査の間隔は (2)

又は (3)を準用する。なお、検査要領を定める場合は、意見

を添えて本部に伺い出ること。  

(ⅰ ) 積算回転計又は回転時間計等で使用時間を確認でき

ること。  

(ⅱ ) ２基２軸以上、又はｽﾍﾟｱｴﾝｼﾞﾝを有していること。  

【5】 

【11】 

【21】

【25】 

【27】  

 

【5】  

【20】  

【25】  
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(ⅲ ) 機関の点検整備基準に基づき定期的な点検整備を行

っていること。  

(6) 『特定の保守整備事業者』が保守整備した主機等の検査

の特例  

沿海区域以上を航行区域とする小型船舶 (旅客船及び沿岸

小型船舶等を除く )の主機等のうち、附属書 [16]の表に基づ

き定期的な保守整備が適正確実に実施されていること (主機

及び補助機関については、当該機関の型式に係る保守整備

要領書も参照して実施されていること )が、当該主機等に係

る保守整備記録の記載内容及び事情聴取により確認された

ものであって、『特定の保守整備事業者』が、定期的検査

の時期の直前６ヶ月以内に次に掲げるいずれかの内容で保

守整備したものについては、解放検査を省略することがで

きる。  

(ⅰ ) 附属書 [16]表 1.①又は②に定める保守整備  

(ⅱ ) 表 2-4「機関 (2)」に定める定期的検査の解放準備項

目による保守整備  

2-5-7 電気設備の検査等の特例  

(1) 供給電圧が 35V以下で船質が FRP、ｺﾞﾑ等不導体の船舶は外

観検査により差し支えないと認められる場合は絶縁抵抗試

験を省略してよい。  

(2) (1)以外の船舶にあっては、次の (ｲ)から (ﾊ)に該当しない

場合に限り第２回以降の定期検査において外観検査により

絶縁抵抗試験を省略できる。  

(ｲ) 沿海区域以上を航行区域とする小型船舶 (沿岸小型船

舶等を除く。 ) 

(ﾛ) 沿岸小型船舶等 (旅客船に限る。 ) 

(ﾊ) 小型兼用船 (12海里を超える水域で漁ろうに従事する

ものに限る。 ) 

(3) 管海官庁が発行した｢船舶電気ぎ装工事基準適合証明書｣

を受有する業者が行った電気機器のぎ装工事等については、

当該工事等にかかる試験及び検査の成績書の記載内容から判

【1】【14】【28】 

【28】  

【20】  

 

【25】  
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断して、技術基準に適合していると認められる範囲内におい

て、次の検査の立ち会いを省略して差し支えない。  

なお、この取り扱いは定期的検査においては当該工事等が

船舶検査前 30 日以内に行われた場合に適用する。  

(ⅰ ) 第１回定期検査の場合  

2-1-4(3)(ⅱ )(ﾄ)3)及び 4)に掲げる項目  

(ⅱ ) 定期的検査の場合  

検査の実施内容 (表 2-5)の電気設備に係る項目  

2-5-8 特殊小型船舶の検査等の特例  

特殊小型船舶 (水上ｵｰﾄﾊﾞｲ及び推進機関付ｻｰﾌﾗｲﾀﾞｰをいう。

以下同じ。 )の検査等の特例については、附属書 [14]に定める

とおりとする。  

2-5-9 開発艇の臨時航行検査の特例  

開発艇 (量産を前提とする設計又は新たに開発された技術を

基礎とする設計に基づき、十分な能力、実績等を有する事業者

により建造され、専らその設計について実証試験による性能評

価を行うための試験航行を行う艇 )の臨時航行検査の特例につ

いては、附属書 [15]に定めるとおりとする。  

2-5-10 その他の定期的検査の特例  

(1) 定期的検査の直前６ヶ月以内に法に基づく検査を行って

いる場合の検査の特例  

 本細則に基づき小型船舶の定期的検査の方法を定めるに

あたっては、当該小型船舶について当該定期的検査の前６

ヶ月以内に法に基づく検査を行っている場合には、当該定

期的検査の直前に行われた検査の内容を審査して差し支え

ないと認める事項については、これを省略することができ

る。  

(2) 近海区域以上を航行区域とする小型船舶の検査の特例  

 母船を中心とする限定された近海区域以上の航行区域を

有する搭載艇の定期的検査にあっては、２時間限定沿海小

型船舶に対する検査の方法によることとして差し支えない。  

(3) 中間検査において、ﾋﾟｯﾁを変更する機構を有するﾌﾟﾛﾍﾟﾗ

【6】  

【17】  

【17】  

【20】  
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のﾌﾟﾛﾍﾟﾗ内部の変節機構又は回転部分の検査を行う場合に

取り外す羽根は１枚とする。  

(4) 検査の準備において主機及び補助機関の解放を省略され

た小型船舶 (2-5-6(2)、 (3)による場合を含む。 )にあっては

以下の検査の準備にあっても省略して差し支えない。  

(ⅰ ) 燃料油装置のﾎﾟﾝﾌﾟのﾌﾟﾗﾝｼﾞｬ、歯車その他の作動部

分の解放。  

(ⅱ ) 油こし器の解放。  

(ⅲ ) 空気圧縮機のｼﾘﾝﾀﾞｶﾊﾞｰの取り外し及び弁箱の解放。  

(ⅳ ) 過給機の解放 (過給機の羽根車及び軸の取り出し、ﾀｰ

ﾋﾞﾝ車室のｶﾊﾞｰの取り外し。 )。  

(ⅴ ) 冷却装置及び潤滑油装置のﾎﾟﾝﾌﾟ(注油器を除く。 )の

ﾌﾟﾗﾝｼﾞｬ、ﾋﾟｽﾄﾝ、羽根車その他の作動部分の取り出し

及び弁箱の解放並びに海水こし器、冷却器及び油こし

器の解放。  

(ⅵ ) 動力ﾋﾞﾙｼﾞﾎﾟﾝﾌﾟのﾌﾟﾗﾝｼﾞｬ、ﾋﾟｽﾄﾝ、羽根車その他の

作動部の取り出し及び弁箱の解放。  

(5) 空気圧縮機、ﾎﾟﾝﾌﾟ、熱交換器及びこし器については解放

整備の記録等を調査し、差し支えないと認められる場合に

は解放検査の立合いを省略することができる。  

(6) 貨物油ﾎﾟﾝﾌﾟについては、点検穴等から内部の状態が確認

でき、異常がない場合は、解放検査を省略することができ

る。また、保守整備の記録等を調査し、差し支えないと認

められる場合は解放検査の立合いを省略することができる。  

(7) 総ﾄﾝ数５ﾄﾝ以上の旅客船の小型船舶用膨脹式救命いかだ

等の中間検査については以下によること。  

(ⅰ ) 小型船舶用膨脹式救命いかだ及び小型船舶用膨脹式

救命浮器、小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示

無線標識装置、小型船舶用ﾚｰﾀﾞｰ･ﾄﾗﾝｽﾎﾟﾝﾀﾞｰ、小型船

舶用捜索救助用位置指示送信装置、持運び式双方向無

線電話装置、ﾃﾞｼﾞﾀﾙ選択呼出装置及びﾃﾞｼﾞﾀﾙ選択呼出

聴守装置にあっては、それぞれ附属書 [7-1]、附属書

【5】  

【19】  

【25】  

 

【5】  

【5】  

【5】【8】 

【13】【28】 
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[7-2]、附属書 [8]、附属書 [9]、附属書 [10]、附属書

[11]及び附属書 [12]に従って定期検査後２回目又は３

回目の中間検査のいずれかの時期に１回整備を行えば、

他の中間検査には積み付けられた状態での外観検査に

留めて差し支えない。  

(ⅱ ) 自動離脱装置にあっては、定期検査後２回目又は３

回目の中間検査のいずれかの時期に１回外観検査及び

作動試験を行えば、他の中間検査においては外観検査

に留めて差し支えない。  

(ⅲ ) 小型船舶用膨脹式救命胴衣及び小型船舶用膨脹式救

命浮き輪にあっては、定期検査後２回目又は３回目の

中間検査のいずれかの時期に１回附属書 [7-3]に従っ

て検査を行えば、他の中間検査においては、外観検査

及びｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞの検量に留めて差し支えない。  
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第３章  予備検査等の実施方法  

予備検査及び認定物件に係る検査の方法は、本章の規定によること。  

3-1 製造に係る予備検査  

3-1-1 製造に係る予備検査は、当該物件に係る 2-1に定める方法に準

じて行うものとすること。  

3-1-2 予備検査を実施したときは、次により検印を打刻すること。  

(1) 検印  

証印、略符及び検査番号又は略符及び検査番号をいう。  

(2) 検査番号  

(ⅰ ) 支部ごとに [例 1]のとおり西暦年の下二桁の数の次に

毎年１月１日から新たに１から始まる一貫番号で定める

こと。  

[例 1]平成６年  941,942……… 9410 

(ⅱ ) 管内に量産艇体等の製造者等を有する支部にあっては、

(ⅰ )にかかわらず [例 2]のように製造者等毎に検査番号

を定めることとして差し支えない。  

[例 2]A社  941001,941002……… 941010 

   B社  942001,942002……… 942010 

(ⅲ ) 同一申請により同一物件を２個以上検査したときの検

査番号は、 [例 3]によること。  

[例 3]ｼﾘﾝﾀﾞ５個 945、 946……………… 949 

(3) 検印の打刻  

(ⅰ ) 証印は、同一検査番号のものに１つのみﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ付近

等のできる限り見やすい場所に [例 4]のように付すこと。

この場合、検査の前提条件のある物件は、その条件 (制

限圧力、定格値、最高使用温度、回転数、機関の出力、

最大ﾄﾙｸ、最大ﾄﾙｸ変動率、減速比、使用荷重等 )をﾈｰﾑﾌﾟ

ﾚｰﾄ又は本体に打刻すること。  

 

[例 4]   945 

【 3】  
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(ⅱ ) 証印を付した場所以外の部分には、 [例 5]のように検

印を打刻すること。  

[例 5]  945 

(4) 検印の打刻場所  

検印は、表 3-1の例を参考にして強度に影響の及ぼすこと

のない適当な場所に打刻すること。  

表 3-1 

物件  打刻場所  

船体  船体中央部右げん側  

膨脹式救命いかだ  表面  

小型船舶用救命浮器  表面  

小型船舶用救命浮環  表面  

内燃機関、船内外機  ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ付近  

船外機  ｴﾝｼﾞﾝｶﾊﾞｰ(下部 )の適当な場所  

排気ﾀｰﾋﾞﾝ過給機  ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ付近  

軸系  ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞの周囲 (一体型ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ

のないものは軸端 ) 

空気圧縮機  ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ付近  

備考  

(1) 補助機関として使用する内燃機関で連続最大出力

37kW(50PS)のものにあっては、ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ付近及びｸﾗﾝｸ軸の

みとし他の部分は省略してよい。  

(2) 打刻できないものにあっては、適宜ｺﾞﾑ印等を使用してよ

い。  

(3) 証印を含まない検印にあっては、打刻できない場合はこ

れを省略してもよい。  

(4) 上表中、内燃機関、船内外機のﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ付近への打刻に

ついては、次の点に注意すること。  

(ⅰ ) 申請者を管轄する支部が申請者と相談のうえ、各型

式毎に検印を見やすい位置に表示するよう指導する。  

【 5】  

【 11】  
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(ⅱ ) 検印を表示する位置は、図 3-1に示す位置が望まし

いが、見にくい場合は、ﾀﾍﾟｯﾄｶﾊﾞｰ(ｼﾘﾝﾀﾞｶﾊﾞｰの覆い )

の上面、油冷却器の適当な位置としてもよい。 (検印

は、ﾒｰｶｰのﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ付近が望ましいが、必ずしもこれ

に拘束されなくともよい。 ) 

 

図 3-1 

(ⅲ ) 検印を付すﾌﾟﾚｰﾄにはできるだけ、機関型式及び機

関番号を合わせて付すよう指導する。  

(ⅳ ) 予備検査成績表の備考欄に検印及びﾒｰｶｰのﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ

の表示位置を付記するよう指導する。  

(ⅴ ) 減速機又は逆転機を単体で予備検査を受けて出荷す

るﾒｰｶｰ、代理店等についても前 (ⅰ )、 (ⅲ )及び (ⅳ )の

指導を行う。この場合の検印の表示位置は、減速機又

は逆転機のｹｰｼﾝｸﾞ上面 (点検用のふたを除く。 )の見や

すい位置とする。  

(5) 検印の抹消等  

検印を取消す必要のあるときは、これを抹消するか又はそ

の位置に重ねて×印を打刻すること。  

(6) 成績表  

検査に合格した場合は、船外機等検査の前提条件を考慮す

る必要がない物件を除き、申請者より当該物件の主要目及び

検印、検査の前提条件等検査に関する事項を記載した成績表

の提出を求め、該当支部の略符印を押印し返却のうえ、当該

物件に必ず添付し、次の受検支部に提出するよう指導するこ

と。なお、船体に係る予備検査であって、船体識別番号を打

刻している場合は、成績表に船体識別番号を記載するよう指

導すること。  

【5】【14】 
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3-2 量産物件の製造に係る予備検査  

3-2-1 通則  

(1) 製造に係る予備検査を実施する物件のうち、量産物件とし

て本部が構造等の承認又は設計承認を行ったものの予備検査

の方法は、工場の能力、実績等を考慮して本節の規定による

ことができる。  

なお、 3-2-2以下に示す物件以外の量産物件の予備検査の

方法は、別途本部からの指示によること。  

(2) 年間受検台数は、前年 (度 )の実績又は当該年 (度 )の確実な

資料を基に算定すること。  

3-2-2 量産船体 (FRP製船体、軽合金製船体及び膨脹式ﾎﾞｰﾄに限る。 ) 

(1) 予備検査を受ける最初の艇体 (以下｢ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟ｣という。 )に

つき次の検査を行う。また、艇体のみで出荷される場合以外

の場合は、機関ぎ装、電機配線、ビルジ配管等に関する書類

についても設計検査を行うこと。  

ただし、膨脹式ﾎﾞｰﾄについては、｢膨脹式ﾎﾞｰﾄ特殊基準｣

[Ⅲ ]２．によること。  

なお、｢膨脹式ﾎﾞｰﾄ特殊基準｣[Ⅲ ]２．の適用にあたっては、

｢(6)主要寸法計測｣は、仕様書及び図面どおりであることを

確認することとし、｢(8)海上試運転｣中、速力試験及び操舵

試験は各出力で行うこと。  

(ⅰ ) 設計検査  

2-1-2(1)の規定を準用する。  

(ⅱ ) 検査の実施  

2-1-4に従い次の各項目につき検査を行い、異常のな

いことを確認すること。  

(ｲ) 船体構造の検査  

船体が設計図面等の提出書類に記載された内容の

とおりに良好に建造されていることを確認する。  

(ﾛ) 強度試験及び海上試運転  

1) ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟにつき細則第１編 5.0(b)により強度試

験を行い併せて主要寸法 (船の長さ、船の幅及び船

【 5】  

【8】【11】 

【5】 

【15】【23】 
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の深さ )、質量、及び中央部船側外板の各げん１ヶ

所及び甲板１ヶ所の板厚を計測する。  

2) 海上試運転は、 2-1-4(5)によることとなってい

るが、量産艇体の場合は速力試験、操舵
だ

性能等は、

各出力で行うこと。  

(ﾊ) 風雨密試験又は水密試験  

出入口、ﾊｯﾁ、窓等の閉鎖装置の風密性又は水密性

を検査する。  

(ﾆ) 外観検査  

ﾊﾝﾏﾘﾝｸﾞ、目視により外観を検査する。  

(ﾎ) その他  

設計図面等の提出書類に記載された事項について

確認すること。  

(2) ２番艇以降のものの検査 (膨脹式ﾎﾞｰﾄを除く。 ) 

各型式毎に次の項目につき検査を行い、異常のないことを

確認すること。ただし、不合格となった検査項目については、

当分の間全艇につき検査を行うこと。  

(ⅰ ) 年間の総受検隻数が 500隻以上ある工場の場合  

(ｲ) １艇毎に主要寸法を計測し、 ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟの設計承認図

面等のﾃﾞｰﾀと比較し、表 3-2の基準値内にあることを

確認する。  

   表 3-2 

検  査  項  目  判  定  基  準  

 L ±1/150以内  

主要寸法計測  B ±1/100以内  

 D ±1/50以内  

(ﾛ) 基準値をはずれるものについては、強度試験を行

い合否を決定する。  

(ﾊ) 抜き取り (10隻毎に１隻 )により風雨密性又は水密

性が要求される出入口、ﾊｯﾁ、窓等についてﾎｰｽﾃｽﾄ又

はｼｬﾜｰﾃｽﾄを行い風雨密性又は水密性の確認を行う。  

(ﾆ) 抜き取り (20隻毎に１隻 )により板厚計測 (判定基準 【 1】  

【30】 

【1】

【30】 

【 4】  

【23】 
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は ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟの設計承認図面等の船体板厚の +20%から -

10%までの範囲 )及び船体質量計測 (判定基準は ﾌﾟﾛﾄﾀｲ

ﾌﾟの設計承認図面等の船体質量の±13%以内 )を行う。  

(ⅱ ) 年間の総受検隻数が 500隻未満の工場の場合  

(ｲ) １艇毎に主要寸法を計測し、強度試験を行った ﾌﾟﾛ

ﾄﾀｲﾌﾟの設計承認図面等のﾃﾞｰﾀと比較し、表 3-2の基準

値内にあることを確認する。  

(ﾛ) 基準値をはずれるものについては、強度試験を行

い合否を決定する。  

(ﾊ) 抜き取り (５隻毎に１隻 )により風雨密性又は水密

性が要求される出入口、ﾊｯﾁ、窓等についてﾎｰｽﾃｽﾄ又

はｼｬﾜｰﾃｽﾄを行い風雨密性又は水密性の確認を行う。  

(ﾆ) 抜き取り (10隻毎に１隻 )により板厚計測 (判定基準

は ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟの設計承認図面等の船体板厚の +20%から -

10%までの範囲 )及び船体質量計測 (判定基準は ﾌﾟﾛﾄﾀｲ

ﾌﾟの設計承認図面等の船体質量の±13%以内 )を行う。  

(ⅲ ) 工場の能力、実績等を考慮して差し支えないと本部が

認める場合は、次によることができる。  

抜き取り (20隻毎に１隻 )により主要寸法、質量及び板

厚を計測し、強度試験を行った ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟの設計承認図面

等のﾃﾞｰﾀと比較し、基準値内にあることを確認する。  

(3) ２番艇以降のものの検査 (膨脹式ﾎﾞｰﾄに限る。 ) 

各型式毎に次の項目につき検査を行い、異常のないことを

確認すること。  

(ⅰ ) １艇毎に以下の検査を行う。  

(ｲ) 設計圧力で膨脹させ、気密性の確認及び主要寸法

の計測を行い、仕様書及び図面どおりであることを

確認する。  

(ﾛ) 外観検査において、有為な傷がないことを確認す

るとともに、型式及び製造番号を確認する。  

(ⅱ ) 工場の能力、実績等を考慮して差し支えないと本部が

認める場合は、抜き取り (20艇毎に１艇 )により (ⅰ )(ｲ)

【 1】  

【30】 

【 1】  

【30】 

【 4】  

【23】 

【30】 
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及び (ﾛ)の検査を行い、その他については、原則として

展張状態で (ⅰ )(ﾛ)の検査によることができる。  

ただし、不合格となった検査項目については、当分の

間全艇につき検査を行うこと。  

3-2-3 量産機関  

(1) 予備検査を受ける最初の機関につき次の検査を行う。  

(ⅰ ) 設計検査  

2-1-2(1)の規定を準用する。  

(ⅱ ) 検査の実施  

(ｲ) 耐久試験 (強度計算を行うための資料がないもの又

は強度計算に適合しないもの )を行う。ただし、耐久

試験において異常のあったものは解放検査を行い、

ﾋﾟｽﾄﾝ、ｼﾘﾝﾀﾞﾗｲﾅ、ｸﾗﾝｸ軸等 (以下｢主要部｣という。 )

に焼き付き、欠損等の有無を確認する。  

なお、機関の製造販売実績、工場の品質管理体制

等を考慮して差し支えないと本部が認める場合は、

製造者の行なった耐久試験成績書 (社内運転成績書を

含む。 )により確認して差し支えない。  

(ﾛ) 強度計算書により強度を確認したものについては、

陸上試運転を行う。ただし、試運転において異常の

あったものは解放検査を行い、主要部に焼き付き、

欠損等の有無を確認する。  

(ﾊ) 大量生産品の品質管理が行われている同一設計で

連続大量生産されている機関については、次を考慮

して差支えないと本部が認める場合にあっては、 3)

に規定する社内試運転成績書を予備検査を受検する

機関各機について提出することにより、 (ﾛ)に規定さ

れる陸上試運転を省略することができる。  

なお、提出した書類に虚偽が発見された場合及び

重大な不具合が発生し本検査の方法を適用すること

が不適切判断された場合は、この取り扱いは中止す

【 19】  

【 19】  

【 21】【 31】  
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るものとする。  

1) 同一設計の機種の年間生産台数 (新設計の機種の

場合は年間生産予定台数 )が年間 500 台数以上であ

ること。なお、年間生産台数が 500 台未満のもの

であっても、製造者の作成した「生産計画等」の

資料により累計生産台数が 500 台を超える実績が

ある場合であって、工場の品質管理体制等を考慮

して差し支えないと本部が認める場合にあっては、

本規定を適用することができる。  

｢同一設計の機種｣とは、船内機にあっては気筒

のﾎﾞｱ、ｽﾄﾛｰｸ、数及び配置並びにｸﾗﾝｸ軸の材料及

び寸法が同一である機種を、船内外機･船外機にあ

ってはこれらに加えてｱｳﾄﾄﾞﾗｲﾌﾞ装置が同一 (回転

方向が正転及び逆転の違いは同一として取り扱う )

である機種を、動力伝達装置及び軸系にあっては

歯車及び軸の材料及び寸法が同一である機種をい

う。  

｢年間生産台数｣とは、複数の工場 (海外の工場を

含む )における合計の生産台数 (日本向け･輸出向け、

陸上用・舶用の全てを含む。 )をいう。  

                 「工場の品質管理体制等」の確認については、

ISO9001 による品質ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑの認証制度に係る

審査登録機関による登録を受けていることの確認

を標準とする。なお、 ISO9001 の審査登録機関によ

る登録を受けていない事業者であっても、同等の

品質管理体制が構築されていることが確認できる

場合、認めて差し支えない。  

2) 社内試運転方法及び社内判定基準  

3) 試験実施期日及び当該機関が生産された工場の

担当責任者の署名 (ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｼｽﾃﾑにより出力される

試験成績書の場合は、当該成績書を出力して提出

【 26】  

【 30】  



2 編 -3 章 -9 

する担当責任者の署名又は印 )が記入されている社

内試運転成績書が予備検査を受検する機関各機に

ついて提出することが可能であること。  

(2) ２番機以降のものの検査  

類似の種類毎に次の項目につき検査を行い、異常のない

ことを確認すること。  

ただし、不合格となった検査項目については、当分の間

全機関につき検査を行うこと。  

(ⅰ ) 年間の受検台数が 1,000台以上ある工場の場合  

(ｲ) 抜き取り (10台毎に１台 )により陸上試運転を行い、

所定の性能があることを確認する。  

(ﾛ) 陸上試運転において異常のあったものは解放検査

を行い、主要部に焼き付き、欠損等の有無を確認す

る。  

(ⅱ ) 年間の受検台数が 1,000台未満の工場の場合  

(ｲ) 抜き取り (５台毎に１台 )により陸上試運転を行い、

所定の性能があることを確認する。  

(ﾛ) 陸上試運転において異常のあったものは解放検査

を行い、主要部に焼き付き、欠損等の有無を確認す

る。  

(ⅲ ) 工場の能力、実績等を考慮して差し支えないと本部

が認める場合は、次によることができる。  

(ｲ) (ⅰ )に該当する工場の場合  

1) 抜き取り (20台毎に１台 )により陸上試運転を行

い、所定の性能があることを確認する。  

2) 解放検査は、陸上試運転において異常のあった

場合に行い、主要部に焼き付き、欠損等の有無を

確認する。  

(ﾛ) (ⅱ )に該当する工場の場合  

1) 抜き取り (10台毎に１台 )により陸上試運転を行

い、所定の性能があることを確認する。  

【 19】  

【 19】  

【 19】  

【 19】  
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2) 解放検査は、陸上試運転において異常のあった

場合に行い、主要部に焼き付き、欠損等の有無を

確認する。  

(ⅳ ) (1)(ⅱ )(ﾊ)の規定は、 (ⅰ )、 (ⅱ )及び（ⅲ）に規定

する陸上試運転について準用する。  

3-2-4 量産小型船舶用膨脹式救命いかだ  

(1) 予備検査を受ける最初の小型船舶用膨脹式救命いかだ (以

下｢いかだ｣という。 )につき、次の検査を行う。  

なお、枠内は判定基準を示す。  

(ⅰ ) 設計の検査  

いかだの構造及び配置並びに材料を示す書類一式の提

出を求め、小安則第 46条から第 48条までの規定に適合し

ているかどうかを検査すること。  

(ⅱ ) 製品の検査  

(ｲ) 外観検査 (本体 ) 

収納袋からいかだを取り出した状態でいかだ本体

の現状を検査すること。  

(ﾛ) 表示 (ｺﾝﾃﾅ、本体 ) 

いかだ本体及びｺﾝﾃﾅの表示を確認すること。  

 小安則第 64条の規定に適合した表示であ

ること。  

(ﾊ) 耐圧試験 (本体 ) 

0.0266MPa(200mmHg)の空気圧を加えて 10分後の内

圧 (温度補正を行ったもの )を測定すること。  

1. 破裂、はがれ、局部膨脹等の異常がな

いこと。  

2. 内圧は原圧の 95%以上であること。  

(ﾆ) 主気室漏えい試験 (本体 ) 

0.0133MPa(100mmHg)の空気圧を加えて１時間後及

び 24時間後の内圧 (いずれも温度補正を行ったもの )

を測定すること。  

【 11】  

【 21】  
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1. １時間後で内圧の低下がないこと。  

2. 24時間後で内圧が原圧の 90%以上であ

ること。  

(ﾎ) 作動膨脹試験 (本体 ) 

ｺﾝﾃﾅから取り出したいかだ (袋に収納し、床上にお

いた状態とする。 )の作動索を作動させて膨脹し、炭

酸ｶﾞｽ容器破壊弁の解放後、膨脹するまでの時間及び

６分後の気室の内圧を測定すること。  

1. 常温で 30秒以内に膨脹し、損傷等の異

常がないこと。  

2. ６分後の気室内圧は設計圧力であるこ

と。  

(ﾍ) 主要寸法の計測 (本体 ) 

いかだ本体の外径、内径及び高さを計測すること。  

 図面どおりであること。  

(ﾄ) 天幕の色調 (本体 ) 

色見本と現物を照合すること。  

 細則第１編 46.1(a)に適合すること。  

(ﾁ) 気密試験 (自動ｶﾞｽ充てん装置 ) 

所定量のｶﾞｽを充てんした炭酸ｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞを 45℃の水

中に 40分間浸漬すること。  

 漏れないこと。  

(ﾘ) 炭酸ｶﾞｽ容器の耐圧試験 (自動ｶﾞｽ充てん装置 ) 

高圧ｶﾞｽ取締法による高圧ｶﾞｽ容器証明書を閲覧す

ること。  

 耐圧試験に合格していることを確認する

こと。  

(ﾇ) 封板破壊圧力測定 (自動ｶﾞｽ充てん装置 ) 

水圧試験機を使用して封板に水圧を徐々に加え、

破壊したときの圧力を測定すること。  
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 破壊圧力が、ﾎﾞﾝﾍﾞの耐圧試験圧力の 80% 

(+20%/-0%)であること。  

(ﾙ) 破壊弁作動試験 (自動ｶﾞｽ充てん装置 ) 

炭酸ｶﾞｽ容器を固定し、作動索を徐々に引っ張り、

封板が破壊するときの張力を測定すること。  

 作動索の張力が 54～ 150N(６～ 15kgf)で

破壊すること。  

(ｦ) ぎ装品の検査  

数、品質、包装及び収納状態の良否をﾁｪｯｸするこ

と。  

(ⅲ ) 材料試験  

製品に使用されている材料と同一の材料により次の試

験を行うこと。  

(ｲ) 引張試験 (気室布、床布、天幕布 ) 

幅50mm、長さ300mmの試験片を経緯各方向毎に５枚

採取し、つかみ間隔200mmとして毎分150mm～300mmの

速度で引っ張り、破断強さを測定すること。 

 破断強さは次の基準に適合すること。  

 気室布 :0.98kN(100kgf)以上  

床布 :1.5kN(150kgf)以上  

 天幕布 :390N(40kgf)以上  

(ﾛ) 接着力試験 (気室布、床布、天幕布 ) 

25mm幅に累接した接着部を中央に有する幅 50mm、

長さ 300mmの試験片を経緯各方向毎に５枚採取し、つ

かみ間隔 200mmとして毎分 150mm～ 300mmの速度で引っ

張り、接着部の強さを調べること。  

 接着部以外で切断すること。  

(ﾊ) 耐熱試験 (気室布、床布、天幕布 ) 

60mm角の試験片を３枚採取し、 130±２℃の恒温槽

内に１時間放置した後、すばやく 180゜折り重ね、異

常の有無を調べること。  

 粘着その他の異常がないこと。  
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(ﾆ) はく離試験  

幅 20mmの試験片をはく離試験機にかけ、二重布間

のはく離強さを測定すること。ただし、この試験は

二重布の場合のみ行う。  

 はく離強さは、 0.15MPa(1.5kgf/cm 2)以上

であること。  

(ﾎ) 引張試験 (索類 ) 

当該製品に使用されている材料と同一の材料によ

り、次の要領で試験を行うこと。  

各５本の試験片を採取し、つかみ間隔 200mm、引張

速度毎分 150mm～ 300mmで引っ張り、切断強度を測定

すること。  

前記と同数の試験を淡水中に 24時間浸漬した後、

前記と同様の試験を行い、切断強度を測定すること。  

 

 

 切断強度     

  浸漬前  浸漬後   

 救命索  2.0kN(200kgf)以上 原強の 80%以上   

 帯索  4.9kN(500kgf)以上 原強の 80%以上   

 もやい索  4.9kN(500kgf)以上 原強の 80%以上   

 作動索  3.0kN(300kgf)以上 原強の 80%以上   

 安全索  0.69～9.8kN(70～100kgf)以上   

     

(2) ２番目以降に製造されるものの検査  

各形式毎に次の項目につき検査を行い、異常のないことを

確認すること。  

ただし、不合格となった検査項目については、当分の間全

品につき検査を行うこと。  

(ⅰ ) 外観検査 (本体 )、表示 (ｺﾝﾃﾅ、本体 )、主要寸法の計測

(本体 )、色調 (本体 )、ぎ装品の検査及び炭酸ｶﾞｽ容器の

耐圧試験は全数について行うこと。  

(ⅱ ) 耐圧試験、主気室漏えい試験及び作動膨脹試験は、同
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一型式のいかだ 10個について作動膨脹試験、その他のも

のについて、耐圧試験及び主気室漏えい試験。  

(ⅲ ) 自動ｶﾞｽ充てん装置の封板破壊圧力測定、破壊弁作動

試験及び気密試験は、同一型式のいかだ 10個のうち１個

のいかだについて行うこと。  

(ⅳ ) 材料試験については、ﾒｰｶｰで製造工程中において、ﾛｯ

ﾄ毎に定期的に実施されている当該試験の結果で、その

内容が差し支えないと認められるものは、当該書類の調

査に代えてよい。  

3-2-5 量産小型船舶用救命浮器  

(1) 量産型の小型船舶用膨脹式救命浮器 (以下｢膨脹式浮器｣と

いう。 )の予備検査の方法は、 3-2-4を準用する。  

この場合において、 3-2-4中｢小安則第 46条から第 48条ま

で｣とあるのは、｢小安則第 49条及び第 50条｣と読み替える。  

また、設計承認にあたっては、提出資料に当該型式の膨脹

式浮器の整備要領書及び取扱説明書を含むものとする。  

(2) 量産型の小型船舶用固型式救命浮器 (以下｢固型式浮器｣と

いう。 )の予備検査の方法は次による。  

(ⅰ ) 予備検査を受ける最初の固型式浮器につき次の検査を

行う。  

なお、枠内は判定基準を示す。  

(ｲ) 設計の検査  

固型式浮器の構造及び配置並びに材料等を示す書

類一式の提出を求め、小安則第 49条及び第 50条の規

定に適合しているかどうか検査すること。  

(ﾛ) 製品の検査  

1) 色調  

色見本と現物を照合すること。  

 細則第１編 46.1(a)に適合すること。  

2) 投下試験  

５ mの高さから水面に自然落下させ、異常の有無

を調べること。  

【 11】  
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 損傷等の異常がないこと。  

3) 浮力試験  

製品の初期浮力を測定し、定員に相当する鉄片

質量 (定員１人当り 7.5kg)を吊り下げ、 24時間後の

浮力を測定すること。  

 初期 :+10%、 24時間後 :-5% 

 ただし、 7.5kg×定員以上であること。  

4) 安定性試験  

任意の一辺 (円形のものは 1/4周辺 )の救命索の握

り部の中心毎に、 7.5kgの鉄片質量を吊り下げたと

きの乾げんを調べること。  

 上面の各部が水面下にならないこと。  

5) 寸法及び質量計測  

製品について縦、横及び高さを計測し、はかり

を用いて重量を測定すること。  

 寸法 :±5%、質量 :±10% 

6) 表示  

浮器の表示を確認すること。  

 小安則第 64条の規定に適合した表示であ

ること。  

7) 目視検査  

製品について、ﾛｰﾌﾟの取り付けの良否等を目視

により検査すること。  

(ﾊ) 材料の試験  

1) 部材の強度試験  

製品について、索類の引張試験を行い、強さを

計測すること。ただし、当該製品に使用されてい

る部材と同一と認められる他の部材で試験するこ

とができる。  
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 切断強度     

  浸漬前  浸漬後   

 つかみ索  2.0kN(200kgf)以上 原強の 80%以上   

 もやい索  4.9kN(500kgf)以上 原強の 80%以上   

     

2) 内部浮体の品質及び浮力  

製品から内部浮体を取り出し、初期浮力を計測

し、耐油試験後の浮力を測定すること。  

(ⅱ ) ２番目以降に製造されるものの検査  

各型式毎に次の項目につき検査を行い異常のないこと

を確認すること。  

ただし、不合格となった検査項目については、必要と

判断される期間は全品につき検査を行うこと。  

(ｲ) 色調、表示及び目視検査は、全数について行うこと。 

(ﾛ) 投下試験、浮力試験、安定性試験並びに寸法及び

質量計測は、同一型式の固型式浮器 10個又はその端

数につき１個の固型式浮器について行うこと。  

 

3-3 改造･整備に係る予備検査  

3-3-1 通則  

(1) 改造･整備に係る予備検査の方法は、 2-5-6(1)に定めると

ころによる。  

(2) 特に必要と認める場合は、 2-1に定めるところによる。  

(3) 検査の結果、必要と認めるときは、更に詳細な検査を行う

こととする。  

(4) 検査を行うに当たっては、検査着手前に検査の準備、臨検

箇所、臨検時期等について検査のｽｹｼﾞｭｰﾙを予め打ち合せて

おくこと。  

3-3-2 検印の打刻  

改造･整備に係る予備検査を実施したときは、次により検印を

打刻すること。  

【 5】  
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(1) 以前に予備検査を受けていないものにあっては、 3-1-2に

準ずること。  

(2) 以前に予備検査を受け検印を有するものも 3-1-2に準ずる

こと。この場合、従来の検印は新しい検印を付すのに妨げと

ならない限りそのままとすること。  

また、部分品を新替えした場合には、 [例 6]のように支部

の略付、検査番号を新替え部分に付すこと。  

[例 6] 修繕内燃機関を東京支部で検査し、ｸﾗﾝｸ軸を神戸支

部で予備検査した 9410の検査番号を有するものと取り

替えた場合  

予備検査の検印  945 

ｸﾗﾝｸ軸の検印  9410× 945 

(3) 合格証明書を交付する場合には、当該物件の経歴がわかる

ように修繕内容を備考欄に記入すること。  

合格証明書を交付しない場合には、 3-1-2(6)の成績表に同

様のことを記入すること。  
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第４章  認定物件に係る検査  

4-1 認定物件に係る検査  

認定事業場において製造される認定物件について認定事業場におい

て行う検査の方法は、本章の規定によること。認定物件に係る検査を

行う場合は、 2-1の設計検査及び次の検査を行うこと。  

4-1-1 次に掲げる舶用品のうち、型式承認を受けていないものにあっ

ては、認定物件ごとに表 4-1の抽出数で次の検査を行うこと。  

(1) 小型船舶用火せん  

(ⅰ ) 光薬燃焼試験  

光薬を取り出して点火し、光炎光度、色度及び発光時

間を確認すること。  

(ⅱ ) 打上げ試験  

垂直方向に打ち上げ、上昇高度、軌跡、星火の数、発

光時間、燃焼状況及び打ち上げ者の安全性を確認するこ

と。  

(2) 信号紅炎  

(ⅰ ) 発光試験  

常温にて点火し、光度、炎色及び発光時間を確認する

こと。  

(ⅱ ) 作動試験  

常温にて、点火し、点火後 30秒間経過した時点で水面

下 100mmの深さに沈め、10秒間当該位置で保持した後取り

出し、 20秒間以上燃焼を継続することを確認すること。  

(ⅲ ) 浸漬試験  

水面下 10cmの深さに供試体を５分間点火準備完了の状

態で浸漬した後、取り出し、点火し、正常に燃焼するこ

とを確認すること。  

(ⅳ ) 火炎安全試験  

20℃～ 25℃の周囲温度において、１ m平方の正方形の皿

に水を張り、２ のﾍﾌﾟﾀﾝを注ぎ、その 1.2m上方で供試体

に点火し、供試体が安全に燃焼し終わるまでの間に、炎
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及び落下物によりﾍﾌﾟﾀﾝが点火しないことを確認するこ

と。  

(3) 小型船舶用信号紅炎  

(ⅰ ) 浸漬試験  

保存状態 (小型船舶に備え付ける状態 )で、軸を水平に

して水面下 30cmの水中に 15分間浸漬し、浸水しないこと

を確認する。  

(ⅱ ) 発光試験  

常温にて点火し、密度、炎色及び発光時間を確認する

こと。  

(4) 小型船舶用自己点火灯  

(ⅰ ) 光度試験  

点灯後光度及び発光時間を確認すること。  

(ⅱ ) 乾げん試験  

淡水中 15分間点灯後水面から光源までの高さを確認す

ること。  

(ⅲ ) 耐水試験 (発炎式に限る。 ) 

淡水中 10分間点灯後発炎口を水中に浸漬して放し、発

煙を続けることを確認すること。  

(ⅳ ) 防爆試験 (電池式に限る。 ) 

水素 40%、空気 60%の常圧混合ｶﾞｽを灯具内に入れ点火爆

発させ、構造及び機能に異常のないことを確認すること。 

(5) 小型船舶用自己発煙信号  

(ⅰ ) 発煙試験  

９ mの高さから水面に投下発煙させ色調及び発煙時間

を確認すること。  

(ⅱ ) 耐水試験  

淡水中 15秒間発煙後、発煙口を水中に浸漬して放し発

煙を続けることを確認すること。  

(ⅲ ) 煙濃度試験  

煙濃度試験機内で発煙させ煙の濃度を確認すること。  

(6) 発煙浮信号  
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(ⅰ ) 作動試験  

点火後 30℃の海水中に浮べ発煙時間、煙色及び点火状

態を確認すること。ただし、点火後１分間を経過した時

点で水面下 100mmの深さに沈め 10秒間当該状態で保持し、

その間の状態も確認すること。  

(ⅱ ) 浸漬試験  

水面下 10cmの深さに５分間発火準備完了状態で浸漬し

た後、作動することを確認する。  

(ⅲ ) 発煙濃度試験  

発煙させ、煙の濃度及び発煙時間を確認する。  

表 4-1 

月間の受検台数  100 200 500 1,000 2,000 5,000 

抽  出  数  ３  ４  ６  ８  10 15 

(注 ) 月間と同一抽出比率で週単位に代えてよい。  

4-1-2 4-1-1に掲げる舶用品以外の認定物件であって型式承認を受け

ていないものは、表 4-2の区分により以下 (1)、(2)に示す検査を行

うこと。  

表 4-2 

区分  型  式  物  件  の  名  称  

１  

新  型  受検初号機の内燃機関、ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ、船内外機、

船外機、排気ﾀｰﾋﾞﾝ過給機、縦軸推進装置、ｳｫｰ

ﾀｰｼﾞｪｯﾄ推進装置、可変ﾋﾟｯﾁﾌﾟﾛﾍﾟﾗ、軸系のｸﾗｯ

ﾁ、逆転機、弾性継手、変速装置、発電機、電動

機、変圧器、定周波装置  

特殊型  蒸気ﾀｰﾋﾞﾝ、ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ、ﾎﾞｲﾗ（小型のﾎﾞｲﾗ等を除

く。）、ｵｲﾙﾊﾞｽ式の船尾管、防爆型又は自動制

御型の発電機、電動機、変圧器、制御器  

  内燃機関（同編第２章 2-5-2,(1)(ⅲ )の物件を除

く。）  

  船内外機  

  船外機  

【5】【11】 
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  小型のﾎﾞｲﾗ等  

  空気圧縮機  

  縦軸推進装置  

  ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ推進装置  

  固定ﾋﾟｯﾁﾌﾟﾛﾍﾟﾗ（同編第２章 2-5-2,(1)(xi)の物

件を除く。）  

  可変ﾋﾟｯﾁﾌﾟﾛﾍﾟﾗ 

  ｺﾞﾑ巻軸  

  軸系のｸﾗｯﾁ（同編第２章 2-5-2,(1)(ⅳ )の物件を

除く。）  

  逆転機（同編第２章 2-5-2,(1)(ⅳ )の物件を除

く。）  

２  量産型  弾性継手（同編第２章 2-5-2,(1)(xv)の物件を除

く。）  

  変速装置（同編第２章 2-5-2,(1)(ⅳ )の物件を除

く。）  

  機関に使用する遠隔制御装置の制御盤及び遠隔

操作装置の制御盤（同編第２章 2-5-2,(1)(xx)

の物件を除く。）  

  操だ装置（同編第２章 2-5-2,(1)(xxi)の物件を

除く。）  

  遠心式ポンプ（油圧ポンプを除く。）（同編第

２章 2-5-2,(1)(xⅶ )の物件を除く。）  

  遠心式ポンプ以外のポンプ（油圧ポンプを除

く。）（同編第２章 2-5-2,(1)(xⅶ )の物件を除

く。）  

  油圧ポンプ（ベーン式、歯車式、プランジャ式）

（同編第２章 2-5-2,(1)(xⅷ )の物件を除く。）  

  油圧モータ（同編第２章 2-5-2,(1)(xⅸ )の物件

を除く。）  
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  発電機（同編第２章 2-5-2,(1)(ⅵ )の物件を除

く。）  

  電動機（同編第２章 2-5-2,(1)(ⅵ )の物件を除

く。）  

  変圧器（同編第２章 2-5-2,(1)(ⅵ )の物件を除

く。）  

  配電盤（同編第２章 2-5-2,(1)(ⅶ )の物件を除

く。）  

  制御器（同編第２章 2-5-2,(1)(ⅶ )の物件を除

く。）  

備考  

(1) 内燃機関、船内外機及び船外機の新型には、次のいず

れかに該当する場合を含む。  

(ⅰ ) ｼﾘﾝﾀﾞ径、ｽﾄﾛｰｸ、又はｼﾘﾝﾀﾞ配列を変更した場合  

(ⅱ ) 出力率を 10%以上増大した場合  

(2) 軸系のｸﾗｯﾁ、逆転機、弾性継手、変速装置、縦軸推進

装置及びｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ推進装置の新型には、次のいずれか

に該当する場合を含む。  

(ⅰ ) 入力仕事率又は入力ﾄﾙｸを 10%以上増大した場合  

(ⅱ ) 入力側回転数を 20%以上増大した場合  

(3) ｢小型のﾎﾞｲﾗ等｣とは、次のﾎﾞｲﾗをいう。  

(ⅰ ) 火炎により蒸気を発生させるﾎﾞｲﾗ以外のﾎﾞｲﾗ 

(ⅱ ) (ⅰ )以外のﾎﾞｲﾗで制限気圧が 0.98MPa(10kgf/cm 2)

以下のもの  

(4) 排気ﾀｰﾋﾞﾝ過給機の新型とは、次のいずれかに該当する

場合をいう。  

(ⅰ ) ﾌﾞﾛﾜｰｲﾝﾍﾟﾗの外径を 10%以上変更した場合  

(ⅱ ) 排気の流れ (軸流又は輻流 )を変更した場合  
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(5) 電気機器の新型とは、次のものをいう。  

(ⅰ ) 発電機、電動機又は制御器の新型とは、冷却方式、

励磁方法又は絶縁の種類を変更したものをいう。  

(ⅱ ) 変圧器の新型とは、絶縁の種類を変更したものを

いう。  

(1) 表 4-2の区分１の認定物件にあっては、１台ごとに次の検査

を行うこと。  

(ⅰ ) 蒸気ﾀｰﾋﾞﾝ、内燃機関､ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ、船内外機、船外機、

排気ﾀｰﾋﾞﾝ過給機、縦軸推進装置、軸系のｸﾗｯﾁ、逆転機、

変速装置及びﾎﾟﾝﾌﾟにあっては、陸上試運転 (試運転にお

いて異常のあったものは解放検査を行うこと。 ) 

(ⅱ ) ﾎﾞｲﾗにあっては、内外部の完成状態 (水圧試験後であっ

て断熱材の施工前 )の目視検査及び缶付弁の解放検査  

(ⅲ ) ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ推進装置にあっては、完成試験 (作動試験を

含む。 ) 

(ⅳ ) ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ 

 可変ﾋﾟｯﾁﾌﾟﾛﾍﾟﾗにあっては、作動試験  

(ⅴ ) ｺﾞﾑ巻軸及びｵｲﾙﾊﾞｽ式の船尾管にあっては、完成検査  

(ⅵ ) 弾性継手にあっては、完成試験  

(ⅶ ) 遠隔制御装置の制御盤にあっては、完成試験 (作動試験

を含む。 ) 

(ⅷ ) 発電機、電動機、変圧器、配電盤、制御器及び定周波

装置 (以下｢電気機器｣という。 )にあっては、完成試験  

(2) 表 4-2の区分２の認定物件にあっては、次の抽出母集団から

抽出した機器について検査を行い、抽出機器がすべて合格す

れば、抽出母集団に含まれる非抽出機器については、自主検

査の成績表の確認により合格として差し支えない。  

(ⅰ ) 抽出母集団  

次に定める類似の機種ごとに、３ヶ月単位にまとめた

受検物件を抽出母集団とする。  

(ｲ) 内燃機関、船内外機及び船外機にあっては、ｻｲｸﾙ

【19】【26】 
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が同じ機種  

(ﾛ) 小型のﾎﾞｲﾗ等、空気圧縮機、縦軸推進装置、ｳｫｰﾀｼﾞｪ

ｯﾄ推進装置、可変ﾋﾟｯﾁﾌﾟﾛﾍﾟﾗ、ｺﾞﾑ巻軸、軸系のｸﾗｯﾁ、

逆転機、弾性継手、変速装置、遠隔制御装置の制御盤、

遠隔操作装置の制御盤及び操舵
だ

装置にあっては、全機

種 

(ﾊ) 電気機器にあっては、機器の種類ごとに全機種 (発

電機と電動機は同一母集団としてよい ) 

(ﾆ) ﾎﾟﾝﾌﾟ(油圧ﾎﾟﾝﾌﾟを除く。)にあっては、歯車式、遠

心式、往復動式、ねじ式等の各機種  

(ﾎ) 油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ及び油圧ﾓｰﾀにあっては、ﾍﾞｰﾝ式、歯車式

及びﾌﾟﾗﾝｼﾞｬ式の各機種  

(ⅱ ) 抽出数  

抽出数は、各抽出母集団ごとに、３ヶ月ごとに 1台とす

る。  

(ⅲ ) 検査予定の確認等  

あらかじめ、検査予定表を入手し、抽出機器の製造番

号、検査日時及び抽出母集団を確認する。  

なお、検査予定表に変更が生じたときは、検査着手前

(抽出機器の検査着手前でもよい。 )に届出させること。  

(ⅳ ) 抽出機器の検査の方法  

(ｲ) 内燃機関、船内外機、船外機、空気圧縮機、縦軸推

進装置、ｸﾗｯﾁ、逆転機、変速装置、ﾎﾟﾝﾌﾟ及び油圧ﾓｰ

ﾀ 

陸上試運転。ただし、試運転において異常のあった

場合は、解放検査を行う。  

(ﾛ) 小型のﾎﾞｲﾗ等  

完成検査  

(ﾊ) ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ推進装置、可変ﾋﾟｯﾁﾌﾟﾛﾍﾟﾗ、操だ装置、

遠隔制御装置の制御盤及び遠隔操作装置の制御盤  

完成検査 (作動試験を含む。 ) 

【 32】  

 

 

【 5】  

【 32】  

【5】【9】 

【19】【26】 

【27】 



2 編 -4 章 -8  

(ﾆ) 弾性継手  

完成試験   

(ﾎ) 電気機器  

完成試験 (発電機の完成試験のうちやむを得ない

場合は、過負荷耐力試験は過電流試験としてよく、

温度試験は等価負荷法によって差し支えない。 ) 

(ﾍ) 固定ﾋﾟｯﾁﾌﾟﾛﾍﾟﾗ 

静的釣合い試験  

(ⅴ ) 検印の打刻時期  

 抽出機器については、検査合格後検印を打刻すること。

非抽出機器については、同一抽出母集団の抽出機器が検

査に合格し、かつ、非抽出機器の自主検査の成績表の確

認後検印を打刻すること。なお、検印はﾗﾍﾞﾙに付しても

よい。  

(ⅵ ) 抽出検査において不合格となった場合の処置  

 次に揚げるような異常が発見された場合は、抽出機器

は不合格とし、その内容を本部に報告するとともに、異

常を生じた機器以降に生産される類似の機種について

は、１品ごとに (1)の検査を行い抽出検査は行わないこ

と。  

 この場合１品ごとに (1)の検査を行う期間は３ヶ月と

し、その間異常がないことが確認されたときは、本部に

伺い出のうえ、その後の検査について指示を受けること。 

(ｲ) 焼付け、摩耗、片当り、変形、亀裂、漏えい又は

絶縁不良を生じ、調整又は補修を要する場合  

(ﾛ) 所定の性能が得られなかった場合  

(ﾊ) 温度又は圧力が基準に適合しなかった場合  

(ﾆ) 異常な振動又は騒音が生じた場合  

 

【 31】 
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細則第 2編  附則（平成 20年 1月 15日）  

 (経過措置 ) 

(a) 平成 20年 1月 15日前に建造され、又は建造に着手された船舶

（以下「現存船」という。）に設置される主機等については、

改正後の規定は、同日以後最初に行われる定期検査から適用

する。  

(b) 現存船の船舶所有者は、当該現存船に設置される主機等につ

いて、平成 20年 1月 15日以後最初に行われる定期検査までに、

附属書 [16]『主機等に係る保守整備項目』表 1.に掲げる保守

整備の項目及び内容につき『特定の保守整備事業者』による

保守整備を実施し、保守整備記録を作成・管理すること。  

なお、平成 20年 1月 15日以後最初に行われる定期検査におい

て、細則第２編 2-5-6(2)又は (3)の規定により解放が省略でき

る場合には適用しない。  

(c) 前二項の規定に係わらず、現存船については、平成 20年 1月

15日以後最初に行われる定期検査を、改正前の細則第２編表

2-4「検査の準備」及び表 2-5「検査の実施内容」により行う

ことでも差し支えない。  
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附属書[1] 設計検査のための提出書類(例) 

 細則第２編第２章 2-1-2(1)に規定する提出書類については、小型

船舶の用途、材質等及び機関の種類等により次例を参考として決定

すること。  

1. 船体関係の書類  

(1) 製造仕様書 (主要寸法、使用材料、工作法、艤装、船体質量、

計画満載排水量、最大搭載人員、航行区域、計画最強速力、

搭載予定機関の種類及び連続最大出力等が記入されたもの ) 

(2) 一般配置図 (隔壁の配置、居住設備及び賄い設備等が記入さ

れたもの ) 

(3) 船体中央断面図  

(4) 開口配置図 (舷側及び甲板、甲板室のﾊｯﾁ、窓等の諸開口の

寸法、ｺｰﾐﾝｸﾞの高さ、閉鎖装置等が記入されたもの ) 

(5) 構造強度計算書 (含船体構造配置図 ) 

(6) FRP積層要領図  

(7) 強度試験方案書又は落下試験方案書 (船体質量、搭載予定機

関の質量、最大搭載人員等が記載されたもの ) 

(8) 小型船舶用膨脹式救命いかだ又は小型船舶用救命浮器の積

み付け要領図  

(9) 適正出力計算書  

(10) その他の計算書 (浮力、窓ｶﾞﾗｽの板厚、ｺｰﾐﾝｸﾞの高さ等 ) 

(11) 機関室艤装図 (防火措置要領を含む ) 

(12) 燃料ﾀﾝｸ詳細図  

(13) ﾋﾞﾙｼﾞ配管図  

(14) 電気配線図  

(15) その他検査員が必要と認めた書類  

2. 機関関係の書類  

(1) 製造仕様書 (連続最大出力及び回転数、ｼﾘﾝﾀﾞ径、ｽﾄﾛｰｸ、最

高爆発圧力、平均有効圧力、使用材料等が記入されたもの ) 

(2) 機関組立図 (減速機のある場合は減速機を含む ) 

(3) 機関横断面図 (減速機のある場合は減速機を含む ) 

(4) 燃料油管の材質及び接続方法 (使用材料が小型船舶安全規則

【 5】  

【11】 
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及び細則第１編の規定に適合していることを確認できる資料

を含む ) 

(5) ﾁﾙﾄｱｯﾌﾟできる船外機の気化器の組立横断面図  

(6) 強度計算書 (図面及び使用材料の規格表を含む ) 

(7) 耐久試験方案書  

(8) 陸上試運転方案書  

(9) その他検査員が必要と認めた書類  

3. 電気設備関係の書類  

(1) 製造仕様書 (性能、使用材料等が記入されたもの ) 

(2) 組立図及び配線図  

(3) 絶縁抵抗試験方案書  

(4) その他検査員が必要と認めた書類  

4. 復原性、その他の書類 (細則第１編 7.1(c)を適用する小型船舶

関係を含む ) 

(1) 1.(2)、 (3)及び (4)の書類  

(2) 船体線図  

(3) 排水量等曲線図  

(4) 復原力交差曲線図  

(5) 海水流入角曲線図  

(6) 計画重量重心計算書表  

(7) 風圧面積計算書  

(8) 環動半径計算書  

(9) 旅客搭載場所明細書  

(10) 復原性試験方案書  

(11) 満載出港状態における最小乾げんが確認できる図面及び計

算書  

(12) その他検査員が必要と認めた書類  

5. 次の試験成績表  

(1) 強度試験成績表又は落下試験報告書  

(2) 耐久試験成績表  

(3) 陸上試運転成績表  

(4) 絶縁抵抗試験成績表  

(5) 予備検査成績表その他の検査員が必要と認める試験成績書  
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附属書[2]
     

設計検査時における書類の返却方法等の

取扱い 

1. 検査申請者に図書目録 (図面番号、図面名称、船名、船番又は型

式名等を記載したもの )を添付した設計書類 (製造仕様書、設計図

面、計算書等を含む。以下｢書類｣という。 )を２部提出するよう

求める。  

 本部に伺い出るもの又は、他支部管内で製造する事が予め分か

っているものにあっては、それぞれ必要な部数の追加を求めるも

のとする。  

2. 担当の検査員は、当該書類の設計の検査を行い、指示事項があ

れば当該指示事項等を朱書きした書類を申請者に返却し、修正済

みの各書類の再提出を求める。指示事項が無くなるまで、返却、

再提出を繰り返す。  

3. 担当の検査員は、設計検査に合格と判断した書類のうち、返却

の必要があると認めた書類に第１号様式 (復原性資料及び操縦性

能資料にあっては第３号様式 )のｽﾀﾝﾌﾟを押し、略符印を押印した

うえで支部長に提出する。  

4. 支部長は、当該書類の種類及び内容をﾁｪｯｸし、第２号様式 (復

原性資料及び操縦性能資料にあっては第４号様式 )の返却文書 (支

部長印 (公印 )を押印したもの )を添えて各一部を申請者に返却す

る。又、他支部管内で製造することがあらかじめわかっているも

のは、担当する支部に送付する。  

【注】  第４号様式の件名欄の記載について、船名を定めていな

い船舶にあっては、「船舶検査済票番号第○○○－○○○○

○号」と記載すること。  

5. 支部は、返却した書類と同種の書類各１部とともに 4.の返却文

書の写しを保管しておくものとする。  

6. 計画変更等のために 4.により返却したものと内容が異なること

となった書類については、再度 1.から 4.を繰り返すこととする。  

7. 4.により返却した書類及び返却文書は、現物検査等の際に検査員

の要求に応じ、直ちに閲覧に供し得るように検査申請者側において

整理保管するものとする。特に復原性資料は船長が船内に備え付け

ておくことが義務付けられているので、その旨周知すること。 

【 5】  

【 5】【 9】  

【 9】  

【11】 

【14】 
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第１号様式  

 

 

 

 

 

 

第２号様式  

機○  第      号  

令和  年   月   日  

 検査申請者名  

日本小型船舶検査機構  

○○支部長  印  

△△の設計書類の返却について  

 さきに提出された下記の設計書類を、別添のとおり返却しま

す。  

 なお、返却した設計書類及び返却文書は、現物検査の際に小型

船舶検査員の要求に応じ直ちに閲覧できるように整理保管してお

いて下さい。  

記 

 

 

(書類名称及び書類番号等を記載する。 ) 

 

                       

設 計 検 査 済 

令和 年 月 日 

日本小型船舶検査機構 (支部名)(略符印) 

【 9】【 32】  

【 32】  



2 編 -附 [2]-3 

 

    第３号様式  

 

 

 

 

 

 

 

            第４号様式  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船舶安全法施行規則第 51条第２項の規定に基づき同

条第１項の表第  号の資料として本 資料を承認す

る。  

令和  年  月  日  

日本小型船舶検査機構 (支部名) (略符印) 

【 9】【 32】  

機  第    号  

令和  年  月  日  

検査申請者名  

日本小型船舶検査機構  

                            ○○支部長  印  

 

 

汽船   の復原性資料･操縦性資料の承認について  

 

 

標記については、船舶安全法施行規則第 51 条第 2 項の規

定に基づき承認するので、船長に供与して下さい。また、

船長は、復原性資料を常に船内に備え付けておいて下さ

い。 

なお、主要な改造又は変更を行った際には、資料の内容の

変更及び承認を要しますので注意して下さい。  

 

 

記 

 

(書類名称及び書類番号等を記載する。 ) 

 

 

 

【9】【11】 

【32】 
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附属書[3] 圧力容器溶接施工試験 

1. 試験の種類  

(1) 引張試験  

(2) 形曲げ試験  

 表曲げ試験 (母材の厚さ 19mm以下のものについての試験 ) 

 裏曲げ試験 (母材の厚さ 19mm以下のものについての試験 ) 

 側曲げ試験(母材の厚さ19mmを超えるものについての試験) 

(3) 放射線透過試験  

2. 試験の方法  

(1) 第１種圧力容器は、 1.(1)～ (3)の試験を行う。  

(2) 第２種圧力容器は、 1.(1)の引張試験のみとしてよい。  

(3) 第３種圧力容器及び１類管については、必要と認め指示す

るもの以外は溶接施工試験を行わない。  

(4) 内圧を受ける構造物の溶接接手については、原則としてそ

の使用条件をもとにして圧力容器に準じて溶接施工試験を行

う。  

3. 試験片の採取  

 試験片は、次に定める供試板より採取する。  

(1) 供試板は、胴ごとにその溶接線が胴の接手と同一線上にあ

るように取り付け、胴の縦接手と同時に溶接する。又、供試

板は、溶接工事中変形を最小限にとどめること。  

(2) 胴の周継手に対する供試板は、周継手と同等の溶接条件で

別個に製作する。ただし、胴に縦継手がない場合又は周継手

の溶接法が縦継手と著しく異なる場合を除いて、周継手に対

する供試板は不要である。  

(3) 供試板は、構造物に用いる材料の一部を用いることを原則

とする。  

(4) 供試板に対して行う熱処理は、本体にするものと同一であ

ること。  

4. 試験方法及び判定基準  

(1) 引張試験は、次の形状及び寸法の試験片を用いて行う。  
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 引張試験による引張強さは、規格による母材の最小引張強

さを下回らないこと。ただし、試験片が母材で切断し、その

引張強さが規格による母材の最小引張強さの 95%以上で、溶

接部に欠陥が認められない場合には合格とすることができる。  

 

(注 ) 1. tは試験板又は試験管の板厚又は肉厚とする。  

  2. Wは tが 20mm未満のときは 40mm、 tが 20mm以上のと  

  きは 25mmとする。  

図１  引張試験片の形状及び寸法  

(2) 形曲げ試験は、図２の形状及び寸法の試験片を行い、溶接

部を中央におき、側曲げ試験ではいずれかの側面が引張側に

なるように、裏曲げ試験では溶接部の狭い側が引張側になる

ように、図３の形曲げ試験用治具を用いて 180度曲げる。試

験片を曲げた後の外面に３ mm以上の亀裂その他の欠陥が生じ

ないこと。ただし、試験片の縁角に生じた傷は、試験の成績

に関係ないものとする。  

 

表曲げ及び裏曲げ試験片  

 

側曲げ試験片  

(注 ) 1. tは試験板又は試験管の板厚又は肉厚とする。  

  2. Wは tが 38mm以下のときは t、 tが 38mmを超えるとき
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には 38mmとする。  

図２  形曲げ試験片の形状及び寸法  

 

 

 

               図３  形曲げ試験用治具  

5. 再試験  

 試験に不合格のものがあった場合には再試験を行うことができ

る。この場合には不合格になった試験片１個につき、さらに２個

の試験片を同一の供試板又はこれと同時に製作した他の供試板か

ら採取し、この再試験片のおのおのが試験に合格することを必要

とする。  

(1) 引張試験において、試験成績が規定の 90%以上の場合  

(2) 形曲げ試験において、溶接部の不合格の原因が溶接部の欠

陥以外にあると認められる場合  

 

 

 

 

 

 



2 編 -附 [4]-1 

附属書 [4] ｽﾃﾝﾚｽ鋼溶接施工法承認試験方法及

び判定基準 

1. 溶接施工方法の確認  

 溶接施工方法は、次に掲げる事項について、それぞれの定める

事項の区分の組合せが異なるごとに、施工方法試験を実施しなけ

ればならない。  

(1) 溶接方法の区分は、表１のとおりとする。なお、 2.以上の

溶接方法を併用する場合はその組合せを１区分とみなす。  

(2) 母材の種類の区分は、表２のとおりとする。  

(3) 溶接材料の区分は、表３のとおりとする。なお、 2.以上の

溶接材料を併用する場合はその組合せを１区分とみなす。  

(4) 余熱を実施するか否かの区分とする。なお、余熱を行う場

合は、その温度の下限を区分する。  

(5) 応力除去を施工するか否かの区分とする。なお、応力除去

を施工する場合は、保持温度の下限、最低保持時間の組合わ

せによる区分とする。  

(6) ｼｰﾙﾄﾞｶﾞｽは、ｱﾙｺﾞﾝ、炭酸ｶﾞｽ、ﾍﾘｳﾑ、水素及び酸素ｶﾞｽの区

分とする。なお、２以上のｶﾞｽを混合する場合は、その組合

わせを１区分とみなす。  

(7) 裸溶接棒又はｳｴﾙﾄﾞｲﾝｻｰﾄは、その有無の区分とする。なお、

裸溶接棒又はｳｴﾙﾄﾞｲﾝｻｰﾄを使用する場合は、その種類及び成

分の組合わせによる区分とする。  

(8) 母材の厚さは、 19mm以下の場合と 19mmを超えるものの２つ

の区分とする。  

(9) 開先形状の区分は表４のとおりとし、各開先形状において

は、指定開先角度θ±5℃、指定肩の高さ R±1.5mm、ﾙｰﾄ間隔

±2mmの組合わせを１区分とする。  

(10) 溶接姿勢の区分は表５のとおりとする。  
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表１  溶接方法の区分  

溶接方法の区分   

A 被覆ｱｰｸ溶接  

(両側溶接又は裏あて金を用いるもの ) 

AO 被覆ｱｰｸ溶接  

(裏あて金を用いないもの ) 

T ﾃｨｸﾞ溶接  

TF ﾃｨｸﾞ溶接 (初層部のみ ) 

M ﾐｸﾞ溶接  

J ｻﾌﾞﾏｰｼﾞｱｰｸ溶接  

S その他の自動及び半自動溶接  

(ﾊﾟﾙｽｱｰｸ溶接を含む。 ) 

 

表２  母材の種類の区分  

母材の種類

の区分  

種類  規格  

P-Ⅰ  ｵ ｰ ｽ ﾃ ﾅ ｲ ﾄ系 ｽﾃﾝ ﾚ ｽ

鋼相互  

SUS304、 SUS316、

SUS304L、 SUS316L、

SUS321、 SUS347 

P-Ⅱ  ｵ ｰ ｽ ﾃ ﾅ ｲ ﾄ系 ｽﾃﾝ ﾚ ｽ

鋼 と 軟 鋼 又 は 低

合 金 鋼 と の 組 合

わせ  

ｵｰｽﾃﾅｲﾄ系 ｽﾃﾝﾚｽ鋼  

SUS304、 SUS316、

SUS304L、 SUS316L、

SUS321、 SUS347 

軟鋼又は低合金鋼  

SS400、 SM400、 SM490、  

造船用鋼材  

P-Ⅲ  ｵｰｽﾃﾅｲﾄ系 ｽﾃﾝﾚｽ

鋼とその他の材

料  

母材の種類、組合せごとに

１区分とする。  
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表３  溶接材料の区分  

 種類  規格  

  JIS AWS 

F-Ⅰ  ｵｰｽﾃﾅｲﾄ系 ｽﾃﾝﾚｽ鋼被覆ｱｰｸ溶接

棒  

D3xx-15/16 

D3xxL-15/16 

E3xx-15/16 

E3xx-15/16 

F-Ⅱ  ｵｰｽﾃﾅｲﾄ系 ｽﾃﾝﾚｽ鋼棒及びﾜｲﾔ Y3xx 

Y3xxL 

ER3xxL 

F-Ⅲ  その他の溶接材料  溶接材料の種類又は組合わせご

とに１区分とする。  

 

表４  開先形状の区分  

区分  種類  開先形状  

G-I I開先  

 

G-V V開先  

 

G-X X開先  

 

G-O その他の開先  －  

 

表５  溶接姿勢の区分  

区分  溶接姿勢  

W-F 下向き溶接  

W-V 立て向き溶接  

W-O 上向き溶接  

W-H 横向き溶接  

W-P 固定管の溶接  
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2. 板の突合せ溶接に対する施工方法試験  

(1) 試験板の形状、寸法などは図１ A、 Bのとおりである。試験

板は実施工事の溶接姿勢と同じ区分で溶接を行う。  

(2) 試験片の種類、数及び採取位置は図１のとおりとする。  

 

図１  板の溶接施工方法試験試験材 (単位 mm) 

 

   

 

(備考 ) 

1. 溶接法承認試験の試験材の厚さ tは、普通の手溶接の場

合実施工事の材料の厚さが 19mm以下のときは９ mm、 19mm

を超えるときはその最大厚さと同一とする。  

 ただし、特に指定する場合を除き、 25mmを超える必要

はない。  

2. 半自動溶接又は自動溶接の承認試験の試験材の厚さは、

実施工事における各種開先形状の範囲の最大板厚のもの

について行うことを原則とする。  

3. 前項の規定にかかわらず、 I開先の場合はその最大板厚

のものについて行う。  

3. 管の突合せ溶接に対する施工方法試験  

(1) 実施工事において管が固定された状況で溶接が行われる場

合の試験管の形状、寸法などは図２ A、 Bのとおりである。  

( A )厚 さ が 1 9 m m 以 下 の 板 の 試 験 材  ( B )厚 さ が 1 9 m m を 超 え る 板 の 試 験 材  
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(2) 外径がすべて 300mmを超える固定管や円筒形あるいは球形ﾀﾝ

ｸに対しては、この管に対する試験のかわりに、上向き、下

向き、立て向きで溶接される前条の板の試験材を用いてもよ

い。  

4. 突き合わせ溶接に対する各種試験と判定基準  

(1) 試験板又は試験管に対しては、溶接完了後継手に対して外

観検査および放射線透過試験、要すれば浸透検査を行い、溶

接継手の表面、内部に有害な欠陥がないことを確認する。  

(2) 引張試験片の形状は図３のとおりとし、引張試験において

は、母材の規定最小引張強さ以上であれば合格とする。  

(3) 曲げ試験片の形状は図４のとおりとし、図５の型曲げ試験

治具で曲げ、試験片の表面にはいかなる方向にも３ mmを超え

る割れ、その他の欠陥があってはならない。  

(4) 腐食曲げ試験は溶接熱影響部が粒界腐食するおそれのある

場合 (注１ )に行う。この試験は JIS G 0575ｽﾃﾝﾚｽ鋼の硫酸、

硫酸銅腐食試験方法によるもので、試験片の形状は普通の曲

げ試験片と同じで沸騰する硫酸 +硫酸銅水溶液 (１ﾘｯﾄﾙの水に

濃硫酸 47cc硫酸銅 CuSO
4
 5H

2
O 13ｸﾞﾗﾑ及び銅の小片を混合した

もの )中で 16時間浸したのち、図５の曲げ治具で溶接境界線

から６ mm離れた箇所を中心として曲げ試験を行い、き裂その

他の以上があってはならない。 (注２ ) 

注１  粒界腐食のおそれのある場合については、別表を参照

のこと。  

注２  粒界腐食試験を行う場合には、このほか JIS G 0571、

G 0572、 G 0573及び G 0574に規定もあるが、内容物の種

類、腐食環境によっては使用実績あるいは関係実績を参

照のうえこれらの試験方法によらなくてもよい。  

(5) 溶接部横断面のﾏｸﾛ組織を示す試験片においては、き裂、溶

込不足、融合不良その他有害と認められる欠陥があってはな

らない。  
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5. 溶接工の技量と作業区分  

表６  溶接工の技量と作業区分  

溶接方法  溶接工の技量  作業範囲  摘要  

被覆ｱｰｸ溶接

方法  

SUS CN-V 

SUS CN-H 

SUS CN-O 

板及び管の溶接  下向き姿勢の溶接

に限り、あらかじ

め確認を得たうえ

で、 SUS CN-Fだけ

の技量を有する溶

接工を使用しても

よい。  

ﾐｸﾞ(MIG)溶

接方法  

被覆ｱｰｸ溶接方

法の適格者

で、  

SUS MN-Fの技

量を有する者  

板及び管の溶接  ﾎﾟｼﾞｼｮﾅｰ、 ﾀｰﾆﾝｸﾞﾛ

ｰﾗｰなど適当な溶接

治具又は取付具を

用いて可及的に下

向き溶接姿勢で溶

接を行う。  

ﾃｨｸﾞ(TIG)溶

接方法  

被覆ｱｰｸ溶接方

法の適格者

で、  

SUS TN-Fの技

量を有する

者、又は  

SUS TN-F 

SUS TN-V 

SUS TN-H 

SUS TN-Oの技

量を有する者  

 

 

 

原則として３ mm

以下の板及び管

の溶接又は板厚

３ mmを超える場

合の多層溶接の

際の初層溶接  

全自動溶接装置の

操作を行うものに

ついては別に規定

する。  



2 編 -附 [4]-7 

図２  管の溶接施工方法試験試験材  

 

 

 

 

 

図３  溶接部の引張試験片  

(A) 板から採取する試験片  

 

(B) 管から採取する試験片  

 

(備考 ) 

1. tは、試験板 (又は試験管 )の板厚 (又は肉厚 )とする。  

2. Wは、 tが 25mm以下のときは 38mm、ｔが 25mmを超えるとき

には 25mmとする。  

( A )厚 さ が 1 9 m m 以 下 の 管 の 試 験

材  

腐 食 表 曲 げ 試 験 片  

( B )厚 さ が 1 9 m m を 超 え る 管 の 試 験

材  

腐 食 裏 曲 げ 試 験 片  
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図４  溶接部の曲げ試験片  

 (A) 板から採取する表曲げ裏曲げ試験片  

 

 

(B) 管から採取する表曲げ裏曲げ試験片  

 

 

(C) 側曲げ試験片  

 

 

(備考 ) 

1. tは、試験板 (又は試験管 )の板厚 (又は肉厚 )とする。  

2. Wは、 tが 38mm以下のときは t、 tが 38mmを超えるときには

38mmとする。  

 



2 編 -附 [4]-9 

図５  型曲げ試験用治具と曲げ試験要領  

 

 

   

6. すみ肉溶接に対する施工法試験  

(1) すみ肉継手に対する試験材は図６のとおりで、溶接後表面

を肉眼、要すれば浸透検査を行い、き裂、ｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄ、 ｵﾊﾞｰﾗｯ

ﾌﾟその他有害と認められる欠陥があってはならない。  

図６  すみ肉溶接継手試験材  

 

(備考 ) 

1. 試験材の長さ Lは、普通の手溶接の場合は 300mm、自動又

は半自動溶接の場合は 500mmとする。  
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2. 試験材のｳｪｯﾌﾟ及びﾌﾗﾝｼﾞ板厚 t 1、及び t 2は、実施工事に

用いる普通の板厚の組合わせとなる。  

3. 試験板には仮付け溶接を行って差し支えない。  

4. すみ肉の脚長は実施工事で用いる普通のものとする。  

(2) 溶接部からその横断面を示す試験片を採取してﾏｸﾛ組織を検

査し、過大な上下脚長差及びき裂など有害な欠陥があっては

ならない。  

(3) ﾏｸﾛ試験片を採取した残材の両方を図に示す方向に外力を加

えて破断し、破面にﾌﾞﾛｰﾎｰﾙ、溶込不良など有害と認められ

る欠陥があってはならない。ただし両端部を除き、ﾌﾞﾛｰﾎｰﾙ

と溶込不良の箇所の長さとの和が溶接全長の 10%以下であれ

ば合格とする。  
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別表  各種腐食媒質に対するｽﾃﾝﾚｽ鋼の耐食分類図  

耐食区分  A:１年当り 0.1mm以下、 B:１年当り 0.1-1.0mm 

媒質  濃度  

%(Wt) 

耐食

区分  

常温  

(≦ 30℃ ) 

中温  高温  

(沸点まで ) 

ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 溶液  A SUS 304,316 SUS 304,316 SUS 304 

  B SUS 430 SUS 430 SUS 430 

ｱｾﾄﾝ 溶液  A SUS 304,316 SUS 304,316 SUS 304,316 

  B SUS 430 SUS 430  

亜硫酸ｶﾞｽ 1 ) 湿ｶﾞｽ

及び

水溶

液  

A SUS 304,316 SUS 316 SUS 316 

 B  SUS 304  

安息香酸  水溶

液全

濃度  

A SUS 430,304 SUS 430,304 SUS 430,304 

ｱﾝﾓﾆｱ 圧縮

ｶﾞｽ及

び溶

液  

A SUS 430,304 SUS 430,304 SUS 

430,304,316 

ｴﾁﾚﾝ 溶液･

蒸気  

A SUS 430,304 SUS 430,304 SUS 430,304 

ｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ 溶液･

蒸気  

A SUS 430,304 SUS 430,304 SUS 430,304 

ｴﾁﾚﾝｼﾞｸﾛﾗｲﾄﾞ  A SUS 430,304 SUS 430,304 SUS 430,304 

塩化ｱﾝﾓﾆｳﾑ 2 ) 3 ) ≦ 5% A SUS 316 SUS 316 SUS 316 

B SUS 304 SUS 304 SUS 304 

 5～

20% 

A SUS 316 SUS 316 SUS 316 

  B SUS 304 SUS 304 SUS 304 

 20～

50% 

A SUS 316 SUS 316 SUS 316 

 B SUS 304 SUS 304  

 飽和  A SUS 316 SUS 316  

  B SUS 304   

塩化ｶﾙｼｳﾑ 2 ) 3 ) 5% A SUS 316 SUS 316 SUS 316 

B SUS 304   
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 飽和  A SUS 316 SUS 316 SUS 316 

  B SUS 304   

塩化第二鉄 1 ) 2 ) 1～ 5% A    

  B SUS 316 SUS 316 SUS 316 

 10% A    

  B SUS 316 SUS 316 SUS 316 

塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 2 ) 3 ) 5% A SUS 304,316 SUS 316 SUS 316 

B SUS 430 SUS 304 SUS 304 

 飽和  A SUS 316 SUS 316 SUS 316 

  B SUS 304 SUS 304 SUS 304 

塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 2 ) 3 ) 5% A SUS 304,316 SUS 316  

 B SUS 430 SUS 304 SUS 316 

 飽和  A SUS 316   

  B SUS 304 SUS 316 SUS 316 

塩酸  1～ 5% B SUS 316   

 1～

20% 

B    

塩素ｶﾞｽ 2 ) 湿ｶﾞｽ A    

  B SUS 316   

過酸化水素   A SUS 304,316 SUS 304,316 SUS 304,316 

ぎ酸 1 ) 1% A SUS 430,304 SUS 304,316 SUS 304,316 

 5% A SUS 304,316 SUS 316  

  B  SUS 304  

 10% A SUS 304,316 SUS 316  

  B  SUS 304  

 50% A SUS 316 SUS 316  

  B SUS 304   

ｸｴﾝ酸  ≦ 15% A SUS 430,304 SUS 304 SUS 304 

  B SUS 410 SUS 430 SUS 430 

 ＞ 15% A SUS 430,304 SUS 304,316 SUS 316 

  B SUS 410 SUS 430 SUS 304 

ｸﾚｿﾞｰﾙ 全濃

度  

A SUS 430,304 SUS 430,304 SUS 430,304 
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ｸﾛﾑ酸 1 ) 5～

10% 

A SUS 304,316   

  B SUS 430 SUS 304,316 SUS 304,316 

 50% A    

  B SUS 304,316 SUS 304,316 SUS 316 

 飽和  A    

  B    

ｸﾛﾙｽﾙﾎﾝ酸 2 )  A SUS 304,316 SUS 304,316 SUS 316 

珪ふっ化水素 1 ) 3 )  B    

原油 1 )  A SUS 430,304 SUS 430,304 SUS 430,304 

酢酸 1 ) ≦ 10% A SUS 430,304 SUS 304 SUS 304,316 

 B SUS 410 SUS 430 SUS 430 

10～

20% 

A SUS 430,304 SUS 304 SUS 304,316 

B SUS 410 SUS 430 SUS 430 

20～

100% 

A SUS 304 SUS 304,316 SUS 

316,309,310 

B SUS 430 SUS 304 SUS 304 

蒸気  A - - SUS 316 

 B - - SUS 309,310 

酢酸ｴﾁﾙ 全濃

度  

A SUS 430,304 SUS 430,304 SUS 430,304 

次亜塩素酸ｶﾙｼｳﾑ

1 ) 2 ) 

2% A SUS 316   

 B SUS 304   

飽和  A SUS 316   

 B    

蓚酸  ≦ 10% A SUS 304,316 SUS 316  

  B SUS 304 SUS 304  

 ＞ 10% A SUS 316   

  B SUS 304 SUS 316  

酒石酸  1% A SUS 430,304 SUS 430,304 SUS 430,304 

 10% A SUS 304,316 SUS 304,316 SUS 304,316 

 ≧ 10% A SUS 304,316 SUS 316 SUS 316 

  B  SUS 304 SUS 304 
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硝酸  ≦

0.5% 

A SUS 430,304 SUS 430,304 SUS 430,304 

  B SUS 410 SUS 410 SUS 410 

 0.5～

20% 

A SUS 430,304 SUS 430,304 SUS 430,304 

 B SUS 410 SUS 410 SUS 410 

 20～

40% 

A SUS 430,304 SUS 430,304 SUS 304 

 B SUS 410 SUS 410 SUS 430 

 40～

70% 

A SUS 430,304 SUS 430,304 SUS 

309S,310S 

 B SUS 410 SUS 410 SUS 430,304 

 70～

80% 

A SUS 430,304 SUS 304 SUS 

309S,310S 

  B  SUS 430 SUS 304 

 ≧ 80% A SUS 430,304 SUS 

304,309S, 

310S 

SUS 

309S,310S 

  B  SUS 430 SUS 304 

石炭酸  水溶

液全

濃度  

A SUS 304,316 SUS 304,316 SUS 304,316 

 B SUS 410,430 SUS 410,430 SUS 410,430 

水酸化ﾅﾄﾘｳﾑ ≦ 10% A SUS 430,304 SUS 304 SUS 304,316 

  B SUS 410 SUS 410,430 SUS 410,430 

 10～

30% 

A SUS 430,304 SUS 304 SUS 304,316 

 B SUS 410   

 30～

50% 

A SUS 430,304 SUS 304,316 SUS 316 

 B SUS 410 SUS 430 SUS 304 

 ≧ 50% B   SUS 316 

炭酸  湿ｶﾞｽ

及び

水溶

液  

A SUS 

410,430,304 

SUS 

410,430,304 

SUS 430,304 

ﾄﾘｸﾛﾙｴﾁﾚﾝ 2 )  A SUS 304,316 SUS 304,316 SUS 304,316 

ﾄﾘｸﾛﾙ酢酸 2 )  B    
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乳酸  5% A SUS 404,316 SUS 316 SUS 316 

  B SUS 430 SUS 304 SUS 304 

 10% A SUS 304,316 SUS 316 SUS 316 

 20% A SUS 304,316 SUS 316  

  B SUS 430 SUS 304 SUS 316 

 50% A SUS 304,316 SUS 316  

  B SUS 430 SUS 304 SUS 316 

 100% A SUS 304,316   

  B SUS 430 SUS 316  

ﾋﾟｸﾘﾝ酸  濃厚  A SUS 430,304   

ﾌｪﾉｰﾙ 1 )  A SUS 430,304 SUS 430,304 SUS 430,304 

硼酸  ≦ 50% A SUS 430,304 SUS 430,304 SUS 304,316 

  B   SUS 430 

 ＞ 50% A SUS 430,304 SUS 316  

  B  SUS 304 SUS 316 

ﾎﾙﾏﾘﾝ  A SUS 430,304 SUS 430,304 SUS 430,304 

ﾒﾀﾉｰﾙ 全濃

度  

A SUS 430,304 SUS 430,304 SUS 430,304 

没食子酸  5% A SUS 430,304 SUS 430,304 SUS 430,304 

 飽和  A SUS 430,304 SUS 304 SUS 316,304 

  B  SUS 430 SUS 430 

ﾓﾉｸﾛﾙ酢酸   B    

酪酸  5% A SUS 430,304 SUS 430,304 SUS 430,304 

 飽和  A SUS 430,304 SUS 304,316 SUS 316 

  B  SUS 430 SUS 304 

硫化水素  湿ｶﾞｽ

及び

水溶

液  

A SUS 316   

 B SUS 304 SUS 304,316  

硫酸 1 ) ≦

0.05% 

A SUS 304 SUS 

316,316JI 

 

  B  SUS 304 SUS 

316,316JI 
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硫酸 1 ) 0.25

～ 5% 

A SUS 

316,316JI 

  

  B SUS 304 SUS 

316,316JI 

 

 5～

10% 

A SUS 316 SUS 316JI  

  B  SUS 316  

 10～

25% 

A SUS 316JI   

 B  SUS 316JI  

 25～

50% 

A SUS 316JI   

 B  SUS 316JI  

 50～

60% 

A    

 B SUS 316JI   

 60～

75% 

A    

 B SUS 316JI   

 75～

95% 

A    

 B SUS 316 SUS 316JI  

 95～

100% 

A SUS 304,316   

 B  SUS 304, 

316,316JI 

 

 ≧

100% 

A SUS 316   

  B SUS 304 SUS 316  

硫酸ｱﾝﾓﾆｳﾑ 1 ) 1～ 5% A SUS 430,304 SUS 304 SUS 304,316 

B   SUS 430 

飽和  A SUS 430,304 SUS 304,316 SUS 316 

 B   SUS 304 

硫酸第二鉄 1 ) 1～ 5% A SUS 430,304 SUS 304 SUS 304,316 

 飽和  A SUS 430,304 SUS 304 SUS 304,316 

硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ 全濃

度  

A SUS 304,316 SUS 304,316 SUS 316 

  B   SUS 304 

燐酸 1 ) ≦ 5% A SUS 304,316 SUS 316 SUS 316 
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  B SUS 430 SUS 304  

燐酸 1 ) 5～

25% 

A SUS 316 SUS 316 SUS 316 

  B SUS 304 SUS 

309S,310S 

 

 25～

50% 

A SUS 316 SUS 316  

 B SUS 

309S,310S 

SUS 

309S,310S 

SUS 316 

 50～

80% 

A SUS 316   

  B SUS 

309S,310S 

SUS 316  

 

注  

1 ) 粒界腐食に対する考慮が特に必要な媒質  

2 ) 孔蝕に対する考慮を要する媒質  

3 ) 応力腐食割れに対する考慮を要する媒質  
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附属書[5] FRP船強度試験の方法 

[Ⅰ ] 等分布荷重による縦曲げ試験方法及び同成績書  

1. 試験方法  

(1) 目的  

 小型船舶安全規則第５条に基づき縦曲げ試験を行い、船体

の強度を確認する。  

(2) 滑走艇、非滑走艇の判定  

計画最大速力 (V)＿＿＿ knot 

船の長さ (L)＿＿＿ m 

V L = ___ ___ =＿＿＿  

上記の結果V L ＿ 9.0のため、本船は＿滑走艇である。  

(3) 支点間距離の算定  

ℓ=0.6×L=0.6×＿＿＿ =＿＿＿ m 

(4) 試験荷重  

(i) 軽荷状態   (ⅱ ) 満載状態   

 船体質量  kg  最大搭載人員質量  kg 

 機関質量  kg  燃料質量  kg 

 ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ･中間軸  

質量  

kg  軽荷状態  kg 

 蓄電池質量  kg  合計  kg 

 その他  kg    

 合計  kg    

(5) 試験荷重の算定  

W=1.25(1.00)×満載状態 -軽荷状態  

 =＿＿＿×＿＿＿ -＿＿＿  

 =＿＿＿ kg 

(6) 許容範囲の算定  

支点間距離 (ℓ)＿＿＿ mm 

(ⅰ ) ｷｰﾙのたわみ量  

ℓ/500=＿＿＿ /500=＿＿＿ mm以下  

(ⅱ ) 幅の変形量  

ℓ/250=＿＿＿ /250=＿＿＿ mm以下  

【14】 
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(ⅲ ) 深さの変形量  

ℓ/500=＿＿＿ /500=＿＿＿ mm以下  

(7) 測定方法  

(ⅰ ) 計測器具 (ﾀﾞｲﾔﾙｹﾞｰｼﾞ)のｾｯﾄ位置  

 

(ⅱ ) 荷重のかけ方  

(ｲ) 荷重は質量の明確な鉄、ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ、砂袋等とし、

１個１個の質量を計測する。  

(ﾛ) 荷重は支点間(l)に等分布荷重となるよう上甲板又は

ﾌﾛｱｰ上に載せる。 (片荷重にならないよう注意する。) 

(ﾊ) 試験時、機関その他軽荷状態に算入されるべき機

器が未搭載のときは、その質量に相当する代替荷重

をその場所に搭載する。  

(ﾆ) 荷重を船底に載せる場合は、 A、 B及び Cのﾀﾞｲﾔﾙｹﾞｰ

ｼﾞが当たっているｷｰﾙに直接載せないよう、肋骨間に

敷板を置いた上に載せること。  

(ⅲ ) 計測の時期  

 次の３回とする  

(ｲ) 荷重をかける直前  

(ﾛ) 荷重をかけて５分後  

(ﾊ) 荷重を取り除いて３分後  
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2. 縦曲げ試験成績書  

船名(又は船舶番

号若しくは船舶検

査済票番号) 

 試験年月日    年   月   日  

試験場所     

  立会検査員   

 

規定荷重  kg 規定支点間距

離  

m 

試験荷重  kg 試験支点間距

離  

m 

(1) 計測記録  

 ｹﾞｰｼﾞ 無荷重時の  

読み  

(ｱ) 

荷重をかけて

５分後の読み  

(ｲ) 

変位値  

(ｲ)-(ｱ) 

荷重を取り

除いて３分

後の読み  

A ｷｰﾙ後支点      

B ｷｰﾙ中央      

C ｷｰﾙ前支点      

D 舷端右横      

E 舷端左横      

F 舷端右上      

G 舷端左上      

(2) たわみ量等の計算  

(i) ｷｰﾙのたわみ  

B-1/2(A+C)=＿＿＿ mm 

(ⅱ ) 幅の変形量  

D+E=＿＿＿ mm 

(ⅲ ) 深さの変形量  

B+1/2(F+G)=＿＿＿ mm 

3. 判定  

 許容範囲  実測値  判定  備考  

ｷｰﾙのたわみ量  mm mm   

幅の変形量  mm mm   

深さの変形量  mm mm   

【14】 
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[Ⅱ ] ﾛｰﾄﾞｾﾙによる縦曲げ試験方法及び同成績書  

1. 試験方法  

(1) 目的  

 小型船舶安全規則第５条に基づき縦曲げ試験を行い、船体

の強度を確認する。  

(2) 滑走艇、非滑走艇の判定  

計画最大速力 (V)＿＿＿ knot 

船の長さ (L)＿＿＿ m 

V L = ___ ___ =＿＿＿  

上記の結果V L ＿ 9.0のため、本船は＿滑走艇である。  

(3) 支点間距離の算定  

ℓ=0.6×L=0.6×＿＿＿ =＿＿＿ m 

(4) 試験荷重  

(ⅰ ) 軽荷状態   (ⅱ ) 満載状態   

 船体質量  kg  最大搭載人員質量  kg 

 機関質量  kg  燃料質量  kg 

 ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ･中間軸  

質量  

kg  軽荷状態  kg 

 蓄電池質量  kg  合計  kg 

 その他  kg    

 合計  kg    

(5) 試験荷重の算定  

W=(1.25(1.00)×満載状態 -軽荷状態 )×0.625 

 =＿＿＿×＿＿＿ -＿＿＿×0.625 

 =＿＿＿ kg 

(6) 許容範囲の算定  

支点間距離 (ℓ)＿＿＿ mm 

(ⅰ ) ｷｰﾙのたわみ量  

ℓ/500=＿＿＿ /500=＿＿＿ mm以下  

(ⅱ ) 幅の変形量  

ℓ/250=＿＿＿ /250=＿＿＿ mm以下  

 

【11】 
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(ⅲ ) 深さの変形量  

ℓ/500=＿＿＿ /500=＿＿＿ mm以下  

(7) 測定方法  

(ⅰ ) 計測器具 (ﾀﾞｲﾔﾙｹﾞｰｼﾞ)のｾｯﾄ位置  

 

(ⅱ ) 計測方法  

(ｲ) 計測順序  

状態  荷重状態  無荷重状態   

試験順序  

 

a.荷重状態にする。  

b.ﾀﾞｲﾔﾙｹﾞｰｼﾞを読む。  

c.無荷重状態にする。  

d.ﾀﾞｲﾔﾙｹﾞｰｼﾞを読む。  

(ﾛ) 荷重、無荷重状態からﾀﾞｲﾔﾙｹﾞｰｼﾞを読むまでの時

間は５分間とする。  

(ﾊ) a～ dを３回繰り返す。  

(ﾆ) ２回目と３回目の間に 30分間のｸﾘｰﾌﾟを行う。  
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2. 縦曲げ試験成績書  

船名 (又は船舶

番号若しくは船

舶 検 査 済 票 番

号) 

 試験年月日    年   月   日  

試験場所     

  立会検査員   

 

規定荷重  kg 規定支点間距

離  

m 

試験荷重  kg 試験支点間距

離  

m 

(1) 計測記録  

 第１回目  第２回目  ｸﾘｰﾌﾟ 第３回目  最大  

 荷重  無荷重  差  荷重  無荷重  差  無荷重  差  荷重  無荷重  差   

A             

B             

C             

D             

E             

F             

G             

(2) たわみ量等の計算  

 

 

a=＿＿＿ m b=＿＿＿ m 

【14】 
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ℓ=＿＿＿ m ℓ 1=＿＿＿ m ℓ 2=＿＿＿ m 

 Bのﾀﾞｲﾔﾙｹﾞｰｼﾞが ｼﾞｬｯｷよりも船首側にある場合は、以下の

算式中
24 a とあるのは

14 b と読み替えること。  

(ⅰ ) ｷｰﾙのたわみ  

d
1
=B-1/2(A+C)=＿＿＿ -1/2(＿＿＿ +＿＿＿ )=＿＿＿ mm 

 
 _____

_____

4 2

1

2






a

d
=＿＿＿ mm 

(ⅱ ) 幅の変形量  

d
2
=D+E=＿＿＿ +＿＿＿ =＿＿＿ mm 

 
 _____

_____

4 2

2

2






a

d
=＿＿＿ mm 

(ⅲ ) 深さの変形量  

d
3
=B+1/2(F+G)=＿＿＿ +1/2(＿＿＿ +＿＿＿ )=＿＿＿ mm 

 
 _____

_____

4 2

3

2






a

d
=＿＿＿ mm 

3. 判定  

 許容範囲  実測値  補正値  判定  

ｷｰﾙのたわみ量  mm mm mm  

幅の変形量  mm mm mm  

深さの変形量  mm mm mm  
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[Ⅲ ] 板厚計測試験方法  

1. この取り扱いは、組立式以外の単胴型 FRP製船体に適用するも

のであるが、単胴型であっても特異な構造を有する船体にあって

は、取り扱いについてあらかじめ本部と協議すること。  

2. 超音波板厚計を使用する場合は、適切な伝播速度により計測を

行うこと。  

3. 各部の板厚の計測については次によること。  

(1) 板厚計測箇所は、少なくとも L(船の長さ )の船首端からそれ

ぞれ L/3、 L/2及び 2L/3の位置にある３断面につき上甲板は両

舷各１カ所以上、船側及び船底は両舷各数カ所とする。  

(2) 板厚計測箇所は、ﾁｬｲﾝ等断面が急激に変化する部分及び曲線

部分を避けること。  

 また、継手の重ねしろ等周辺の測定値と比較して著しく異

なる板厚が計測された場合は、当該計測点から若干はなれた

部分の板厚を計測すること。  

(3) 細則第１編 5.0(b)(3)(ⅰ )(ﾛ)1)の算式 (以下｢算式｣という。 )

における Bd(上甲板の船体中央部の片げんの幅 )の計測に当た

っては、別紙１を参考とすること。  

4. 各部の計測値については次によること。  

(1) Bdについて  

  3.(3)により計測した各断面各舷の Bdのうち、最小の値を算

式における Bdの値とする。  

(2) 板厚について  

(ⅰ ) 各断面各舷の上甲板の板厚は、計測した１ヶ所の板厚

(２ヶ所以上計測した場合は、そのうちの最小の値 )を当該

断面当該舷の板厚とする。  

(ⅱ ) 各断面各舷の船側及び船底の板厚は、それぞれ数カ所計

測したうちの最小の値を当該断面当該舷の板厚とする。  

(ⅲ ) 算式における各部の｢船体中央部における板厚｣の値は、

それぞれ (ⅰ )及び (ⅱ )により求めた各断面各舷の板厚の平

均の値とする。 (参考 :別紙２ ) 

5. ｻﾝﾄﾞｲｯﾁ構造の上甲板等の板厚は、心材部を除いた FRP積層部の

合計厚さを採用するが、超音波板厚計は通常心材の内外層の FRP

【15】【19】 



2 編 -附 [5]-9 

積層部の厚さのみを計測するので、内外両面から板厚を計測し、

その合計を当該箇所の板厚とする。  

6. 超音波板厚計により計測できない箇所について、受検者側で準

備した特別の板厚計等により板厚が適正に計測できると判断され

る場合には、その計測値を当該箇所の板厚として差し支えない。  

 ただし、この場合はその都度本部に連絡すること。  

7. 算式のただし書の適用は、実船と同一材料を使用し、同一積層

構成の船側外板を同一成形作業場において同一成形法によって成

形し、その成形品から試験片を採取し引張試験を行ったﾃﾞｰﾀがあ

る場合に限る。  
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別紙１  

各断面におけるBdの測り方 

１  漁船ﾀｲﾌﾟ 

(1) (2)  

 

(3) (4)  

 

   

２  ﾓｰﾀｰﾎﾞｰﾄﾀｲﾌﾟ 

(1) (2)  
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(3) (4)  

 

 

３  和船ﾀｲﾌﾟ 

(1) (2)  
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別紙２  

板厚計測記録簿  

 

検査員    計測年月日    

船名 (又は船舶

番号若しくは船

舶 検 査 済 票 番

号) 

  船舶所有者    

船体ﾒｰｶｰ   船体型式    

W ﾄﾝ L m B m 

Bd m D m V ﾉｯﾄ 

V L   a 1.25 ・  1.00 

td mm ts mm tb mm 

(V:満載状態での計画速力 (ﾉｯﾄ)) 

 

(1) 75  a W L    (a)=＿＿＿＿＿＿＿＿  

(2) (ⅰ ) td･Bd=＿＿＿＿  

(ⅱ ) ts･D=＿＿＿＿  

(ⅲ ) tb･B=＿＿＿＿  

(ⅳ ) 2 2   ( ) ( ) ( )iii ii i =＿＿＿＿  

(ⅴ ) ( ) ( )ii iii =＿＿＿＿  

(ⅵ ) ( ) ( ) / ( ) /ii iv v 3=＿＿＿＿  

(ⅶ )   310)()(2  viiD   (b)=＿＿＿＿＿＿＿＿  

 

( ) ( )a b －－－合格  

 ( ) ( )a b －－－不合格  

【14】 



2 編 -附 [5]-13 

計測表 

 

  L/3 L/2 2L/3 平均値  計算に用いる値  

     - ((a)+(b))/2 

 右舷     -  

     -  

td 最小値     (a)  

     -  

 左舷     -  

     -  

 最小値     (b)  

     - ((c)+(d))/2 

 右舷     -  

     -  

ts 最小値     (c)  

     -  

 左舷     -  

     -  

 最小値     (d)  

     - ((e)+(f))/2 

 右舷     -  

     -  

tb 最小値     (e)  

     -  

 左舷     -  

     -  

 最小値     (f)  

Bd 右舷     - (最小値 ) 

 左舷     -  
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附属書[6] 冷凍機器の検査 

冷凍機器の検査の方法は次によること。  

1. 第１回定期検査  

(1) 材料  

(ⅰ ) 冷媒の種類により使用してはならない材料は、次に掲

げるとおりとする。  

(ｲ) ｱﾝﾓﾆｱに接触する部分 : 銅、亜鉛、ｶﾄﾞﾆｳﾑ又はそれら

の合金 

(ﾛ) 一次冷媒に接触する部分 : ﾏｸﾞﾈｼｳﾑが２ %を超える

ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金  

(ﾊ) 常時水に接触する部分 : 純度が 99.7%未満のｱﾙﾐﾆｳ

ﾑ(防食処理が施されている

ものを除く。 ) 

(ⅱ ) 鋳鉄製弁類は、最高使用温度が０℃未満及び 220℃を

超える冷凍及び冷蔵機器には使用しないこと。ただし、

最高使用圧力の 1/2.5以下の圧力で使用される場合に限

り、 -50℃まで使用して差し支えない。なお、使用冷媒

の種類に応じた鋳鉄製弁類の使用制限については、次の

表１によること。  

 

表１  鋳鉄製弁類  

 

用途  使用冷媒  材料の種類  使用可能範囲  

  JIS 記号   

止め弁  ｱﾝﾓﾆｱ G 

5501 

FC100 

FC150 

FC200 

FC250 

FC300 

使用してはならない  

   FC350 最高使用圧力2.0MPa(20kgf/cm2)

以下のもの  

【 5】  

【 5】  

【11】 
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止め弁  ｱﾝﾓﾆｱ G 

5502 

G 

5702 

G 

5703 

G 

5704 

 1. 
 
最高使用圧力1.6MPa(16kgf/cm2)

以下のもの 

2. 
 
最高使用圧力1.6MPa(16kgf/cm2)

を超え2.5MPa(26kg/cm2)以下、呼

び径100mm以下で、かつ、最高使

用温度150℃以下のもの 

 その他の冷媒  G 

5501 

FC100 

FC150 

FC200 

使用してはならない  

   FC250 

FC300

F 

FC350 

1. 
 
最高使用圧力1.6MPa(16kgf/cm2)

以下のもの 

2. 
 
最高使用圧力1.6MPa(16kgf/cm2)

を超え2.5MPa(26kgf/cm2)以下、

呼び径100mm以下で、かつ、最高

使用温度150℃以下のもの 

  G 

5502 

G 

5702 

G 

5703 

G 

5704 

 

逃がし弁  すべての冷媒  G 

5501 

G 

5502 

G 

5702 

G 

5703 

G 

5704 

 使用してはならない  
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中間弁  すべての冷媒  G 

5501 

FC100 

FC150 

FC200 

使用してはならない  

   FC250 

FC300 

FC350 

1. 
 
最高使用圧力1.6MPa(16kgf/cm2)

以下のもの 

2. 
 
最高使用圧力1.6MPa(16kgf/cm2)

を超え2.5MPa(26kgf/cm2)以下、

呼び径100mm以下で、かつ、最高

使用温度150℃以下のもの 

中間弁  すべての冷媒  G 

5502 

G 

5702 

G 

5703 

G 

5704 

 最高使用圧力 3.1MPa(32kgf/

㎠ )以下のもの  

備考  

1. JISの欄中｢G 5501｣、 ｢G 5502｣、 ｢G 5702｣、 ｢G 5703｣

又は｢G 5704｣は、それぞれ JIS G 5501｢ねずみ鋳鉄｣、

JIS G 5502｢球状黒鉛鋳鉄品｣、 JIS G 5702｢黒心可鍛鋳

鉄品｣、 JIS G 5703｢白心可鍛鋳鉄品｣又は JIS G 5704｢ﾊﾟ

ｰﾗｲﾄ可鍛鋳鉄品｣に掲げるものを示す。  

2. 本表に掲げるものに相当するものについても、本表に

掲げるものと同様の取り扱いとする。  

(2) 圧力試験  

 圧縮機の使用動力が 7.5kW以下のものを除き (ｱﾝﾓﾆｱを冷媒と

するものは、この限りでない。 )冷凍機器及びその管装置は、

次により水圧試験及び気密試験を行うこと。  

(ⅰ ) 一次冷媒の圧力を受ける機器及びその管装置 (ｱﾝﾓﾆｱ以

外のものを冷媒とするものの管装置を除く。 )は、それ

ぞれ高圧側及び低圧側の圧力容器の制限圧力の 1.5倍の

【11】 
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圧力試験  

(ⅱ ) 一次冷媒の圧力を受ける機器は、空気若しくは不活性

ｶﾞｽ又はこれらに少量の冷媒ｶﾞｽを混入したものにより、

それぞれ高圧側及び低圧側の圧力容器の制限圧力による

気密試験  

(ⅲ ) 一次冷媒の圧力を受ける管装置は、船内据付け後、空

気若しくは不活性ｶﾞｽ又はこれらに少量の冷媒ｶﾞｽを混入

したものにより、それぞれ、高圧側及び低圧側の圧力容

器の制限圧力の 0.9倍の圧力による気密試験  

(ⅳ ) 圧縮機及び凝縮器の水冷部は､最大使用圧力の 1.5倍又

は 0.2MPa(2kgf/cm 2)のうちいずれか大なる圧力による圧

力試験  

(注 ) 冷凍機器であって、管海官庁、日本海事協会の発

給する適当な証明書を有する又は高圧ｶﾞｽ取締法の

定めるところにより経済産業大臣に製造の届出をし

た製造者によって経済産業省令で定めた技術基準若

しくはそれと同等以上の基準に従って製造され、製

造工場の発給した圧力試験に関する証明書を有する

ものについては、水圧試験又は気密試験を省略して

差し支えない。  

2. 第２回以降定期検査  

(1) 外観検査  

(2) 圧力試験  

 一次冷媒の圧力を受ける冷凍装置及びその管装置にあって

は、使用状態における圧力による漏えい試験を行う。 (圧縮

機の使用動力が、 7.5kW以下のものを除く。ただし、ｱﾝﾓﾆｱを

冷媒とするものは、この限りでない。 ) 

3. 第１種中間検査  

(1) 外観検査  

(2) 圧力試験  

  一次冷媒の圧力を受ける冷凍装置及びその管装置にあって

【 12】  
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は、使用状態における圧力による漏えい試験を行う。 (圧縮

機の使用動力が、 7.5kW以下のものを除く。ただし、ｱﾝﾓﾆｱを

冷媒とするものは、この限りでない。 ) 

 ただし、外観検査の結果、差し支えないと認める場合は省

略してよい。  
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附属書[7-1] 小型船舶用膨脹式救命いかだの整備基準 

1. 適用範囲  

 この基準は、小型船舶安全規則第 46条に規定する小型船舶用膨

脹式救命いかだ (以下｢いかだ｣という。 )について、点検、整備を

行う場合に適用する。  

2. 点検、整備の方法  

 いかだの点検、整備は、これを備え付けている船舶の定期的検

査の時期に行い、次の事項について確かめる。なお、いかだの点

検、整備は、次の事項について確かめる。  

(1) 外観点検  

(ⅰ ) 格納状態での点検  

 先ずｺﾝﾃﾅからいかだをとり出し、格納袋を外部点検し、

表示事項、格納袋の異常、格納状態の適否を調べる。  

(ⅱ ) 展張状態での点検  

 いかだ本体を展張し、表１に従って各部材質の劣化、

汚染、破損、接着部のはがれ、金属部の腐食、表示事項

の鮮明度を点検する。  
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表１  

 点検箇所  点検内容  

1.  主気室  変質、裂け、切れ、こすれ、はがれ  

2.  床気室  変質、裂け、切れ、こすれ、はがれ  

3.  ｶﾞｽ充気装置  発錆、ねじのはめ合い  

ﾎﾞﾝﾍﾞのｽﾃﾝｼﾙの鮮明度  

4.  ｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞ･ｶﾊﾞｰ 変質、切れ  

5.  ｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞ座  変質、裂け、切れ、こすれ、はがれ  

6.  内外周救命索  変質、切れ、こすれ  

7.  帯索  変質、切れ、こすれ  

8.  各種ﾊﾟｯﾁ類  変質、切れ、こすれ、はがれ  

9.  はしご  変質、切れ、こすれ  

10.  浮き輪  変質、切れ、こすれ  

11.  ｼｰ･ｱﾝｶｰ 変質、切れ、発錆  

12.  天幕 (雨水採取装置を含む ) 変質、切れ、こすれ  

13.  もやい網  変質、切れ、汚れ  

14.  作動索  変質、こすれ、汚れ、発錆  

15.  ぎ装品収納袋  変質、裂け、切れ、こすれ  

16.  いかだ格納袋  変質、裂け、切れ、こすれ、汚れ  

17.  ｺﾝﾃﾅ 破損、変質、切れ、雨水の抜け具合  

18.  海水電池等  破損、変質、導通  

(2) ｶﾞｽ充気装置の点検  

 ｶﾞｽ充気装置をいかだ本体から取り外し、ｶｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞ機構、連

結金具ｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞに分解し、それぞれについて次の点検を行う

こと。  

(ⅰ ) ｶｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞ機構は作動状態が良好であることを確認する。  

(ⅱ ) 連結金具 (不還弁を含む｡)は腐食、劣化、弁体の歪等

を点検する。  

(ⅲ ) ｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞは検量を行い、ﾎﾞﾝﾍﾞ内のｶﾞｽ量が表示質量よ

り減少していないことを確かめる。この場合、検量に用

いる秤は適正に較正したもので、秤量 20kg程度のものを
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用い、ﾎﾞﾝﾍﾞ内のｶﾞｽ量と表示量との差が測定誤差 (秤の誤

差と使用公差を合計した値をいう｡)以内の場合は、ｶﾞｽの

減少は無いものとする。  

(ⅳ ) ﾎﾞﾝﾍﾞの表示内容の不明なもの、損傷のあるもの及び

発錆のひどいものは｢新替｣すること。  

(ⅴ ) ﾎﾞﾝﾍﾞは、製造後又は耐圧試験後６年以上経過したも

のは耐圧試験を行う。  

(3) ぎ装品の点検  

 ぎ装品を収納袋から取り出し、ぎ装品収納袋に表示されて

いる品名、数量に従って内容品を点検し、品質、機能、ﾒｰｶｰ

保証期限、欠品等について確かめること。  

 また、経年劣化するぎ装品については附属書 [13]に定める

ところによること。  

(4) 主気室漏えい試験  

(ⅰ ) 水分及び油気の少ない圧縮空気を用いて、主気室内圧

を 16kPa(120mmHg又は 1,632mmAq)以上とし、約１時間放置

後、内圧の変動のある場合は、 16kPa(120mmHg又は

1,632mmAq)に再調整し、その後１時間放置し、気温及び

気圧の変化に対する補正を行った後の内圧が初圧の 95%以

上であること。  

(ⅱ ) 試験時の周囲条件は特に規定しないが、試験は屋内の

水平床上で行い、できる限り温度変化を与えないように

すること。  

(ⅲ ) 気温及び気圧の変化に対する補正値は次のとおりとす

る。  

気温の１℃上昇  測定値から400Pa(３mmHg又は41mmAq)を減ずる。 

気温の１℃下降  測定値に400Pa(３mmHg又は41mmAq)を加える。 

気圧の133Pa(１mmHg

又は13.6mmAq)上昇 

測定値に 133Pa(１ mmHg又は 13.6mmAq)を加

える。  

気圧の133Pa(１mmHg

又は13.6mmAq)下降 

測定値から 133Pa(１ mmHg又は 13.6mmAq)を

減ずる。  

(ⅳ ) 漏えい試験に使用する圧力計は適正に較正されたもの
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とする。  

(5) 床気室漏えい試験  

(ⅰ ) 水分及び油気の少ない圧縮空気を用いて床気室内圧を

そのいかだにおける床気室の設計圧力とし、約１時間放

置後著しい圧力低下がないことを確認する。  

(ⅱ ) 試験時の周囲条件、気温及び気圧の変化に対する補正値

並びに漏えい試験に使用する圧力計については、 (4)(ⅱ )、

(ⅲ)及び (ⅳ)に準ずる。 

(6) 自動離脱装置  

(ⅰ ) 外部点検  

 外部を点検し、腐食、発錆等の異常のないことを確か

める。  

(ⅱ ) 作動試験  

 装置のﾌｯｸに適当な荷重をかけた状態で水深相当の圧力

(2.0～ 4.0mの水深に相当する圧力を標準とする｡)をﾀﾞｲﾔﾌ

ﾗﾑに与え、設定水深で作動することを確かめる。  

3. 修理加工方法の基準  

 整備者は、点検、整備の結果、不備、不具合の発見されたもの

については、次の基準により修理を行うこと。  

(1) 修理作業の分類  

(ⅰ ) 主気室、床気室、天幕支柱 (甲種 )等の内圧を受ける部

分の修理  

(ⅱ ) 格納袋、天幕、救命索等 (ｶﾞｽ充気装置等の金属部品を除

く｡)の修理 

(ⅲ ) ｶﾞｽ充気装置及びその他の金属部品の修理  

(ⅳ ) 本体付属部品等の取付部の修理  

(ⅴ ) ぎ装品の修理  

(ⅵ ) ｺﾝﾃﾅの修理  

 

(2) 修理の方法  

 修理は、それぞれの製品についての社内基準に基づいて行
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うものとする。  

(ⅰ ) 内圧を受ける部分の修理  

 主気室、床気室、天幕支柱等気密を要する部分の裂け

傷、貫通孔、ｽﾘ傷等については次の基準により修理を行

う。  

(ｲ) ﾊﾟｯﾁ当て修理に使用するﾊﾟｯﾁ片は、修理箇所と同

等の材料であること。  

(ﾛ) ﾊﾟｯﾁ片は、損傷部分より周囲少なくとも 30mm以上

大なること。  

(ﾊ) 大なる損傷に対しては、裏ばり、二重ばり等の適

当な補強手段を講ずること。  

(ﾆ) ｻｰﾋﾞｽ･ｽﾃｰｼｮﾝにおいては原則として小規模の損傷

の補修にとどめ、ﾊﾟﾈﾙの交換、原因不明の漏れ等はﾒ

ｰｶｰで修理すること。  

(ﾎ) 次の各のいずれかに該当するﾊﾟﾈﾙは、ﾊﾟﾈﾙ全体の

交換を行うものとする。  

1) 損傷が気室の２ﾊﾟﾈﾙにまたがっているとき  

2) 損傷が主気室ﾊﾟﾈﾙと床気室にまたがっていると

き  

3) 損傷が上、下気室のﾊﾟﾈﾙにまたがっているとき  

4) かぎ傷で一辺の長さが 20cm以上あるﾊﾟﾈﾙ 

5) 直線状のさけ傷で長さが 30cm以上あるﾊﾟﾈﾙ 

6) 100cm 2以上のﾊﾟｯﾁが３個以上あるﾊﾟﾈﾙ 

7) 全面的にもれの生じているﾊﾟﾈﾙ 

(ﾍ) 修理終了後 20時間以上放置し、 2.の (4)及び (5)に

掲げる漏えい試験を行うこと。  

(ⅱ ) 格納袋、天幕、救命索等の修理  

(ｲ) 格納袋、天幕の修理は、気室の修理方法に準じて

行う。ただし、裏ばり、二重ばり等の補強手段は行

わなくてもよく、かつ、相当大規模の修理までｻｰﾋﾞ

ｽ･ｽﾃｰｼｮﾝにおいて行うことができる。  
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(ﾛ) 救命索等のひも類の痛んだものは、適宜同一の新

部品と交換する。  

(ﾊ) (ｲ)により修理したものは、修理後適当な時間経過

したのち、目視により点検し、はがれ、ﾎﾞｲﾄﾞ等のな

いことを確かめる。  

(ⅲ ) ｶﾞｽ充てん装置及びその他の金属類の修理  

(ｲ) ｶﾞｽ充てん装置に不具合な点のあるものは、新部品

と交換することを原則とする。  

(ﾛ) ｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞの検量の結果、内部のｶﾞｽ量が表示の質量

より減少している場合は、ｶﾞｽの再充てん又はﾎﾞﾝﾍﾞ

の交換を行う。なお、ﾎﾞﾝﾍﾞが著しく腐食している場

合には耐圧検査を行い、不良のものは交換する。  

(ﾊ) ｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞを交換する場合は、温水試験を 40分間以

上行い漏えいのないことを確かめた後取り付けるこ

と。この場合の温水試験の温水の温度は 45±２℃と

すること。  

(ﾆ) いかだに付属する金属部品類で腐食、発錆のある

ものはｻﾝﾄﾞﾍﾟｰﾊﾟｰで研磨し防錆塗装を施すか、取り

外して酸洗い、ﾒｯｷ等を施こす。腐食の程度の甚だし

いものは交換する。  

(ﾎ) 自動離脱装置は設定水深で作動するように調整し、

作動を確かめておく。腐食、発錆の特に著しいもの

は交換する。  

(ⅳ ) 索類、金物類の取付部の修理  

 索類、金物類の本体取付部のはがれは接着修理し、破

損したものは交換し、適当時間後点検しておく。ただし、

重要部分まで影響を及ぼす修理はﾒｰｶｰで行うのを原則と

する。  

(ⅴ ) ぎ装品の修理  

 ぎ装品の品質、機能の劣化したもの、ﾒｰｶｰ保証期限を

経過したもの及び欠品等は適宜これを交換、補充、整備、
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手入れし、小型船舶安全規則第 48条に規定されている備

品が良好な状態で規定数備えられているようにする。な

お、ぎ装品の損傷、劣化したものは新換えを原則とし、

特に軽度の損傷等で修理可能なものは適宜修理を行うも

のとする。  

(ⅵ ) ｺﾝﾃﾅの修理  

 ｺﾝﾃﾅの損傷は原則としてﾒｰｶｰで修理するが、特に軽度

の損傷等は事業場で修理を行うことができる。  

4. 最終点検及び積付けの点検  

 整備の完了したいかだは次の要領に従って最終点検、梱包の後

輸送し、本船へ積み付ける。  

(1) 最終点検  

 整備の完了したいかだは、ｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞの質量、ｶﾞｽ充気装置の

取付状態、補充弁 (吸排弁 )の閉鎖、ぎ装品の取り付け等を確

認したうえ収納し、ｺﾝﾃﾅ(ｺﾝﾃﾅに格納しないいかだにあっては

格納袋 )に封印を行い、輸送中の損傷を防ぐため木箱その他に

梱包、輸送すること。  

(2) 積付けの点検  

 本船へは所定の方法で積付け、作動索、締付ﾊﾞﾝﾄﾞ、自動離

脱装置の取付け状態を確認する。なお、自動離脱装置のない

格納装置にあっては、いかだの投下及び自然浮揚のできるこ

とを確認すること。  

5. 整備記録の作成等  

(1) いかだの点検、整備を完了したときには、別紙第１号様式

の整備記録を作成し、検査を実施した支部及び船舶所有者に

各１部送付するとともに、１部を事業場に保管すること。  

(2) 前記 (1)のほか、いかだに添付されている別紙第２号様式の

整備経歴簿に整備結果を記入すること。  
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膨脹式救命いかだ整備記録  
船 名 (又 は 船 舶 番

号 若 し く は 船 舶

検 査 済 票 番 号 )  

 

整 備 記 録 番 号  

 

整  備  

年 月 日  

外 観  

整 備  
令 和  年   月   日  

整 備 事 業 場  

住 所  

名 称  
総 ト ン 数   

整 備 主 任 者  

登 録 番 号  

直 接 監 督 者  

登 録 番 号  担 当 者 検 印  

氏 名  氏 名  
 

（    ） 種  

型 式  製 造 番 号  製 造 年 月  

令 和  

年   月  平 成  

昭 和  

い  か  だ  

製 造 者 名  型 式 承 認 番 号  搭 載 年 月  

令 和  

年   月  

本 船 の い か だ 番 号  

N o .  平 成  

昭 和  

検 査 の 種 類    定 期 検 査      中 間 検 査      臨 時 検 査  就 航 航 路   

船 舶 の 用 途  
国 際  

旅 客 船   貨 物 船   漁  船   そ の 他  
船 籍 港  

（ 定 繋 港 ）  

 

非 国 際  

船

舶

所

有

者 

住 所  

整

備

依

頼

者 

住 所  

い

か

だ

返

送

先

 

住 所  

名 称  名 称  名 称  

整    備    点    検    記    録  

前 回 の 整 備 年 月 日  
 

前 回 の 整 備  
 

前 回 の 整 備 事 業 所   記    録  

 

荷  重  試  験  
投 下 式         

試 験 荷 重 種 類   荷 重        k g  荷 重 試 験 の 結 果  
 

整

備

点

検

項

目 

進 水 装 置 用  

外  

観  

 耐 圧 試 験 前 後 の 外 観  

 

気 室  
上 （ 内 ） 気 室  下 （ 外 ） 気 室  床 気 室  

耐 圧 試 験  

上 （ 内 ） 気 室  下 （ 外 ） 気 室  
備 考  

試 験  

漏 洩 試 験  
（    ） P a  （    ） P a  （    ） P a  （    ）  P a  （    ）  P a  

( 1 ) (  )内 は H g 又 は H g の

判 定 基 準 値 を 記 入 す る 。  

安 全 弁  開 放 圧  （    ） P a  （    ） P a  
 ※  主 気 室 1 2 0 m m H g の  乗 込 台 補 助 空 気 弁  

乗 込 台 の 機 能  と き の 乗 込 台 内 圧  解 放 時 の 主 気 室 内 圧  ( 2 )※ は 数 値 で 示 さ れ て い

な い も の に あ っ て は 合 又

は 否 を 記 入 す る 。  

の 作 動  閉 止 圧  

（    ） P a  （    ） P a  

 確 認 試 験  

（    ）  P a  （    ）  P a   

綱

・

索

 

自 動 索  基 準 の 長 さ   ｍ   実 際 の 長 さ    ｍ  も や い 網   基 準 の 長 さ   ｍ   実 際 の 長 さ     ｍ  

充 気 装 置   

ガ

ス

ボ

ン

ベ 

上  （ 内 ）  気  室  ボ  ン  ベ  下  （ 外 ）  気  室  ボ  ン  ベ  

 記 号 及 び ボ ン ベ 番 号   記 号 及 び ボ ン ベ 番 号  

容 器 容 量  ガ ス 質 量  耐 圧 試 験 年 月 日  充 填 年 月 日  容 器 容 量  ガ ス 質 量  耐 圧 試 験 年 月 日  充 填 年 月 日  

ℓ      
C O 2  

k g  
令 和  

年   月   日  
令 和  

年   月   日  ℓ  
C O 2  

k g  
令 和  

年   月   日  
令 和  

年   月   日  
N 2  平 成  平 成  N 2  平 成  平 成  

ガ ス の 種 類  記 事  ガ ス の 種 類  記 事  

ぎ

装

品

等 

 個 数  交 換 、 継 続 の 別  有 効 期 限   個 数  交 換 、 継 続 の 別  有 効 期 間  

小 型 船 舶 用 火 せ ん  ２ 本 入  交 換  継 続  令 和   年   月 ま で  救 難 食 糧  個  交 換  継 続  令 和   年   月 ま で  

信 号 紅 炎  ２ 本 入  交 換  継 続  令 和   年   月 ま で  飲 料 水  個  交 換  継 続  令 和   年   月 ま で  

発 煙 浮 信 号  １ 本 入  交 換  継 続  令 和   年   月 ま で  応急医療具（器具） 個  交 換  継 続  令 和   年   月 ま で  

 記 事  〃  （薬品） 個  交 換  継 続  令 和   年   月 ま で  

海 水 電 池  個  交 換  継 続  令 和   年   月 ま で  

 
自 動 離 脱 装 置  

製 造 者 名  型    式  製 造 年 月 日  試 験 荷 重  作 動 圧 力  記 事  

   2 0 0 k g   P a    

備 
 

 

考 

 展 脹 時 の い か だ の 状 況  乾 ・ 湿  

パ ッ チ 当 の 数  整 備 前  個  

（ 補 修 の み ）  整 備 後  個  

ガ ス 膨 脹 の 有 無  有  ・  無  

積

付 
 

 
 

架 台 の 種 類  
標 準 型  担 当 者 検 印  

在 来 型   

最 少 航 海 喫 水 線 か ら の  

積 付 高 さ  ｍ  

積 付 点 検 年 月 日  

令 和   年   月   日  

【5】【11】【14】【32】 

（第 1 号様式）  
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（第２号様式）  

膨脹式救命いかだ等整備経歴簿  
搭載船名 (又 は船舶 番号若

しくは船 舶検査 済票番 号 ) 

 船  の  

種  類  

客、貨、漁、

その他  

船籍港  

（定係地）  

 

船舶所有者住所及び名称   
い

か

だ

等

の 

要

目 

型     式   型 式 承 認 番 号   

製  造  番  号   搭 載 年 月 日   

製  造  者  名   本 船 い か だ 等 の 番 号   

製  造  年  月   装 備 の 種 類  完全､沿海､平水､漁船  

い  か  だ  整  備  点  検  成  績  表  

整  備  整  備  
外観点検  

漏洩試験  充気装置  ぎ装品  自動離脱  サービス･ス  整備士  

年月日  種  類  主気室  床気室  解放点検  点  検  装   置  テーション名  氏  名  

 定  ･ 臨          

 定  ･ 臨          

 定  ･ 臨          

 定  ･ 臨          

 定  ･ 臨          

 定  ･ 臨          

 定  ･ 臨          

いかだ取付高圧ガスボンベ点検成績表  

整  備  

年月日  

ボンベ記 号及番 号  ボンベ  

容  量  

ガス  

質量  

総質量  ガス充てん  

年  月  日  

ボンベ製造  

年  月  日  

記   事  取扱者  

氏  名  

納入時  
 １  ㎏  ㎏      

        

         

        

         

        

         

        

         

        

         

        

         

        

注：整備種類欄には、いかだ等のとう載船舶の定期検査又は中間検査の時期に行う整備の場合は定

を、臨時に行う場合は臨をかこむこと。  

 

 

 

 

 

 

【11】【14】 
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附属書[7-2] 小型船舶用膨脹式救命浮器の整備基準 

1. 適用範囲  

 この基準は、小型船舶安全規則第 49条第２項に規定する小型船

舶用膨脹式救命浮器 (以下｢浮器｣という。 )について、点検、整備

を行う場合に適用する。  

2. 点検、整備の方法  

 浮器の点検、整備は、これを備え付けている小型船舶の定期検

査又は中間検査の時期に行い、次の事項について確かめる。  

 なお、浮器の点検、整備にあたっては、それぞれの製品につい

ての整備要領書に基づき慎重に行わなければならない。  

(1) 格納容器の点検  

(ⅰ ) 格納容器及び当該容器の船体への取付部に変形、ひび

割れ、発錆、腐蝕、損傷等がないこと。  

(ⅱ ) 格納容器に表示された型式名等が読みとれること。  

(ⅲ ) 格納容器の排水口がつぶれたり、異物が付着していな

いこと。  

(2) 外観点検  

(ⅰ ) 格納状態での点検  

 先ず格納容器から浮器を取り出し、収納袋を外部点検

し、表示事項、収納袋の異常、格納状態の適否を調べる。  

(ⅱ ) 展張状態での点検  

 収納袋から取り出した浮器を展張し、各部材質の劣化、

汚染、破損、接着部のはがれ、金属部の腐食、表示事項

の鮮明度等を点検する。  

(3) 漏えい試験  

 漏えい試験は、浮器に損傷を与えるおそれのある突起物等

のない屋内の水平床上等で行い、できる限り温度変化を与え

ないようにすること。  

 なお、漏えい試験の方法は、次のいずれかによること。  

(ⅰ ) 圧力計を使用する方法  

(ｲ) 水分及び油気の少ない圧縮空気を用いて、気室内

【5】 

【5】 

【5】【11】 
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圧を 16kPa(120mmHg又は 1,632mmAq)以上とし、約１時

間放置後、内圧の変動ある場合は、 16kPa(120mmHg又

は 1,632mmAq)に再調整し、その後１時間放置し、気

温及び気圧の変化に対する補正を行った後の内圧が

初圧の 95%以上であること。  

(ﾛ) 気温及び気圧の変化に対する補正値は次のとおり

とする。  

気 温 の 1 ℃ 上 昇  測定値から400Pa(３mmHg又は41mmAqを減ずる。) 

気 温 の 1 ℃ 下 降  測定値に400Pa(３mmHg又は41mmAq)を加える。 

気圧の133Pa(1mmHg又

は13.6mmAq)上昇 
測定値に133Pa(１mmHg又は13.6mmAq)を加える。 

気圧の133Pa(1mmHg又

は13.6mmAq)下降 
測定値から133Pa(１mmHg又は13.6mmAq)を減ずる。 

(ﾊ) 漏えい試験に使用する圧力計は適正に較正された

ものとする。  

(ⅱ ) 圧力計を使用しない方法  

(ｲ) 浮器に取り付けられているｶﾞｽ充気装置を手動で作

動させ、浮器を膨脹させる。  

(ﾛ) ｶﾞｽ充気装置を浮器から取り外し、浮器を水没させ、

気室、充気装置取付部及び補助送気装置から空気の

漏れがないこと。  

(4) ｶﾞｽ充気装置の点検  

(ⅰ ) 漏えい試験を (3)(ⅰ )の方法で実施した場合  

(ｲ) ｶﾞｽ充気装置を浮器から取り外す。  

(ﾛ) ｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞを充気装置から取り外し、ｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞの外

観点検の結果、発錆、腐蝕及び歪み等がないこと。  

(ﾊ) ｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞは検量を行い、ﾎﾞﾝﾍﾞ内のｶﾞｽ量が表示質

量より減少していないこと。この場合、検量に用い

る秤は適正に較正したものでﾎﾞﾝﾍﾞの質量に応じ適当

な秤量のものを用い、ﾎﾞﾝﾍﾞ内のｶﾞｽ量と表示量との

【5】【11】 
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差が測定誤差 (秤の誤差と使用公差を合計した値をい

う。 )以内の場合は、ｶﾞｽの減少は無いものとする。  

(ﾆ) ｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞを取り外したｶﾞｽ充気装置の発錆、腐蝕及

び歪み等のないこと。  

(ﾎ) ｶｯﾄ装置の作動状態が良好であること。  

(ﾍ) 作動用ﾏｶﾞｼﾞﾝが破損していないこと。  

(ⅱ ) 漏えい試験を (3)(ⅱ )の方法で実施した場合  

 前 (ⅰ )の (ﾆ)、 (ﾎ)及び (ﾍ)に規定する事項につき点検

すること。  

(5) 充気装置取付部の点検  

(ⅰ ) 充気装置の浮器への取付部に剥がれ、ひび割れ等のな

いこと。  

(ⅱ ) 発錆、腐蝕、歪み等のないこと。  

(ⅲ ) ﾈｼﾞ部は、取り付けられていること。  

(6) 補助送気装置の点検  

(ⅰ ) 補助送気装置の浮器への取付部に剥がれ、ひび割れ等

のないこと。  

(ⅱ ) ｺﾞﾑ管の破損、ひび割れ等のないこと。  

(ⅲ ) 送気口金の破損、ひび割れ、変色等のないこと。  

(7) 索類の点検  

(ⅰ ) 固縛状態を点検し、異常がないこと。  

(ⅱ ) 汚れ、損傷等がないこと。  

3. 折り畳み収納及び格納  

 点検及び整備が終了した浮器は、次の方法により収納及び格納

すること。  

(1) 気室の空気を補助送気装置により完全に抜くこと。  

(2) 指定のﾊﾟｯｷﾝを充気装置取付部に装着し、ｶﾞｽ充気装置を取

り付け、指定の安全ﾋﾟﾝを差し込むこと。  

(3) 点検合格後のｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞ又は初めて使用されるｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞを、

ｶﾞｽ充気装置に取り付ける。  

(4) 整備要領書又は取扱説明書に記載されている折りたたみ手
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順により浮器を折りたたみ、収納袋に収納する。  

(5) 安全索を格納容器の指定場所に固縛し、浮器を格納容器に

格納する。  

4. 附属書 [7-1]の準用  

 浮器の修理加工方法の基準及び整備記録の作成については、附

属書 [7-1]｢小型船舶用膨脹式救命いかだの整備基準｣の、 3.(修理

加工方法の基準 )(浮器に関連する事項に限る。 )及び 5.(整備記録

の作成等 )((i)に限る。 )を準用する。  

 この場合において、｢いかだ｣とあるのは｢浮器｣と読み替えるこ

ととする。  
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附属書 [7-3] 小型船舶用膨脹式救命浮輪、小型船舶用

膨脹式救命胴衣及び小型船舶用膨脹式浮力補助

具の検査の方法 

1. 適用  

 小型船舶用膨脹式救命浮輪、小型船舶用膨脹式救命胴衣及び小

型船舶用膨脹式浮力補助具の定期的検査は、この附属書に定める

方法によること。  

2. 検査の方法  

(1) 外観検査  

 各部の材質の劣化、汚染、破損、接着部のはがれ等ないこ

とを確認する  

(2) 膨脹試験  

 補助送気装置 (小型船舶用膨脹式救命浮輪にあっては､空気

抜き )の送気口金より呼気等により膨脹させ、漏れのないこと

を確認する。ただし、製造後 10 年以内のもので外観検査の結

果異常がない場合は省略して差し支えない。  

(3) 充気装置の検査  

(ⅰ ) ｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞの検査  

ｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞの検量を行い、ﾎﾞﾝﾍﾞ内のｶﾞｽ量が表示質量よ

り減少していないことを確認する。ただし、ｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞを

取り外した状態で、発錆、腐食、歪等及び封板の破れの

ない場合は省略して差し支えない。  

(ⅱ ) 充填装置の検査  

(ｲ) ｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞを取り外した状態で、充填装置に異常がな

いことを確認する。  

(ﾛ) 手動用作動索が保護布等の外部に出ていることを確

認する。  

(ⅲ ) 充気装置取付部の検査  

(ｲ) 充気装置部に剥がれ、ひび割れ等のないことを確認

する。  

(ﾛ) 発錆、腐食、歪等がないことを確認する。  

【13】

【16】 

【26】 

【22】 

【26】 

【26】 

【26】 

【26】 
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充填装置 

ガスボンベ 

 

図  充気装置例  

 

(4) 小型船舶用膨脹式救命胴衣及び小型船舶用膨脹式浮力補助

具の補助送気装置の検査  

 次の事項を確認すること。  

(ⅰ ) 補助送気装置の取付部に剥がれ、ひび割れ等のないこ

とを確認する。  

(ⅱ ) ｺﾞﾑ管に破損、ひび割れ、変色等がないことを確認する。  

(ⅲ ) 送気口金に破損、ひび割れ、変色等がないことを確認

する。  

【26】 
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附属書[8] 小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示  

無線標識装置整備基準 

1. 適用  

 この基準は、小型船舶用極軌道衛星利用位置指示無線標識装置 (以下

｢衛星利用位置指示無線標識装置｣という。 )について、整備を行う場合

について適用する。  

2. 整備の方法  

 衛星利用非常用位置指示無線標識装置の整備は、これを備え付けてい

る船舶の定期検査又は中間検査の時期に行い、その搭載船舶及び免許人

の氏名又は名称が電波法に基づく免許状に記載されているとおりである

こと並びに次の事項について確認する。  

(1) 外観点検  

(ⅰ ) 機成品の点検  

 本体、ｱﾝﾃﾅの構成品のすべてが完全な状態で揃っているかを

点検する。  

(ⅱ ) 表示の点検  

 衛星利用非常用位置指示無線標識装置の本体の (ｲ)名称、型

式、型式承認番号、製造年月、製造番号、製造者名、検定印又

は証印 (ﾛ)簡単な取扱説明 (ﾊ)使用電池の有効期限

(2.(3)(ⅰ )(ﾛ)の点検後乾電池を新しいものに交換後の乾電池

の有効期限 )の表示が適切なものであり、かつ、見易い箇所に

なされ、かすれて見えにくくなっていないかを点検する。  

(ⅲ ) 本体容器等の変形、腐食等の点検  

 本体容器、ｱﾝﾃﾅ等に使用に適さない程度の変形、腐食、発錆

等がなく、送信回路への接続が接栓によるものにあってはその

接続が確実に行えることを点検する。  

(ⅳ ) 色度の点検  

 本体容器とｹｰｽの外面主要部が橙色系または黄色系の見易い

色であり、汚れがないかを点検する。  

(ⅴ ) 水密性の点検  【 9】  
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(ｲ)  筐体が変形、腐食、亀裂等により水密性がそこなわれて

いないかを点検する。  

(ﾛ) 次の場合は、温水試験等による水密性の確認試験を行う。  

1) 製造又は筐体の新替え後４年以上経過している場合  

2) 筐体を開いた場合  

3)  (ｲ)の点検により水密性がそこなわれているおそれが

あると認められる場合  

(ⅵ ) 電源の点検  

 電池の有効期限が６ヶ月以上残っているか及び前回の整備記

録を調べ電池を試験等により２時間以上使用していないかを点

検する。  

(2) 試験作動機能の点検  

 試験作動ｽｲｯﾁを入れて、電波を発信することなく衛星利用非常用

位置指示無線標識装置が適正に作動することを確認する。  

(3) ｼｰﾙﾄﾞﾙｰﾑ(電波遮蔽室 )内での点検  

(ⅰ ) 次の事項に留意して点検の準備を行う。  

(ｲ) 衛星利用非常用位置指示無線標識装置をｼｰﾙﾄﾞﾙｰﾑに入れｼ

ｰﾙﾄﾞﾙｰﾑの｢使用中｣の表示を確認し、ﾄﾞｱを確実に閉める。  

(ﾛ)  電池は、衛星利用非常用位置指示無線標識装置にそれま

で装着してあった電池又は作動試験用電池を使用する。な

お、電池は、作動試験のために装着する前に必ず直流電圧

計を用いてその端子電圧を測定し、過度に消耗しているも

のについては使用しないこと。  

(ﾊ)  衛星利用非常用位置指示無線標識装置をｼｰﾙﾄﾞﾎﾞｯｸｽに入

れた後、電波発射用のｽｲｯﾁを入れ約 15 分間保持する。  

(ﾆ) 試験器を作動状態にし、５分間以上保持すること。  

(ⅱ ) 衛星利用非常用位置指示無線標識装置について次の点検を行

う。  

 約 20 分の間測定を行い、以下の項目について確認する。  

(ｲ) 極軌道衛星に対して発信される信号 (406.025MHz)の場合  

1) 送信電力 (Power)が 5W±2dB(3.15～ 7.9W､35～ 39dBm)の

【 5】  

【 5】  

【 5】  
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範囲内にあること。 (本項目に限りｱﾝﾃﾅが取り外せるも

のにあっては、ｱﾝﾃﾅを外し試験器と同軸ｹｰﾌﾞﾙで結合の

上点検を行う。  

 なお、ｱﾝﾃﾅが取り外せないものにあっては、測定用ｱﾝ

ﾃﾅｶｯﾌﾟﾗｰを介して測定する。この場合、送信電力は

24dBm～ 32dBm の範囲内であることを確認する。 ) 

2) 搬送波の周波数偏差 (Fo)が、 406.025MHz±5KHz の範囲

内にあること。  

3) 送信の周期 (Tr)が、 50 秒±5%(47.5～ 52.5 秒 )の範囲

内にあること。  

4) 搬送波の無変調送信時間 (Cpp)が概ね 160ms±1%(158.4

～ 161.6ms)の範囲内にあること。  

5) ﾃﾞｰﾀ送信時間 (Ce)が短ﾒｯｾｰｼﾞの場合には、 440ms±1%(

435.6～ 444ms)、長ﾒｯｾｰｼﾞの場合には 520ms±1%(514.8

～ 525.2ms)の範囲内にあること。  

6)  送信状態であることを確認できる表示灯が点灯するこ

と。なお、整備記録の作成にあたっては、  

ⅰ )  1)～ 5)の各項目については、各送信回における測

定値の平均値を記入すること。  

ⅱ )  印字記録 (いずれか１回の送信についての記録 )を

所定の箇所に添付すること。  

(ﾛ) 主として航空機に対して発信される信号 (121.5MHz)の場

合  

1) 搬送波の周波数許容偏差 (Fo)が、 121.5MHz±50×10-6

の範囲内にあることを確認する。  

2) 尖頭実効輻射電力 (PERP)が 50mW±3dB(25～100mW､14～

20dBm)の範囲内であることを確認する。本項目は、測定

器により尖頭電力 (PEP)を測定し、次式により尖頭実効輻

射電力 (PERP)を算出する。 (測定は、ｱﾝﾃﾅを取り外し、試

験器と同軸ｹｰﾌﾞﾙで接続して行う。なお、ｱﾝﾃﾅが取り外せ

ないものにあっては、専用の測定用ｱﾝﾃﾅｶｯﾌﾟﾗｰを介して

【 5】  
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尖頭電力 (PEP)を測定し、 10～ 18dBm の範囲内にあること

を確認する。 ) 

 PERP(dB)=PEP(dB)+ｱﾝﾃﾅ相対利得 (dB) 

3) 高い方から低い方へ、低い方から高い方へ変化する低

周波の変調音を受信機により確認する。なお、整備記録

の作成にあたっては、各送信回における測定値の平均値

を記入すること。  

(ⅲ ) 試験器の表示及び印字記録から送信ﾒｯｾｰｼﾞについて次の点検

を行うこと。  

(ｲ) 国別ｺｰﾄﾞは、日本であること。  

(ﾛ) 浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置として自動

発信｢1｣となっていること。  

(ﾊ) 船舶の識別符号を確認する。  

3. 最終点検及び積付け点検  

 点検を完了した衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、本船へ積み

付る。  

(1) 最終点検  

(ⅰ ) 本機のすべての構成品が完全な状態で揃っていることを確認

した後、できるだけ短時間で 2.(2)の点検を行う。  

(ⅱ ) 試験のための電池の累計使用時間を確認する。  

(ⅲ ) 衛星利用非常用位置指示無線標識装置の本体に記載されてい

る 2.(1)(ⅱ )に規定される各項目の表示が適切になされている

ことを確認する。  

(2) 積み付けの点検  

(ⅰ ) 非常の際に小型船舶用膨脹式救命いかだ又は小型船舶用救命

浮器とともに使用することができるように積み付けてあること

及び自動離脱装置を使用するものにあっては、取付け状態が適

切であることを確認する。  

(ⅱ ) 船体構造等で、衛星への通信が妨げられない位置に積み付け

てあること。また、操舵
だ

室から遠隔操作できるものにあっては、

その動作が確実に行われることを確認する。  

【 5】  

【5】 

【5】 

【15】 
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4. 整備記録の作成等  

 整備者は、別紙様式の整備記録を作成し、担当支部及び船舶所有者に

一部提出するとともに、一部を保管する。
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極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置 整 備 記 録 

衛 星 非 常 用 位 置 指 示 無 線 標 識 試験成績表 

船名(又は船舶番

号若しくは船舶

検査済票番号) 

 免 許 番 号  測定年月日  令和 年  月  日 

  識別符号(MID)  製 造 番 号  型式検定合格番号  

 本 体 型 式  製 造 年 月 年  月 型 式 承 認 番 号  

  製 造 者 名  搭 載 年 月 年  月 形 態 浮揚型･非浮揚型 

 電 池 型式: 種類: リチウム・アルカリ 試 験 器 型式: 

   型 式  製造番号  型式検定合格番号  

   製造者名  製造年月 年  月 型 式 承 認 番 号  
 

整 備 点 検 ・ 試 験 成 績 

 保 管 ･ 外 観 の 状 況 適 否 表     示 適 否 水 密 性 適 否 

 彩 色 ･ 塗 装 ･ 反射板 適 否 中 空 線 等 適 否 送 信 表 示 灯 ･ 表 示 機 能 適 否 

 手動起動･誤動作防止 適 否 ロ ー プ 適 否 自 動 診 断 ･ 試 験 作 動 適 否 

   令和  年  月  日 今 回 使 用 時 間  

   (記事：    新替した・新替しない) 累 計 使 用 時 間  

 自動離脱  令和  年  月  日   

 装  置  (記事：              )   

 測 定 項 目 最  低  条  件  等 測 定 結 果 判 定 

  周 波 数 偏 差 406.025MHz ±5kHz 以下 kHz 適 否 

  空 中 線 電 力 5W ±2dB 以内(3.15～7.9W,35～39dBm) W,dBm 適 否 

  送信繰返し周期 50s ±5%以内(47.5～52.5s) s 適 否 

  伝 送 速 度 400bps ±1%以内(396～404bps) bps 適 否 

  無変調送信時間 160ms ±1%以内(158.4～161.6ms) ms 適 否 

  信 号 1 ﾊ ﾞ ｰ ｽ ﾄ の 短ﾒｯｾｰｼﾞ(112bit)440ms ±1%以内 ms 適 否 

  ﾃ ﾞ ｰ ﾀ 送 出 時 間 長ﾒｯｾｰｼﾞ(144bit)520ms ±1%以内(可能機のみ) ms 適 否 

  識別符号 ( M I D ) 国別ｺｰﾄﾞ(指定:   ) 符号(指定:   )  適 否 

  周 波 数 偏 差 121.5MHz ±50×10-6以内 MHz 適 否 

  送 信 電 力 尖頭実効輻射電圧 50mW ±3dB以内(25～100mW,14～20dBm) mW,dbm 適 否 

  変 調 査 85%以上 % 適 否 

  
変 調 音 の 確 認 

高い方向から低い方向,又は､低い方向から高い方向に変化する低周波の 

変調音を受信機で確認する。 

適 否 

  返信繰返し周期 掃引周期は毎秒2～4回であること。 回 適 否 

最終点検(電波の発射を伴わない機能試験を含む) 良 好 ･ 不 良 操舵室からの操作機構 適 否 

 備 考 (修理箇所等) 

(印字記録添付欄) 

積付点検 

令和  年  月  日 

印 

 

使 用 測 定 器 型 式 製 造 番 号 備 考 

    

    

    

    

    

注:小型船舶用は、網掛け部分、「       」の項目は適用しない。 

離 脱 機 能 

有 効 期 限 電 池 

設 
 

 
 

備 有 

･ 

無 

自 動

離 脱

装 置 

四
０
六

･

０
二
五

Ｍ
Ｈ
ｚ

 
一
二
一･

五
Ｍ
Ｈ
ｚ 

試
験
項
目

 

点
検
項
目

 適 ･ 否 有 効 期 間 

     
 

【14】【32】 
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附属書[9] 小型船舶用ﾚｰﾀﾞｰ･ﾄﾗﾝｽﾎﾟﾝﾀﾞｰ整備基準 

1. 適用  

 この基準は小型船舶用ﾚｰﾀﾞｰ･ﾄﾗﾝｽﾎﾟﾝﾀﾞｰ(以下｢ﾚｰﾀﾞｰ･ﾄﾗﾝｽﾎﾟﾝ

ﾀﾞｰ｣という。 )について整備を行う場合に適用する。  

2. 整備方法  

 ﾚｰﾀﾞｰ･ﾄﾗﾝｽﾎﾟﾝﾀﾞｰの整備は、これを備え付けている船舶の定期

検査又は中間検査の時期に行い、その搭載船舶及び免許人の氏名

又は名称が電波法に基づく免許状に記載されているとおりである

こと並びに次の事項について確認する。  

(1) 外観点検  

(ⅰ ) 本体、ｱﾝﾃﾅ等の構成品のすべてが完全な状態で揃って

いるかを点検する。  

(ⅱ ) 表示の点検  

 ﾚｰﾀﾞｰ･ﾄﾗﾝｽﾎﾟﾝﾀﾞｰの本体の (ｲ)名称、型式、型式承認

番号、製造年月、製造番号、製造者名、検定印又は証印

(ﾛ)簡単な取扱説明 (ﾊ)使用電池の有効期限 (2.(2)の点検

後電池を新しいものに交換する場合は、交換後の有効期

限 )の表示が適切なものであり、かつ、見易い箇所にな

され、かすれて見えにくくなっていないかを点検する。  

(ⅲ ) 本体容器等の変形、腐食等の点検  

 本体容器、ｱﾝﾃﾅ等に使用に適さない程度の変形、腐食、

発錆等がないことを点検する。  

(ⅳ ) 色度の点検  

 本体容器とｹｰｽの外面主要部が橙色系又は黄色系の見

易い色であり、汚れがないかを点検する。  

(ⅴ ) 水密性の点検  

 吸湿表示灯が点灯していないかを点検する。吸湿表示

灯がないものにあっては、筐体の開けられる部分を開き、

水密ﾊﾟｯｷﾝが完全であるか及び変形、腐食等により水密

性がそこなわれていないかを点検する。  
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(ⅵ ) 電源の点検  

 電池の有効期限が６ヶ月以上残っているか及び前回の

整備記録を調べ電池を試験等により２時間以上使用して

いないかを点検する。  

(2) ｼｰﾙﾄﾞﾙｰﾑ(電波遮蔽室 )内での点検  

(ⅰ ) 次の事項に留意して点検の準備を行う。  

(ｲ) ﾚｰﾀﾞｰ･ﾄﾗﾝｽﾎﾟﾝﾀﾞｰを ｼｰﾙﾄﾞﾙｰﾑに入れｼｰﾙﾄﾞﾙｰﾑの ｢使

用中｣の表示を確認し、ﾄﾞｱを確実に閉める。  

(ﾛ) 電池は、ﾚｰﾀﾞｰ･ﾄﾗﾝｽﾎﾟﾝﾀﾞｰにそれまで装着してあ

った電池又は作動試験用電池を使用する。なお、電

池は、作動試験のために装着する前に直流電圧計を

用いてその端子電圧を測定し、過度に消耗している

ものについては、使用しないこと。  

(ﾊ) ﾚｰﾀﾞｰ･ﾄﾗﾝｽﾎﾟﾝﾀﾞｰを ｼｰﾙﾄﾞﾎﾞｯｸｽに入れる。  

(ﾆ) ﾚｰﾀﾞｰ･ﾄﾗﾝｽﾎﾟﾝﾀﾞｰを手動で起動させ、起動したと

き待ち受け状態を示すﾗﾝﾌﾟが表示すること、また、

停止させたときはその表示が消滅すること (自動起動

できるものにあっては、自動起動により待ち受け状

態を示すﾗﾝﾌﾟが表示すること｡)を確認する。  

(ⅱ ) ﾚｰﾀﾞｰ･ﾄﾗﾝｽﾎﾟﾝﾀﾞｰについて次により点検を行う。  

(ｲ) ﾚｰﾀﾞｰ･ﾄﾗﾝｽﾎﾟﾝﾀﾞｰを手動で起動させ、起動させた

とき待ち受け状態を示すﾗﾝﾌﾟが表示すること。また、

停止させたときはその表示が消滅すること。 (自動起

動できるものにあっては、自動起動により待ち受け

状態を示すﾗﾝﾌﾟが表示すること。 )を確認する。  

(ﾛ) 応答表示  

1) 試験信号を照射することにより、応答電波を発

射すること及びその際同時に応答を示す可視又は

可聴ﾓﾆﾀｰが作動すること。  

2) 試験信号の照射を停止すれば応答電波及び上記

ﾓﾆﾀｰの作動が自動的に停止すること。  

【 5】  

【 5】  
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3) 可視ﾓﾆﾀｰが点滅式標識灯を兼ねるものについて

はその作動が区別できること。  

(ﾊ) 実効受信感度 (ERS) 

 実効受信感度 (受信ｱﾝﾃﾅの利得を含む )は、 -50dBm

以上であること。  

(ﾆ) 実効送信電力 (EIRP) 

 実効送信電力は、 +26dBm 以上であること。  

(ﾎ) １回の電波の発射時間及び応答の遅延  

1)  1 回の電波の発射時間は約 100μ sec であるこ

と。  

2) 応答の遅延は 0.55μ sec 以内であること。  

(ﾍ) 掃引周波数の範囲  

 掃引周波数は、 9,200MHz+0/-60MHz から 9,500MHz-

0/+60MHz の範囲内にあること。  

(ﾄ) 周波数掃引時間  

 １ﾊﾟﾙｽの発射時間、ﾊﾟﾙｽ幅が 7.5±1μ sec 以内に

あること。  

(ﾁ) 周波数掃引回数  

 １応答送信あたりの掃引回数は 12 回であること。  

 上記 (ｲ)～ (ﾄ)の点検は、試験信号 (周波 9,350MHz

で単一指向性空中線から水平偏波で空間に放射され

るもので、その放射量が既知であり、繰り返し周波

数 1KHz、 10%及び 90%の振幅における立ち上がり /減

衰時間 20±5nsec、 90%におけるﾊﾟﾙｽ幅 1μ sec±0.1

μ sec のもの。 )を用いて行うこと。  

3. 最終点検及び積付点検  

 点検を完了したﾚｰﾀﾞｰ･ﾄﾗﾝｽﾎﾟﾝﾀﾞｰは、本船へ積み付ける。  

(1) 最終点検  

(ⅰ )  本機のすべての構成品が完全な状態で揃っていること

を確認した後、できるだけ短時間電源を入れ待ち受け状

態を示す表示灯が点灯することを確認する。  
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(ⅱ ) 電池の累計使用時間を確認する。  

(ⅲ )  ﾚｰﾀﾞｰ･ﾄﾗﾝｽﾎﾟﾝﾀﾞｰの本体に記載されている 2.(1)(ⅱ )

に規定される各項目の表示が適切になされていることを

確認する。  

(2) 積み付けの点検  

 非常の際に小型船舶用膨脹式救命いかだ又は小型船舶用救

命浮器とともに使用することができるように積み付けてある

ことを確認する。  

4. 整備記録の作成等  

 整備者は、別紙様式の整備記録を作成し、担当支部及び船舶所

有者に一部提出するとともに、一部を保管する。  
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レーダー・トランスポンダー 整 備 記 録 

捜索救助用レーダートランスポンダ 試 験 成 績 表 

船名(又は船舶番

号若しくは船舶検

査済票番号) 

 免 許 番 号  測定年月日  令和 年  月  日 

項       目 １ 台 目 ２ 台 目 項    目 １ 台 目 ２ 台 目 

  型 式   製  造  年  月 年 月 年 月 

  製 造 者 名   搭  載  年  月 年 月 年 月 

  製 造 番 号   型 式 承 認 番 号   

  型式検定合格番号      

  型 式      

  種 類 ﾘﾁｳﾑ･ｱﾙｶﾘ ﾘﾁｳﾑ･ｱﾙｶﾘ 電池試験器 型式   
 

整 備 点 検 ・ 試 験 成 績 

 項        目 １ 台 目 ２ 台 目 項    目 １ 台 目 ２ 台 目 

 保 管 ・ 外 観 の 状 況 適  否 適  否 表 示 適  否 適  否 

 水 密 性 適  否 適  否 ﾛｰﾌﾟ･空中線等 適  否 適  否 

 操 作 性 . 手 動 起 動 適  否 適  否 彩 色 ･ 塗 装 適  否 適  否 

 誤 動 作 防 止 措 置 適  否 適  否 自 動 診 断 機 能 適  否 適  否 

  今 回 使 用 時 間   有  効  期  限   

  累 計 使 用 時 間   新   替   

 項       目 １ 台目 ２ 台目 

 送信時及び待ち受け時の表示ﾗﾝﾌﾟの点灯･消灯確認 適  否 適  否 

 応答電波の発射確認(可視又は可聴ﾓﾆﾀｰの作動) 適  否 適  否 

 応答電波の停止確認(可視又は可聴ﾓﾆﾀｰの作動) 適  否 適  否 

 可視ﾓﾆﾀｰと点滅式標識灯の動作の区別(兼用のもの) 適  否 適  否 

 測 定 項 目 最  低  条  件  等 測 定 結 果 判 定 測 定 結 果 判 定 

 実 効 受 信 感 度 -50dBmよりよいこと dBm 適  否 dBm 適  否 

 実 効 輻 射 電 力 400mW(26dBm)以上 mW､dBm 適  否 mW､dBm 適  否 

 掃引周波数範囲 9200(+0/-60)～9500(－0/+60) 

MHz迄の範囲 

MHz～ 

MHz 

適  否 MHz～ 

MHz 

適  否 

 応 答 遅 延 時 間 0.55μs以内(受信後､最初の 

応答までの時間) 

μs 適  否 μs 適  否 

 周波数掃引時間 7.5±1μs以内 

(1ﾊﾟﾙｽの発射時間､ﾊﾟﾙｽ幅) 

μs 適  否 μs 適  否 

 周波数掃引回数 12回/(1応答送信あたり) 回 適  否 回 適  否 

     1応答送信あたりの発射時間 

          81.6～108μs(参考値) 
μs μs 

最終点検(電波の発射を伴わない機能試験を含む) 良 好 ･ 不 良 良 好 ･ 不 良 

 備 考 (修理箇所等) 

 

積付点検 

令和 年  月  日 

印 

 

使 用 測 定 器 型 式 製 造 番 号 備 考 使 用 測 定 器 型 式 製 造 番 号 備 考 

        

        
 

本 体 

電 池 

設 
 

 
 

備 

点 
 

検 
 

項 
 

目 

試 
 

験 
 

項 
 

目 

電 池 

形    態
 

浮揚式 
･ 

非浮揚 

浮揚式 
･ 

非浮揚 

年 

月  目 

した･しない 

年 

月  目 

した･しない 
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附属書[10] 持運び式双方向無線電話装置整備基準 

1. 適用  

 この基準は、持運び式双方向無線電話装置 (以下｢GMDSS 双方向

無線電話装置｣という。 )について、整備を行う場合に適用する。  

2. 整備方法  

 GMDSS 双方向無線電話装置の整備は、これを備え付けている船

舶の定期検査又は中間検査の時期に行い、電波法に基づく無線局

の免許状を有する場合には、その搭載船舶及び免許人の氏名又は

名称が電波法に基づく免許状に記載されているとおりであること

並びに次の事項について確認する。  

(1) 外観点検  

(ⅰ ) 構成品の点検  

 本体、ｱﾝﾃﾅ等の構成品のすべてが、完全な状態で揃っ

ていることを確認する。  

(ⅱ ) 表示の点検  

 GMDSS 双方向無線電話装置の本体の (ｲ)名称、型式、型式

承認番号、製造年月、製造番号、製造者名、検定印又は証

印 (ﾛ)簡単な取扱説明(ﾊ)使用電池の種類(ﾆ)一次電池を用

いる場合は、使用電池の有効期限 (2.(1)(ⅳ )(ﾛ)点検後一

次電池を新しいものに交換する場合は、交換後の有効期

限 )(ﾎ)磁気ｺﾝﾊﾟｽに対する最小安全距離の表示が適切なも

のであり、かつ、見易い箇所になされ、かすれて見えにく

くなっていないかを点検する。 

(ⅲ ) 本体容器等の変形、腐食等の点検  

 本体容器、ｱﾝﾃﾅ等に使用に適さない程度の変形、腐食、

発錆等がないことを点検する。  

(ⅳ ) 電源の点検  

(ｲ) 外観の点検  

 端子の接触不良、漏液等のないことを点検する。  

(ﾛ) 電池の有効期限の点検  

【 5】【 31】  
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1) 一次電池の場合  

ⅰ ) 電池が使用されていないことを確認する。  

ⅱ ) 有効期限が超過していないことを確認する。  

2) 二次電池の場合  

ⅰ ) その電圧が常温で素電池当たり 1.2V 以上で

あることを確認する。  

ⅱ )  定期検査及び中間検査の時期にあっては、

電池を完全に充電後５時間率で放電試験を行

い、その電圧が常温で定格電圧の 80%以上で

あることを確認する。  

 二次電池を新替する場合、ⅰ )及びⅱ )の確

認を行ったものに新替すること。  

(2) ｼｰﾙﾄﾞﾙｰﾑ(電波遮蔽室 )内での点検 (ただし、中間検査の時期

に行う点検にあっては、通信士の立会いのもとに本船上で行

ってもよい。 ) 

(ⅰ ) 次の事項に留意して点検の準備を行う。  

 送信させる GMDSS 双方向無線電話装置をｼｰﾙﾄﾞﾙｰﾑに入

れｼｰﾙﾄﾞﾙｰﾑの｢使用中｣の表示を確認し、ﾄﾞｱを確実に閉め

る。  

(ⅱ )  GMDSS 双方向無線電話装置について次の区分により点

検を行う。  

(ｲ) 定期検査の時期に行う点検  

1) 船上における格納状況を点検する。  

2) 一次電池を使用するものにあっては、電池が

GMDSS 双方向無線電話装置と同じ場所に置かれて

いることを確認する。  

3) 二次電池使用の場合は、充電装置の設置場所に

ついて点検する。  

4)  すべての利用可能なﾁｬﾝﾈﾙが、支障なく通話がで

きて、送受の切り換え調整器類の作動が円滑で雑

音がないことを確認する。 (送信の表示器のあると
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きはその作動を確認する。 )この点検は、送信する

装置をｼｰﾙﾄﾞﾙｰﾑ(電波遮蔽室 )内に入れ、受信する

装置を外部に置き (３台又は２台の装置のうち１台

をｼｰﾙﾄﾞﾙｰﾑ内、残りの装置を外部に置きｼｰﾙﾄﾞﾙｰﾑ

内に入れる装置を交換し、すべての組み合わせに

つき行う。 )行うこと。 

5) 送信周波数の許容偏差が、 10×10 -６以下である

ことを確認する。  

6) 送信電力が規格値の +50%、 -20%以内の範囲内に

あることを確認する。 (この点検は、ｱﾝﾃﾅを外し、

試験器とｹｰﾌﾞﾙで結合のうえ行うこと。 ) 

(ﾛ) 中間検査の時期に行う点検  

1) 船上における格納状況を点検する。  

2)  一次電池を使用するものにあっては、電池が

GMDSS 双方向無線電話装置と同じ場所に置かれて

いることを確認する。  

3) 二次電池使用の場合は、充電装置の設置場所に

ついて点検する。  

4) 無線日誌等により使用状況を調査する。  

5) 送信電力が規格値の +50%、 -20%以内の範囲内に

あることを確認する。 (この点検は、ｱﾝﾃﾅを外し

試験器とｹｰﾌﾞﾙで結合のうえ行うこと。 ) 

3. 最終点検及び積み付け点検  

 点検を完了した GMDSS 双方向無線電話装置は、本船へ積み付け

る。  

(1) 最終点検  

(ⅰ )  本機のすべての構成品が完全な状態で揃っていること

を確認した後、できるだけ短期間で作動状態にあること

を示す表示灯が点灯すること等により装置が正常に起動

することを確認する。  

(ⅱ ) GMDSS 双方向無線電話装置の本体に記載されている 2.
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(1)(ⅱ )に規定されている各項目の表示が適切になされて

いることを確認する。  

(2) 積み付けの点検  

(ⅰ )  一次電池を使用するものにあっては、非常の際に

GMDSS 双方向無線電話装置と電池を一緒に救命いかだ等

に運ぶことができきるように積み付けてあることを確認

する。  

(ⅱ )  二次電池を使用するものにあっては、非常の際に

GMDSS 双方向無線電話装置を救命いかだ等に運ぶことが

できるように積み付けてあること及び充電装置が GMDSS

双方向無線電話装置の近くにあることを確認する。  

4. 整備記録の作成等  

 整備者は、別紙様式の整備記録を作成し、担当支部及び船舶所

有者に 1 部提出するとともに 1 部を保管する。  
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ＧＭＤＳＳ双方向無線電話装置 整 備 記 録 

双  方  向  無  電  話  装  置 試 験 成 績 表 

船名(又は船舶番

号若しくは船舶検

査済票番号) 

 免 許 番 号  測 定 年 月 日  令和 年  月  日 

項       目 １ 台 目 ２ 台 目 ３ 台 目 

  型 式    

  製 造 者 名    

  製 造 番 号    

  製 造 年 月    

  型式検定合格番号    

  型 式 承 認 番 号    

  １次 型  式    

  電池 種  類 ﾏﾝｶﾞﾝ･ｱﾙｶﾘ･ ﾏﾝｶﾞﾝ･ｱﾙｶﾘ･ ﾏﾝｶﾞﾝ･ｱﾙｶﾘ･ 

  ２次 型  式    

  電池 種  類 ｱﾙｶﾘ･ﾆｯｹﾙ･ ｱﾙｶﾘ･ﾆｯｹﾙ･ ｱﾙｶﾘ･ﾆｯｹﾙ･ 

 

整 備 点 検 ・ 試 験 成 績 

 保管・外観の状況（ｱﾝﾃﾅ含） 適    否 適    否 適    否 

 水 密 性 適    否 適    否 適    否 

 表 示 適    否 適    否 適    否 

 操 作 性 ・ 装 着 性 適    否 適    否 適    否 

 １次 有 効 期 間 年 月 日 年 月 日 年 月 日 

 電池 使用時間:今回/累計 H/   H H/   H H/   H 

  電圧:充電後/放電後 V/   V V/   V V/   V 

 ２次 新 替 及 び 新 替 年 月 した･しない  年 月 した･しない  年 月 した･しない  年 月 

 電池 新替電池の製造又は    

  ﾛｯﾄ番号又は製造年月 年 月 年 月 年 月 

 送 信 電 力 156.75MHz W  適 否 W  適 否 W  適 否 

      W 156.80MHz W  適 否 W  適 否 W  適 否 

 +50%､-20%以内 156.85MHz W  適 否 W  適 否 W  適 否 

 周波数偏差 156.75MHz Hz  適 否 Hz  適 否 Hz  適 否 

 ±10×10-6以内 156.80MHz Hz  適 否 Hz  適 否 Hz  適 否 

  156.85MHz Hz  適 否 Hz  適 否 Hz  適 否 

 通 話 状 況 の 確 認 適   否 適   否 適   否 

 最   終   点   検 良好 不良 良好 不良 良好 不良 

 充電装置(２次電池用) 総台数:      台 (記事:       ) 動作確認 適   否 

 備 考 (修理箇所等) 

 

積付点検 

令和 年  月  日 

印 

 

使 用 測 定 器 型 式 製 造 番 号 備 考 使 用 測 定 器 型 式 製 造 番 号 備 考 

        

        

        

 

本 体 

電 池 

設 
 

 
 

 
 

備 

点 
 

検 
 

項 
 

目 
試
験
項
目
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附属書[11] ﾃﾞｼﾞﾀﾙ選択呼出装置整備基準 

1. 適用  

 この基準は、ﾃﾞｼﾞﾀﾙ選択呼出装置について、整備を行う場合に

適用する。  

2. 整備の方法  

 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ選択呼出装置の整備は、これを備え付けている船舶の定

期検査又は中間検査の時期に行い、電波法に基づく無線局の免許

状を有する場合にはその搭載船舶及び免許人の氏名又は名称が免

許状に記載されるとおりであること並びに次の事項について確認

する。  

(1) 外観点検  

(ⅰ ) 構成品等の点検  

 本体、ｹｰﾌﾞﾙ、予備品等の構成品、操作説明書及び保守

のための資料が完全な状態で揃っているかを点検する。  

(ⅱ ) 表示の点検  

 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ選択呼出装置の本体の (ｲ)名称、型式、型式承認

番号、製造年月、製造番号、製造者名、 DSC ｸﾗｽ、検定印

又は証印 (ﾛ)操舵
だ

室に装備する機器にあっては磁気ｺﾝﾊﾟｽ

に対する最小安全距離の表示が適切なものであり、かつ、

見易い箇所になされ、かすれて見えにくくなっていない

かを点検する。  

(ⅲ ) 空中線の取付状況に異常がないことを確認する。  

(ⅳ ) 主要部のｺﾈｸﾀｰの取付状況、ﾈｼﾞ類の締付状況、ｱｰｽの

状態に異常のないことを確認する。  

(ⅴ )  表示灯の断線、操作つまみの欠落等のないことを確認

する。  

(ⅵ )  遭難呼出しの送信開始のために、 ITU-T ﾃﾞｼﾞﾀﾙ入力ﾊﾟﾈ

ﾙ又は ISO ｷｰﾎﾞｰﾄﾞのｷｰ以外は明確に認識できる専用ﾎﾞﾀﾝ

を有することを確認する。  

(2) 電源装置の効力試験 (代替電源に係る事項については同電源

を有する船舶に限り適用する。以下同じ。 ) 

(ⅰ )  主電源及び代替電源から受電可能であること及び電源

電圧が規定値以内であることを確認する。  
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(ⅱ ) 代替電源への切換が素早くできることを確認する。  

(3) 制御部の性能試験  

 機器全体の入／切ｽｲｯﾁを投入した後、機器の制御盤上のつ

まみ等を操作し、表示等により以下の確認を行う。  

(ⅰ ) 作動状態の可視表示  

 機器は、遭難呼出しの送信状態と通常の搬送波の送信

状態とが明確に区別できる可視の表示がされること。  

(ⅱ ) 遭難周波数の選択  

(ｲ)  MF で運用するものについては 2187.5KHz、 HF で運

用するものについては、 4207.5、 6312、 8414.5、 125

77、 16804.5KHz での送受信が容易にできること。  

(ﾛ)  選択されている送受信周波数は機器の制御盤上で

はっきり確認できること。  

(ﾊ) J2B(上側波帯 )又は F1B で受信できること。  

(ﾆ) J2B 波で送信される場合、 DSC の信号が割当周波数

で送信されるように搬送波の周波数が調整されてい

ること。  

(ⅲ ) 遭難周波数の切換  

 送受信周波数の切換操作を行い、他の周波数への同調

が 15 秒以内に行えること。  

 また、周波数を切替えている間は送信できないこと。  

(ⅳ ) 制御部の操作の確認  

 制御部を操作し、これが不要電波の発射とならないこ

と。  

(4) 送信装置の効力試験  

(ⅰ ) 空中線電力及び周波数偏差の測定  

(ｲ)  空中線電力を電力計により測定し、規定値 (60W 以

上 )であることを確認する。  

(ﾛ) 周波数偏差を周波数測定器により測定し±10Hz 以

内であることを確認する。  

(ⅱ ) 送信試験  

 通信士の立会いのもとに通信範囲内にある海岸局又は

船舶局に DSC ﾒｯｾｰｼﾞを送信できることを確認する。  

(5) 受信装置の効力試験  
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 通信範囲内にある海岸局又は船舶局から送信される DSC ﾒｯ

ｾｰｼﾞを受信できることを確認する。  

(6) DSC 機能の効力試験  

(ⅰ ) 遭難ﾒｯｾｰｼﾞの作成  

 遭難ﾒｯｾｰｼﾞの作成に関し、以下の確認を行う。  

(ｲ) 自船の位置、時刻が手動で遭難ﾒｯｾｰｼﾞに入力でき

ること。  

(ﾛ) ﾒｯｾｰｼﾞの出力前に、校正のために作成したﾒｯｾｰｼﾞ

を表示できること。  

(ⅱ ) 遭難呼出し送出手段の確認  

 以下の遭難呼出し送出手段を有することの確認を行う。  

(ｲ) 独立した２以上の操作で、送出を開始できる手段。  

(ﾛ) 常時手動で送出を中断したり、機器をﾘｾｯﾄするこ

とができる手段。  

(ⅲ ) 一般呼出しの受信試験  

 一般呼出しの入力があった場合に、呼出しを知らせる

可視･可聴の表示をすること。  

(ⅳ ) 外部電源供給停止時の記憶試験  

 遭難呼出しを作成した後電源 (主電源と代替電源 )を短

期間 (１分間程度 )断にし、再び電源を入れ、遭難呼出し

の内容が消去されていないことを確認する。  

(ⅴ ) 走査送信  

 DSC 遭難周波数について遭難呼出しを走査送信するこ

とのできる機器については以下の確認を行う。  

(ｲ) 走査送信する周波数 (MF 帯から 1 波、 HF 帯から５

波計６波の遭難周波数を最大とする )を選択できるこ

と。  

(ﾛ) 送信している周波数以外の選択された全ての周波

数で受信できること、又は、選択された全ての周波

数での送信を 1 分以内で終了できること。  

(ﾊ) 走査を中断、再開できる手段が備え付けられてい

ること。  

(ⅵ ) 走査受信  

 DSC 遭難周波数について走査受信を行うことのできる
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機器については以下の確認を行う。  

(ｲ)   ６波を最大として走査受信したい周波数を選択で

きること。  

(ﾛ)   遭難周波数聴守の目的のために走査を行う場合、

2187.5、 8414.5KHz の２波と 4207.5、 6312、 12577、

16804.5KHz のうち 1 波は必ず走査波として選択され

ること。  

(ﾊ)   選択された全ての周波数を２秒以内に走査受信で

きること。  

(ﾆ)   走査受信中に任意の走査周波数を選択すると当該

周波数に切換わること。  

(7) 保護装置  

(ⅰ )  遭難呼出しの送信を開始する専用のﾎﾞﾀﾝには、不用意

な操作から保護された処置がされていることを確認する。  

(ⅱ )  AC/DC50V 以上の導電部には保護ｶﾊﾞｰが付けられている

ことを確認する。  

(ⅲ )  空中線の金属露出部分には、人が容易に近づけないよ

うな処理がされていることを確認する。  

(8) 自己診断試験  

 機器に内蔵された自己診断機能を用いて電波を発射するこ

となく日常の点検ができることを確認する。  

3. 整備記録の作成等  

 整備者は、別紙様式のﾃﾞｼﾞﾀﾙ選択呼出装置整備記録を作成し、

担当支部及び船舶所有者に１部提出するとともに１部を保管する。

【5】【13】 
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デ ジ タ ル 選 択 呼 出 装 置  整 備 記 録 

中短波帯並びに中短波帯及び短波帯のデジタル選択呼出装置 試験成績表 

船名(又は船舶番

号若しくは船舶検

査済票番号) 

 免 許 番 号  測定年月日  令和 年  月  日 

 識別符号(MID)  装置番号 第   装置 型式検定合格番号  

設   備 型 式  製造番号  型 式 承 認 番 号  

 製 造 者 名  製造年月 年  月 搭 載 年 月 年  月 

 

整 備 点 検 ・ 試 験 成 績 

 構 成 品 等 適  否 取付状態 ( ｱ ﾝ ﾃ ﾅ

含 ) 

適  否 表示灯･表示装置等 適  否 

 表     示 適  否 ｺﾈｸﾀｰ･ｱｰｽ等の状況 適  否 操作つまみ･操作装置等 適  否 

  主 電 源 V 適  否 非 常 電 源 有 無 有  無 

  補助 (代替 )電源 V   Ah 適  否 代替電源への切換え 適  否 

  操 作 の 確 認 適  否 遭 難 周 波 数 の 選 択 適  否 

  作 動 状 態 の 可 視 表 示 適  否 遭 難 周 波 数 の 切 換 え 適  否 

 送 受 信 装 置 送 信 装 置 の 作 動 状 態 適  否 受 信 装 置 の 作 動 状 態 適  否 

 測  定  項  目 最 低 条 件 等 測 定 結 果 判  定 

    MF帯:     kHz W 適  否 

    MF帯:     kHz W 適  否 

   400Wを越える場合､400W以下に低減できる機能を有すること。 適  否 

    MF帯:     kHz Hz 適  否 

    MF帯:     kHz Hz 適  否 

  識別符号(MID) (指定:              )  適  否 

  ﾏｰｸ 周波数 1615Hz ± 0.5Hz 以内 Hz 適  否 

  ｽﾍﾟｰｽ 周波数 1785Hz ± 0.5Hz 以内 Hz 適  否 

最  遭 難 ﾒ ｯ ｾ ｰ ｼ ﾞ の 作 成 機 能 適  否 遭難警報の記憶機能(電源断時) 適  否 

終 Ｄ Ｓ Ｃ 機 能 遭 難 呼 出 送 出 手 段 の 確 認 適  否 一 般 呼 出 の 受 信 試 験 適  否 

点  走 査 ( ｽ ｷ ｬ ﾆ ﾝ ｸ ﾞ ) 送 信 適  否 走 査 ( ｽ ｷ ｬ ﾝ ﾆ ﾝ ｸ ﾞ ) 受 信 適  否 

検 自己診断機能の確認 (試験機能を用いた試験 ) 適  否 保 護 装 置 の 確 認 適  否 

 備 考 (修理箇所等) 

 

 

 

 

 

 

使 用 測 定 器 型 式 製 造 番 号 備 考 

    

    

 

試 
 

験 
 

項 
 

目 

点 
 

検 
 

項 
 

目 

電 源 装 置 

制  御  部 

送 信 電 力 

周 波 数 偏 差 ± 10Hz 以内 

選択呼出信号 

送 信 装 置 

( F I B使用時 ) 

( 平 均 電 力 ) 

60W以上であること 
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附属書[12] ﾃﾞｼﾞﾀﾙ選択呼出聴守装置整備基準 

1. 適用  

 この基準は、ﾃﾞｼﾞﾀﾙ選択呼出聴守装置について、整備を行う場

合に適用する。  

2. 整備の方法  

 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ選択呼出聴守装置の整備は、これを備え付けている船舶

の定期検査又は中間検査の時期に行い、電波法に基づく無線局の

免許状を有する場合にはその搭載船舶及び免許人の氏名又は名称

が免許状に記載されるとおりであること並びに次の事項について

確認する。  

(1) 外観点検  

(ⅰ ) 構成品等の点検  

 本体、ｹｰﾌﾞﾙ、予備品等の構成品、操作説明書及び保守

のための資料が完全な状態で揃っているかを点検する。  

(ⅱ ) 表示の点検  

 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ選択呼出聴守装置の本体の (ｲ)名称、型式、型式

承認番号、製造年月、製造番号、製造者名、 DSC ｸﾗｽ、検

定印又は証印 (ﾛ)操舵
だ

室に装備する機器にあっては磁気ｺﾝ

ﾊﾟｽに対する最小安全距離の表示が適切なものであり、か

つ、見易い箇所になされ、かすれて見えにくくなってい

ないかを点検する。  

(ⅲ ) 空中線の取付状況に異常がないことを確認する。  

(ⅳ ) 主要部のｺﾈｸﾀｰの取付状況、ﾈｼﾞ類の締付状況、ｱｰｽの状

態に異常のないことを確認する。  

(ⅴ ) 表示灯の断線、操作つまみの欠落等のないことを確認

する。  

(2) 電源装置の効力試験 (代替電源係る事項については同電源を

有する船舶に限り適用する。以下同じ。 ) 

(ⅰ )  主電源及び代替電源から受電可能であること及び電源

電圧が規定値以下であることを確認する。  

【 5】  
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(ⅱ ) 代替電源への切換が素早くできることを確認する。  

(3) 制御部の性能試験  

 機器の制御盤上のつまみ等を操作し、表示等により以下の

確認を行う。  

(ⅰ ) 作動状態の可視表示  

 機器全体の入 /切ｽｲｯﾁにより、機器が作動状態にあるこ

とを示す可視表示がされること。  

(ⅱ ) 遭難周波数の選択  

(ｲ)  MF で運用するものについては 2187.5KHz、 HF で運用

するものについては、 4207.5、 6312、 8414.5、 12577、

16804.5KHz での受信が容易にできること。  

(ﾛ)   選択されていた受信周波数は、機器の制御盤上では

っきりと確認できること。  

(ﾊ) J2B(上側波帯 )又は F1B で受信できること。  

(ⅲ ) 遭難周波数の切換  

 受信周波数の切換操作を行い、他の受信周波数への同

調が 15 秒以内に行えること。  

(4) 受信装置の効力試験  

 通信範囲内にある海岸局又は船舶局から送信される DSC ﾒｯ

ｾｰｼﾞを受信できることを確認する。  

(5) DSC 機能の効力試験  

(ⅰ ) 外部電源供給停止時の記憶試験  

 電源 (主電源と代替電源 )を短時間 (１分間程度 )断にし

た後、電源を入れた際に既に受信した遭難呼出し等の内

容が消去されていないことを確認する。  

(ⅱ ) 走査受信  

 DSC 遭難周波数について走査受信を行うことのできる

機器については以下の確認を行う。  

(ｲ) ６波を最大として走査受信したい周波数を選択で

きること。  

(ﾛ) 遭難周波数聴守の目的のために走査を行う場合、

【5】 
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2187.5、 8414.5KHz の 2 波と 4207.5、 6312、 12577、

16804.5KHz のうち 1 波は必ず走査波として選択され

ること。  

(ﾊ) 選択された全ての周波数を 2 秒以内に走査受信で

きること。  

(ﾆ) 走査受信中に任意の走査周波数を選択すると、当

該周波数に切換わること。  

(6) 保護装置  

 AC/DC50V 以上の導電部には保護ｶﾊﾞｰが付けられていること

を確認する。  

(7) 自己診断試験  

 機器に内蔵された自己診断機器を用いて電波を発射するこ

となく日常の点検ができることを確認する。  

3. 整備記録の作成等  

 整備者は、別紙様式のﾃﾞｼﾞﾀﾙ選択呼出聴取装置整備記録を作成

し、担当支部及び船舶所有者に１部提出するとともに１部を保管

する。  

 

【13】 
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デジタル選択呼出聴守装置  整備記録簿  

船名(又は船舶番号若しくは船舶検査済票番

号) 

 測定年月日令和 令和   年   月   日 

 

 

型 式  製 造 番 号  型式承認番号  

 

 

製 造 者 名  製 造 年 月  

年  月 

搭 載 年 月  

年  月 

 

整   備   点   検   成   績 

 
構 成 品 等 適  否 ｺﾈｸﾀｰ･ｱｰｽ等の状況 適  否 

表示灯･操作つまみ

の状況
 

適  否 

 空 中 線 の 

取 付 け 状 況
 適  否 表  示 適  否 

 

   (1) 主電源等からの給電及び 主 電 源 V  

   
電源電圧 

代 替 電 源 V  

   (2) 代替電源への切換え 適  否 

   (1) 作動状態の可視表示 適  否 

   (2) 遭難周波数の選択 適  否 

   (3) 遭難周波数の切換 適  否 

  
受 信 装 置 の 

効 力 試 験  適  否 

   (1) 外部電源供給停止時の記憶試験 適  否 

   (2) 走査受信 適  否 

  保 護 装 置  適  否 

  自己診断試験  適  否 

備 考 (修理箇所等) 

 

 

 

 

 

 

 

 

適  否 
電源装置の 

効 力 試 験 

制 御 部 の 

性 能 試 験 

DSC 機能の

効 力 試 験 

作
動
試
験

 

整
備
点
検
項
目

 

設 備 

 

【14】【32】 



2 編 -附 [13]-1 

附属書[13] 経年劣化する設備の検査の方法 

1. 適用  

 この附属書は、次の経年劣化する設備に適用する。  

(1)   火工品 (小型船舶用自己発煙信号又は自己発煙信号、小型

船舶用火せん、落下傘付信号、小型船舶用信号紅炎、信号紅

炎及び発煙浮信号 ) 

(2)  小型船舶用膨脹式救命いかだのぎ装品のうち救難食糧、飲

料水、応急医療具及び火工品  

(3)  GMDSS 設備 (小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無

線標識装置、小型船舶用ﾚｰﾀﾞｰ･ﾄﾗﾝｽﾎﾟﾝﾀﾞｰ及び持運び式双方

向無線電話装置 )の電池  

(4)  小型船舶用液体消火器、小型船舶用粉末消火器、自動拡散

型液体消火器及び自動拡散型粉末消火器の消火剤  

2. 経年劣化する設備の検査については次によること。  

(1)  表示された有効期限が切れていないこと (1.(4)の設備を除

く。 (2)において同じ。 )及び明らかな劣化等がないことを確

認すること。  

(2)  有効期限が残っているものについては、期限が切れた時に

新替えするよう指導すること。  

(3)  上記に加え、次に掲げるものについては次の検査の方法に

よること。  

(ⅰ ) 粉末消火器  

 蓄圧式にあっては、消火剤が原圧の 10％以上減圧して

いないこと及び加圧式にあっては、安全栓の封印の状態、

使用済表示の状態及びホースの内側の消火薬剤の付着の

有無等によりｶﾞｽ容器からの漏れがないことを確認し、

その性能が劣化していないことが確かめられたものにつ

いては、次回検査時期まで使用することができる。  

(ⅱ )  小型船舶用膨脹式救命いかだ等容易に解放できないも

ののぎ装品 (整備事業場による取替 ) 

【 5】  
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(ｲ) 有効期限が６ヶ月未満は新替えすること。  

(ﾛ)   ６ヶ月以上残っているものについては、次回検査

日までに有効期限が切れるものは、今回新替えする

か、有効期限が切れた時点で新替えするか、船主が

判断し、今回新替えしない場合は、有効期限が切れ

るまでに新替えするよう指示すること。  

 なお、検査前打ち合わせにおいて、前回の整備記

録で火工品等の有効期限を確認し、今回新替えする

のかを打ち合わせておくこと。  

(ⅲ )  小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装

置及び小型船舶用ﾚｰﾀﾞｰ･ﾄﾗﾝｽﾎﾟﾝﾀﾞｰの電池 (ｻｰﾋﾞｽｽﾃｰｼｮﾝ

による取替 ) 

(ｲ) 有効期限が６ヶ月未満は新替えすること。  

(ﾛ)  ６ヶ月以上残っているものについては、次回検査

の時期までに有効期限が切れるものは、今回新替え

するか、有効期限が切れた時点で新替えするか、船

主が判断し、今回新替えしない場合は、有効期限が

切れるまでに新替えするよう指示すること。  

 なお、検査前打ち合わせにおいて、前回の整備記

録で電池の有効期限を確認し、今回新替えするのか

を打ち合わせておくこと。  

(ⅳ )  持運び式双方向無線電話装置の電池 (自己取り替え可

能 ) 

  有効期限が切れた時点で新替えするよう指示すること。  

 

 

 

 

【 24】  
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附属書[14] 特殊小型船舶の検査等の特例 

１．適用  

この附属書は、特殊小型船舶に適用する。  

２．航行区域等  

  （１）水上ｵｰﾄﾊﾞｲの航行区域は、次のとおりとする。  

(ⅰ )一般的な水上ｵｰﾄﾊﾞｲの場合  

  沿海区域  

   ただし、安全に発着できる任意の地点から○○海

里以内の水域のうち当該地点における海岸から２海

里以内の水域及び船舶安全法施行規則第 1 条第 6 項

の水域内の海岸から２海里以内の水域に限る。  

   （注）：「○○海里」は、当該水上ｵｰﾄﾊﾞｲの最強

速力で２時間以内に往復できる範囲とす

る。  

（ⅱ）搭載艇の場合  

沿海区域  

   ただし、  

(イ ) 母船から半径 2 海里以内の水域、  

(ロ ) 安全に発着できる任意の地点から○○

海里以内の水域のうち当該地点における

海岸から２海里以内の水域、及び  

(ハ ) 船舶安全法施行規則第１条第６項の水

域内の海岸から２海里以内の水域に限る。  

（注）：「○○海里」は、当該水上ｵｰﾄﾊﾞ

ｲの最強速力で２時間以内に往復

できる範囲とする。  

（２）推進機関付 ｻｰﾌﾗｲﾀﾞｰの航行区域は、次のとおりとする。  

(ⅰ )一般的な推進機関付ｻｰﾌﾗｲﾀﾞｰの場合  

沿海区域  

   ただし、安全に発着できる任意の地点から○○海

里以内の水域のうち当該地点における海岸から１海

【17】 
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里以内の水域及び船舶安全法施行規則第 1 条第 6 項

の水域内の海岸から１海里以内の水域に限る。  

（注）：「○○海里」は、当該推進機関付ｻｰﾌﾗｲ

ﾀﾞｰの最強速力で２時間以内に往復できる

範囲とする。  

（ⅱ）搭載艇の場合  

沿海区域  

   ただし、  

(イ ) 母船から半径１海里以内の水域、  

(ロ ) 安全に発着できる任意の地点から○○

海里以内の水域のうち当該地点における

海岸から１海里以内の水域、及び  

(ハ ) 船舶安全法施行規則第１条第６項の水

域の海岸から１海里以内の水域に限る。  

（注）：「○○海里」は、当該推進機関

付ｻｰﾌﾗｲﾀﾞｰの最強速力で２時間

以内に往復できる範囲とする。  

（３）特殊小型船舶は、夜間航行を禁止する。  

３．検査の方法  

（１）適用  

   特殊小型船舶の検査の方法は、原則として検査事務規程（細則第

２編（附属書 [14]を除く。））によることとし、特殊小型船舶の特

殊性に基づく検査の方法の特例は以下の規定によること。  

（２）第 1 回定期検査  

  （ⅰ）設計の検査  

    （イ）船舶安全法施行規則第 32 条第 1 項第 1 号イのうち、船体

及び機関に係る書類として検査機関に提出するものは、次

のとおりとする。  

１）製造仕様書  

２）一般配置図  

３）中央横断面図  
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４）船殻構造図  

５）落下試験方案書  

６）ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ噴出部の操作装置図及びﾊﾞｹｯﾄの操作装置図

（水上ｵｰﾄﾊﾞｲに限る。）  

７）機関要目表  

８）その他必要と認める書類  

 （注）上記書類は、予備検査又は検定を受け、これに合

格した物件等については省略することができる。  

 （ⅱ）復原性能  

    小安則第 115 条に規定する復原性能は、実船を実際に傾斜又は

転覆させて確認すること。  

 （ⅲ）不沈性能  

    小安則第 112 条第 1 項第２号に規定する最大整数を確認する場

合は、次の試験を行うこと。ただし、水上ｵｰﾄﾊﾞｲにあっては、小

安則第３条の規定に基づき ISO13590｢Small craft－ Personal 

watercraft－ Construction and System Installation 

Requirements（舟艇－ﾊﾟｰｿﾅﾙｳｫｰﾀｰｸﾗﾌﾄ､構造とｼｽﾃﾑ搭載時の要求

事項）｣による不沈性能を有することを確認した場合（計算により

十分な浮力を確認した場合を含む。）は省略して差し支えない。  

（イ）最大搭載人員（１人当り質量 7.5kg の鉄片で置きかえて差

し支えない。）を搭載し、かつ、燃料等に相当する質量の鉄

片等を搭載して、空気取り入れ口等から水を船内に入れたあ

と、船内外の水面が同じ高さになった状態で淡水中（海上で

試験する場合には、海水比重を考慮しておくこと。）に 24

時間以上浮んでいることを確認すること。  

（ロ）前（イ）の試験にかえて、計算により十分な浮力があるこ

とを確認しても差し支えない。  

（ⅳ）海上試運転  

   海上試運転においては次の試験を行うこと。  

   なお、細則第 2 編 2－ 1－ 4（５）（ⅵ）の規定は、適用する。  

（イ）速力試験  
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   出力 4/4 で航走中に異常がないことを確認し、満載状態にお

ける速力計測が必要なものにあっては、速力を計測すること。  

（ロ）操船試験  

   操船が、操船者の船体ﾊﾞﾗﾝｽ調整又は手若しくは足によって

適切に行われることを確認すること。  

（ハ）機関の作動試験  

   出力 4/4 での機関の作動状況が良好であることを確認する

こと。  

（３）定期的検査  

   特殊小型船舶の第 2 回以降定期検査及び第 1 種中間検査時には、

特に次の点に留意すること。  

 （ⅰ）船体部外観検査  

    損傷・改造の有無等を重点的にﾁｪｯｸすること。  

    水上ｵｰﾄﾊﾞｲにあっては、特にﾊﾝﾄﾞﾎﾟｰﾙﾋﾝｼﾞ部とその周辺、ｴﾝｼﾞﾝ

ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞの周辺、ｽﾃｱﾘﾝｸﾞﾊﾝﾄﾞﾙ取り付け部とその周辺等、応力集

中が予想される部位に注意すること。  

 （ⅱ）機関部外観検査  

    改造、燃料油系統の漏油、推進ﾎﾟﾝﾌﾟ軸 ･ｲﾝﾍﾟﾗの損傷等の有無を

重点的にﾁｪｯｸすること。  

    特に、注油口、燃料ﾎｰｽ及び継ぎ手部分の漏油、劣化に注意する

こと。  

 （ⅲ）機関の作動試験  

    始動試験、ｽﾛｯﾄﾙ作動試験、緊急停止（ｷﾙｽｲｯﾁ）作動試験を行う

こと。  

 （ⅳ）操舵機構確認（水上ｵｰﾄﾊﾞｲに限る。）  

    作動することを確認すること。  

 （ⅴ）電気系統確認  

    ﾊﾞｯﾃﾘｰﾀｰﾐﾅﾙの腐蝕・緩みの有無、電気系統被覆の損傷の有無を

ﾁｪｯｸすること。  

 （ⅵ）設備・表示の確認  

    必要な諸設備・表示が完備されていることを確認すること。  
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附属書[15] 開発艇の臨時航行検査の特例 

1. 適用  

 開発艇 (量産を前提とする設計又は新たに開発された技術を基

礎とする設計に基づき、十分な能力、実績等を有する事業者によ

り建造され、専らその設計について実証試験による性能評価を行

うための試験航行 (以下本附属書において｢開発試験航行｣とい

う。 )を行う艇をいう。以下同じ。 )の臨時航行検査について、 30

日を超える臨時航行許可証の期間を必要とする場合又は機関の取

り替え等について条件を指定する場合には、他の規定によるほか、

本附属書によることとして差し支えない。  

2. 臨時航行検査の実施方法  

(1)   ｢十分な能力、実績等を有する事業者｣であることの確認  

 事業者が、十分な小型船舶の設計能力、製造能力、製造実

績及び開発試験航行中における非常時対応能力を有すること

を確認すること。  

(2)   以下の要件を満たすことの確認  

(ⅰ ) 開発試験航行に限られること。  

(ⅱ ) 当該開発艇と陸上との間の非常時の通信設備を有して

いること。  

(ⅲ ) 伴走艇又は支援艇が配備され、当該開発艇の開発試験

航行中に常時速やかに支援救助活動ができること。  

(3) 機関の取り替え等の場合の条件指定  

(ⅰ )  船外機の取り替えを行う場合には、とう載する機関全

ての型式を指定すること。この場合に、当該開発艇の航

路はとう載する機関全てに適切なものであること。  

(ⅱ )  船内外機及び船内機 (中間軸及びｱｳﾄﾄﾞﾗｲﾌﾞﾕﾆｯﾄを備え

るものに限る。 )を乗せ換える場合は、とう載する全て

の型式を指定すること。  

 この場合に、乗せ換える機関は、同一型式のもの又は

排気ﾀｰﾋﾞﾝ過給機、ｲﾝﾀｰｸｰﾗｰ等のｱｾﾝﾌﾞﾘを変更した同一ﾓ

ﾃﾞﾙのものであるとともに、当該開発艇の航路はとう載

【 6】  

【17】 
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する機関全てに適切なものであること。  

 また、当該開発艇は、機関の乗せ換えに伴い、ｴﾝｼﾞﾝ

ﾍﾞｯﾄﾞの改造･変更、ｱｳﾄﾄﾞﾗｲﾌﾞﾕﾆｯﾄの軸系部分等船体の

水密性に影響を及ぼす恐れのある部分の取り替え･改造

等を行う必要のない構造のものであること。  

3. 臨時航行検査申請書の記載等  

 ｢臨時航行しようとする理由｣の欄には、｢開発艇の試験航行｣の

ためであることが記載されていること。  

 また、臨時航行検査申請書に、以下の事項を記した書類 (開発

艇に係る臨時航行検査申請書添付書 )が２部 (１部は臨時航行許可

証の別紙として返却 )が添付されていること。  

(ⅰ ) 船舶所有者の氏名または名称及び住所  

(ⅱ ) 船種及び船名 (又は船舶番号若しくは船舶検査済票番号 ) 

(ⅲ )   開発内容、開発試験航行の目的 (必要性 )及び航行ｽｹｼﾞｭｰﾙ 

(ⅳ ) 非常時の陸上との通信設備の内容  

(ⅴ ) 伴走艇等の支援救助体制の内容  

(ⅵ )  2.(3)の場合には、とう載する機関全ての型式及び予備検

査又は検定の合格月 (合格月が表示されていないものにあっ

ては、機構が確認した合格月 )から３年６月を超えないもの

を使用する旨の説明  

4. 臨時航行許可証の記載  

 ｢期間｣の欄は、当該開発試験航行に必要な最小限の期間とし、

60 日を超えないこと。なお、何回交付しても差し支えない。  

 ｢航行上の条件｣の欄は、次によること。  

(ⅰ ) 最大とう載人員について、船員、その他の乗船者の内訳

を記載すること。旅客の搭載は認められない。  

(ⅱ )  ｢非常時の陸上との通信設備及び支援救助体制は別紙のと

おりとすること。｣を記載すること。別紙は｢開発艇に係る臨

時航行検査申請書添付書｣とし、臨時航行許可証番号、日付

け (臨時航行許可証と同じ日付とすること。 )、支部名及び機

構印を記載･押印し、臨時航行許可証の別紙として、同許可

【14】 
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証とともに交付すること。  

(ⅲ )  2.(3)の場合には、｢施行規則第 19 条第２項第４号の規定

に基づき、臨時検査を受けることを要しない機関として、別

紙のとおり指定する。｣を記載すること。別紙は (ⅱ )に同じ。  

 

[例 ] 

航行上の条件  最大とう載人員   旅客        ０人  

         船員        ２人  

         その他の乗船者   ２人  

         計         ４人  

試運転に限る。  

貨物のとう載を禁止する。  

非常時の陸上との通信設備及び支援救助体制は別

紙のとおりとすること。  

施行規則第 19 条第２項第４号の規定に基づき、臨

時  

検査を受けることを要しない機関として、別紙のと

おり指定する。  
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附属書[16] 主機等に係る保守整備項目 

本附属書では、表 2-5 中、「機関 (2) 沿海区域以上を航行区域と

する小型船舶（旅客船以外のもの）の機関」の「保守整備記録」項

目の検査の実施内容に掲げる主機等に係る保守整備項目を定める。

なお、取扱いに当たっては、次に留意すること。  

(1) 表 1.の保守整備については、運転時間を標準として実施する

ものとする。  

(2) 各表の「保守整備の内容」欄中で「点検」とされている事項に

は、損耗状況により部品の交換措置（改造・修理の場合は臨時検

査の対象とならない範囲での措置）を行うことを含む。  

(3) 各表に定める保守整備の項目以外であっても、機関部品の損耗

が認められる項目について保守整備を行うこと。  

 

表 1. 保守整備記録の作成が必要な定期整備  

※  運転時間は、主機等が設置される船舶の新造時又は新規適用時

（経過措置により現存船の規定による「平成 20 年 1 月 15 日以後

最初に行われる定期検査まで」に実施することとされている保守

整備を実施した時点をいう）から起算するものとし、機関の積算

回転計又は回転時間計により確認すること。  

  保守整備の項目  保守整備の内容  

 ①運転時間２４０００時間経過ごとに整備すべきもの  

 主機及び補助機関   

  ピストン  抜き出し、点検、寸法計測  

  ピストンピン  抜き出し、点検、寸法計測  

  シリンダライナ  抜き出し（清水冷却以外のもの）、

点検  

  クランクピン軸受メタル  取り出し、点検  

  クランク主軸受メタル  取り出し、点検  

  カム軸  解放、点検  

  タイミングギア（駆動ベルト）  解放、点検  

  動力伝達装置（逆転減速機）  クラッチ部解放、点検（軸受）  

 圧縮空気系統   

  空気圧縮機  解放、点検  

 ②運転時間１２０００時間経過ごとに整備すべきもの  

 主機及び補助機関   

  シリンダカバー  取り外し、解放、点検  

【25】 
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  シリンダライナ  点検、寸法計測  

  クランクピン軸受メタル  取り出し（３分の１に相当する数の

み）、点検  

  クランク軸  点検、寸法計測  

  吸気弁、排気弁  取り外し、点検、すり合わせ  

  ガバナ装置  解放、点検  

 潤滑油系統   

  潤滑油ポンプの作動部分  取り出し、点検（損耗）  

  潤滑油冷却器  解放、点検（汚損、目詰まり、ドレ

ン排出、温度調整弁 ) 

 冷却水系統   

  清水冷却器  解放、点検（汚損、目詰まり、ドレ

ン排出、温度調整弁 ) 

 圧縮空気系統   

  圧力容器（空気槽）  解放、点検（汚損、目詰まり、ドレ

ン排出 ) 

 ③運転時間６０００時間経過ごとに整備すべきもの  

 主機及び補助機関   

  連接棒ボルト  点検（締付）  

  クランク主軸受ボルト  点検（締付）  

  クランク軸釣り合い重り  点検（締付）  

 過給機   

  タービン、インペラ、シャフト等

の作動部分  

取り出し、点検  

  タービン車室カバー  取り外し、点検  

 燃料油系統   

  燃料油噴射ポンプ  解放、点検（損耗）  

  燃料油移送ポンプの作動部分  取り出し、点検（損耗）  

  燃料油タンク  解放、点検（ドレン排出）  

 冷却水系統   

  海水ポンプ、清水ポンプの作動部

分  

取り出し、点検（インペラ、軸メカ

ニカルシールの損耗）  

  船外弁及びコック  解放、点検（損耗）、すり合わせ  

  海水弁箱  解放、点検  

  空気冷却器  解放、点検（汚損、目詰まり、ドレ

ン排出 ) 

 ビルジポンプ   

  動力ビルジポンプの作動部分  取り出し、点検（損耗）  
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表 2. その他の定期整備  

  保守整備の項目  保守整備の内容  

 ●運転時間に係わらず適宜整備すべきもの  

 過給機   

  ブロワー内部  点検（汚損）  

 潤滑油系統   

  潤滑油こし器  解放、点検（汚損、目詰まり、ドレ

ン排出）  

  潤滑油冷却器  点検（防蝕亜鉛の損耗）  

  潤滑油配管（継手、パイプ、ゴム

ホース）  

点検（劣化）  

 燃料油系統   

  燃料噴射弁  解放、点検（噴射圧力、噴射形状）  

  燃料油こし器  解放、点検（汚損、目詰まり、ドレ

ン排出 ) 

  燃料油タンク（持運び式のもの）  点検（汚損）  

  燃料油配管（継手、パイプ、ゴム

ホース）  

点検（劣化）  

 冷却水系統   

  海水こし器  解放、点検（汚損、目詰まり）  

  清水冷却器  点検（防蝕亜鉛の損耗）  

  空気冷却器  点検（防蝕亜鉛の損耗）  

  冷却水配管（継手、パイプ、ゴム

ホース）  

点検（劣化）  

 圧縮空気系統   

  圧力容器（空気槽）  点検（ドレン排出 ) 

  圧縮空気配管（継手、パイプ）  点検（劣化）  

 蓄電池  点検 (比重）  

 計器類（回転計、圧力計、圧力警報装

置、温度警報装置）  

点検（作動テスト、指示値、設定

値）  
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表 3. 日常点検  

  保守整備の項目  保守整備の内容  

 ●主機等の運転の際に点検すべきもの  

 主機及び補助機関   

  始動前確認  点検（リモコン作動）  

潤滑油プライミング  

エアラン・ターニング（シリンダ内滞留・漏洩）

（整備後及び長期休止後に運転する場合）  

  始動後確認  点検（異音、振動、排気温度、排気色）  

 過給機   

  吸気フィルター  点検（汚損、目詰まり）  

  給気圧  点検（圧力）  

 潤滑油系統   

  潤滑油  点検（油量、汚濁、圧力、温度）  

  潤滑油装置、配管  点検 (漏油、振動 ) 

 燃料油系統   

  燃料油装置、配管  点検 (漏油、振動）  

 冷却水系統   

  船外弁及びコック  点検 (吸入口閉塞 ) 

  冷却海水  点検（吐出量）  

  海水装置、配管  点検 (漏水、振動）  

  冷却清水  点検 (水量、汚濁、圧力、温度）  

  清水装置、配管  点検 (漏水、振動）  

 圧縮空気系統   

  圧縮空気配管（継

手、パイプ）  

点検（空気漏れ、振動）  

 蓄電池  点検 (液量、配線接続部）  
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附属書[17] 主機等の保守整備を行う『特定の保守整

備事業者』の証明 

 

１  適用  

沿海以上の航行区域を有する小型船舶（ただし、旅客船及び沿

岸小型船舶等を除く。）の主機等の保守整備を行う事業者に適用

する。  

 

２  願出  

支部は、証明を受けようとする者に、設備、人員、整備実績等

について記載した書類を添付した正副各１通の別紙様式１の証明

願を、支部あてに提出させること。  

 

３  証明  

証明願の提出を受けた支部は、願出者の設備、人員、整備実績

等の内容を審査し、別記「主機等の保守整備を行う『特定の保守

整備事業者』の設備等の基準」（以下「別記基準」という。）に

適合するときは、『特定の保守整備事業者』として証明すること  

なお、証明の有効期間は６年以内とする。  

 

４  証明書の交付等  

『特定の保守整備事業者』を証明する支部は、当該証明に当た

り、『特定の保守整備事業者』に対して、別紙様式２の証明書を

交付すること。また、当該『特定の保守整備事業者』より、紛失、

き損等の申し出があった場合は、別紙様式３により証明書再交付

願を提出させ、証明書の再交付を行うこと。  

 

５  証明の内容の変更  

支部は、証明した『特定の保守整備事業者』につき次に掲げる

変更を生じたときは、速やかにその旨を当該『特定の保守整備事

業者』に届け出させること。  

【25】 

【26】 

【27】 
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証明の内容の変更が証明書の記載事項の変更を伴う場合は、届

出を受けた支部は証明書の書換えを行うこと。  

①  『特定の保守整備事業者』の名称又は所在地を変更したとき  

②  「保守整備責任者」を変更したとき  

 

６  証明の取り消し  

『特定の保守整備事業者』が次に掲げる証明の取り消し事由に

該当する場合又は証明を辞退する旨届け出た場合は、証明した支

部は当該『特定の保守整備事業者』の証明を取り消し、速やかに

証明書を返納させること。  

①  『特定の保守整備事業者』の別記基準に適合しなくなったと

き  

②  変更の届け出を怠り、又は虚偽の届け出をしたとき  

③  その他『特定の保守整備事業者』として不適当な事由が生じ

たとき  

 

７  報告  

支部は、『特定の保守整備事業者』を証明したとき、証明書を

再交付したとき及び証明を取り消したときは、その旨を本部に報

告すること。  

 

８  一覧のとりまとめ  

本部は、『特定の保守整備事業者』を証明した旨の報告を受け

た場合、速やかに一覧に掲載し、広く周知すること。また、証明

を取り消した旨の報告を受けた場合には、一覧から削除すること。  

 

９  その他  

国の証明を受けた『内燃機関等の解放整備を行う特定のサービ

ス・ステーション』については、願出を要せず、『特定の保守整

備事業者』として取り扱うものとし、一覧に掲載すること。  

なお、当該サービス・ステーションについて国の証明が取り消
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された場合には、『特定の保守整備事業者』の証明の取り消し事

由に該当するものとして取り扱うものし、一覧から削除すること。  
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（別記）  

主機等の保守整備を行う『特定の保

守 整 備 事 業 者 』 の 設 備 等 の 基 準 

 

１ . 適用  

この基準は、主機等の保守整備を行う『特定の保守整備事業

者』に適用し、その設備等について定めたものである。  

 

２ . 設備  

『特定の保守整備事業者』は、次に掲げる設備を備えておかな

ければならない。  

①  主機等の分解及び組立に必要な工具、治具及び計測器  

②  主機等の製造者が頒布する保守整備に関する要領書（主機又

は補助機関として用いられる内燃機関のものに限る。）  

 

３ . 人員  

『特定の保守整備事業者』は、高度な保守整備技術に精通し、

整備上の責任者として作業管理・技術判断を適切に実施できる技

能を有する者（「保守整備責任者」という。）を有していなけれ

ばならない。  

 

４ . 保守整備記録の作成・管理  

『特定の保守整備事業者』は、保守整備を実施した船舶毎に

「保守整備責任者」が内容を認めた保守整備記録を作成のうえ管

理するとともに、その写しを船舶所有者に発行しなければならな

い。  

 

５ . 整備実績  

『特定の保守整備事業者』は、主機等の保守整備について十分

な実績を有していなければならない。  

【26】【27】 
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（別紙様式 1）  

証明願 

 

令和  年  月  日  

日本小型船舶検査機構  

○○支部長  殿  

 

願出者の          社   印  

氏名又は名称及び住所    代表者印  

 

 

下記の『保守整備事業者』について、細則第２編附属書別記に規定す

る「主機等の保守整備を行う『特定の保守整備事業者』の設備等の基

準」に適合している旨の証明を受けたいので、別添資料を添えて願い出

ます。  

 

 

記  

 

 

１．証明を受けようとする『保守整備事業者』の名称及び所在地 

２．証明を受けようとする『保守整備事業者』の「保守整備責任者」の氏名 

 

 

＊別添資料：  設備、人員、整備実績等について記載した書類  

 

【32】 
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（別紙様式 2）  

                        記号番号  

証明書 

 

○○○○  殿  

 

下記の『保守整備事業者』は、日本小型船舶検査機構検査事務規程細

則第２編附属書 [17]別記に規定する「主機等の保守整備を行う『特定の

保守整備事業者』の設備等の基準」に適合していることを証明する。  

 

 

記  

 

 

『特定の保守整備事業者』の名称及び所在地  

証明の有効期間 ： 令和  年  月  日から令和  年  月  日まで 

 

 

令和  年  月  日  

日本小型船舶検査機構  

○○支部長  氏名  印  

 

（備考）  

(1) 次の各号のいずれかに該当する場合は、その旨を届け出ること。  

①  『特定の保守整備事業者』の名称又は所在地を変更したとき  

②  「保守整備責任者」を変更したとき  

(2) 次の各号のいずれかに該当する場合は、本証明を取り消す。  

①  『特定の保守整備事業者』の基準に適合しなくなったとき  

②  変更の届け出を怠り、又は虚偽の届け出をしたとき  

③  その他『特定の保守整備事業者』として不適当な事由が生じ

たとき  

【32】 
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（別紙様式 3）  

 

証明書再交付願  

 

令和  年  月  日  

日本小型船舶検査機構  

○○支部長  殿  

 

願出者の          社   印  

氏名又は名称及び住所    代表者印  

 

下記の『保守整備事業者』について、証明書の再交付を受けたいので

細則第２編附属書〔 17〕４に基づき申請します。  

 

 

記  

 

１．証明を受けた『保守整備事業者』の名称及び所在地 

 

２．証明を受けた『保守整備事業者』「保守整備責任者」の氏名 

 

３．証明書の番号及び交付年月日  

 

４．証明書の有効期間  

 

５．再交付を受けようとする理由  

 

６．備  考  

 

 

 

【32】 
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